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第
一
章 

『
南
部
氏
文
書
と
糠
部
南
部
氏
に
つ
い
て
』 

 
 

 

第
一
節 

糠
部
南
部
氏
の
由
来 

  

本
論
文
は
、
主
に
甲
斐
源
氏
の
一
族
南
部
氏
の
展
開
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
の

前
提
と
し
て
、
南
部
氏
の
始
ま
り
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。 

 

一
般
的
に
甲
斐
源
氏
は
、
後
三
年
合
戦
に
お
い
て
兄
八
幡
太
郎
源
義
家
に
加
勢
す
べ
く
陸

奥
国
へ
下
向
し
た
新
羅
三
郎
義
光
よ
り
始
ま
る
。
義
光
の
子
息
義
清
は
甲
斐
国
に
土
着
し
、

そ
の
孫
の
世
代
が
甲
府
盆
地
の
各
所
に
拠
点
を
構
え
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
っ
た
。
そ
の
一
人

で
あ
る
加
賀
美
遠
光
の
三
男
が
、
南
部
氏
の
祖
と
な
る
南
部
三
郎
光
行
さ
れ
る
。(

１) 

 

文
治

五
年
秋
の

奥
州

合
戦
に
、
加
賀
美
遠
光
父
子
四
人
が
頼
朝
の
本
陣
に
従
軍
し
、

藤
原
泰
衡

軍
と
の
合
戦
に
功
を
立
て
、
そ
の
功
に
よ
っ
て
南
部
光
行
は

陸
奥
国

糠
部
鄕
の

土
地
を
給
さ
れ
、
建
久

二
年
、
家
臣
数
十
人
と
と
も
に
入
国
し
た
と
、
「
源
氏
南
部
八
戸

家
系
」
で
は
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
南
北
朝
期
は
南
朝
に
所
属
し
、
陸
奥
八
戸
城
に
拠
り
勢
力

を
拡
大
し
た(

１)

。
本
論
文
は
こ
の
時
期
八
戸
南
部
氏
を
中
心
に
検
討
す
る
。 

 
 

 

第
二
節 

鎌
倉
期
の
南
部
氏 

  

こ
の
項
で
は
、
文
治
五
年
六
月
九
日
南
部
光
行
の
初
登
場
か
ら
正
慶
二
年(

元
弘
三
年)

十
二
月
鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
直
前
ま
で
の
時
期
を
扱
う
。
『
八
戸
市
史
通
史
編 

 

原
始·

古

代·

中
世
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
光
行
以
降
師
行·

政
長
ま
で
の
系
図
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。
実
線
は
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る(

２)

。
点
線
は
「
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
」
元
弘
三
年

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%B2%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A5%E5%B7%9E%E5%90%88%E6%88%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E6%B3%B0%E8%A1%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E6%B3%B0%E8%A1%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E6%B3%B0%E8%A1%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B8%E5%A5%A5%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E4%B9%85
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十
二
月
南
部
時
長

·

師
行·

政
長
陳
状
案
に
従
っ
た(

３)

。 

 
 
 

朝
光 

 

光
行
—
実
光
—
時
実
—
政
光 

 
 
 

行
朝 
宗
光 

宗
実
－
－
－
－
武
行 

 
 
 

実
長 

 
 
 

実
政 

－
－
－
時
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

政
行
－
－
－
－
師
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－
－
－
政
長 

 

鎌
倉
時
代
の
南
部
氏
一
族
が
御
家
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
、
大
部

分
が
『
吾
妻
鏡
』
で
あ
る
。
『
八
戸
市
史
史
料
編
』
の
解
題
に
よ
る
と
、
こ
こ
の
『
吾
妻
鏡
』

と
い
う
史
料
は
、
鎌
倉
幕
府
の
正
史
で
、
治
承
四
年
か
ら
文
永
三
年(

一
一
八
○
－
一
二
六

六)

ま
で
の
記
述
が
あ
る
。
十
三
世
紀
末
か
ら
十
四
世
紀
初
頭
に
北
条
氏
一
族
の
金
沢
氏
が

編
纂
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
研
究
の
重
要
史
料
と
さ
れ
て
い
る(

４)

。
以
下

に
、
こ
の
時
期
の
史
料
を
素
材
と
し
て
、
検
討
し
て
ゆ
く
。 

 

本
稿
で
用
い
た
史
料
は
概
ね
『
八
戸
市
史
史
料
編
』
に
依
っ
た
。
以
下
の
論
述
で
は
、
こ

の
史
料
編
の
掲
載
番
号
を
記
す
。 

 
 

(

１)

光
行 

 
 

 

南
部
氏
の
祖
と
な
る
南
部
光
行
に
関
す
る
史
料
は
編
年
史
料
編
の
６
番·

７
番·

１
２
番

·

１
３
番·

１
４
番·

１
５
番·

１
６
番·

１
７
番·

１
８
番·

１
９
番·

３
５
番
で
あ
る
。

ま
ず
６
番
『
吾
妻
鏡
』
文
治
五
年
六
月
九
日
条
を
掲
げ
る(

５
、
以
下
同
じ)

。 
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九
日
丁
酉
、
御
塔
供
養
也
、
（
中
略
）
二
品
（
源
頼
朝
）
御
出
、
但
於
宮
寺
近
々
者
、
猶

 
有
御
愼
、

垺
辺
構
御
棧
敷
、
御
覽
儀
式
許
也
、
隼
人
佐
（
三
善
康
清
）
并
梶
原
平
三
景
時

 

等
、
兼
候
宮
中
行
事
云
々
、
御
出
儀
、 

 

先
陣
随
兵 

 

小
山
兵
衛
尉
朝
政 

 
土
肥
次
郎
實
平 

 

下
河
辺
庄
司
行
平 

 

小
山
田
三
郎
重
成 

 

三
浦
介
義
澄 

 
 
 

葛
西
三
郎
清
重 

 

八
田
太
郎
朝
重 

 
 

江
戸
太
郎
重
継 

 

 

二
宮
小
太
郎
光
忠 

熊
谷
小
太
郎
直
家 

 

(

南
部)

信
濃
三
郎
光
行 

徳
河
三
郎
義
秀 

 

新
田
蔵
人
義
兼 

 
 

武
田
兵
衛
尉
有
義 

 

北
条
小
四
郎 

 
 
 

武
田
五
郎
信
光 

 

次
御
歩
御
束
帯 

（
以
下
略
） 

  

こ
れ
は
、
源
頼
朝
、
鶴
岡
八
幡
宮
塔
供
養
の
た
め
外
出
し
た
。
そ
の
行
列
の
先
陣
随
兵
の

中
に
南
部
光
行
が
見
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
中
で
「
信
濃
三
郎
光
行
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
南
部
光
行
は
源
頼
朝
の
先
陣
随
兵
と
し
て
、
宮
中
行
事
に
従
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

  

次
は
７
番
『
吾
妻
鏡
』
文
治
五
年
七
月
十
九
日
条
を
掲
げ
る
。 

  

十
九
日
丁
丑
、
巳
尅
、
二
品
（
源
頼
朝
）
爲
征
伐
奥
州
泰
衡
發
向
給
、
（
中
略
）
、
凡
鎌
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倉
出
御
勢
一
千
騎
也
、
次
御
駕
〔
御
弓
袋
差
、
御
旗
差
、
／
御
甲
着
等
、
在
御
馬
前
、
〕

 
自
鎌
倉
出
御
御
供
輩
、 

 

（
平
賀
）
武
藏
守
義
信 

 

（
中
略
） 

 

南
部
次
郎
光
行 

 

（
以
下
略
） 

  

こ
れ
は
、
源
頼
朝
、
藤
原
泰
衡
を
滅
ぼ
す
た
め
に
平
泉
へ
向
け
て
鎌
倉
を
出
陣
し
た
。
そ

の
軍
勢
の
中
に
南
部
光
行
が
見
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
中
で
「
南
部
次
郎
光
行
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
奥
州
合
戦
の
中
で
、
南
部
光
行
は
頼
朝
の
軍
勢
に
従
軍
し
た
こ
と
が
分

か
る
。 

 

次
は
１
２
番
『
吾
妻
鏡
』
建
久
元
年
十
一
月
七
日
条
を
掲
げ
る
。 

  

七
日
丁
巳
、
雨
降
、
午
一
剋
属
晴
、
其
後
風
烈
、
二
品
（
源
頼
朝
）
御
入
洛
、
法
皇
（
後

 

白
河
）
密
々
以
御
車
御
覽
、
見
物
車
輾
轂
立
河
原
、
申
剋
先
陣
入
花
洛
、
三
條
末
西
行
、

 

河
原
南
行
、
令
到
六
波
羅
給
、
其
行
列
、 

 

先
貢
金
辛
櫃
一
合 

 

次
先
陣
畠
山
次
郎
重
忠
〔
着
黒
糸
威
甲
、
家
子
一
人
、
／
郎
等
十
人
等
相
具
之
、
〕 

 

次
先
陣
随
兵
〔
三
騎
列
之
、
一
騎
別
張
替
持
、
一
騎
冑
腹
巻
行
縢
、
又
小
舎
人
／
童
上
髪

 

負
征
箭
、
着
行
縢
、
各
在
前
、
其
外
不
具
郎
從
、
〕 

 

一
番 

 
 

大
井
四
郎
太
郎 

 
 

大
田
太
郎 

 
 
 
 
 

高
田
太
郎 

 
 

（
中
略
） 

 

廿
九
番 

 
 

武
田
兵
衛
尉
（
有
義
） 

 

越
後
守
（
安
田
義
資
） 

 
 
 

信
濃
三
郎
（
南
部
光
行
） 
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（
中
略
） 

 
六
十
番 

 
 

小
山
田
三
郎
（
重
成
） 

 
 
 

北
条
小
四
郎
（
義
時
） 

 
 

小
山
兵
衛
尉
（
朝
政
） 

 

次
御
引
馬
一
疋 

 

次
御
小
具
足
持
一
騎 

 

次
御
弓
袋
差
一
騎 

 

次
御
甲
着
一
騎 

 

次
二
位
家
（
源
頼
朝
）
〔
折
烏
帽
子
、
絹
紺
青
丹
打
水
干
袴
、
紅
衣
、
夏
毛
行
縢
、
／
染

羽
野
箭
、
黒
馬
、
楚
鞦
、
水
豹
毛
泥
障
、
〕 

（
以
下
略
） 

  

こ
れ
は
、
源
頼
朝
が
上
洛
し
た
。
そ
の
行
列
の
中
に
南
部
光
行
が
見
え
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
史
料
の
中
で
「
信
濃
三
郎
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
部
光
行
は
先
陣
随
兵
と
し
て
、
源

頼
朝
の
上
洛
に
従
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

  

次
は
１
３
番
『
吾
妻
鏡
』
建
久
元
年
十
一
月
十
一
日
条
を
掲
げ
る
。 

  

十
一
日
辛
酉
、
晴
、
新
大
納
言
家
（
源
頼
朝
）
御
參
六
條
若
宮
并
石
清
水
宮
等
、
其
行
列 

 

先
神
馬
一
疋
〔
鴾
毛
、
直
被
引
石
清
水
、
不
逗
留
六
條
若
宮
、
〕 

 

次
先
陣
随
兵 

 
 

（
中
略
） 

 

次
御
車 
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（
中
略
） 

 
次
後
陣
随
兵 

（
中
略
） 

 

佐
々
木
左
衛
門
尉
定
綱 

 
 

加
藤
次
景
廉 

 

（
南
部
）
信
濃
三
郎
光
行 

 
 

（
中
略
） 

 

最
末 

 
 

和
田
太
郎
義
盛 

 
 
 
 

梶
原
平
三
景
時
〔
各
浄
／
衣
〕 

 

先
六
條
若
宮
、
次
參
石
清
水
給
、
於
八
幡
宮
神
馬
一
疋
、
銀
釼
一
腰
被
奉
之
、
馬
場
御
所

 

雖
儲
御
駄
餉
、
依
無
便
、
入
御
于
任
覺
房
、
今
夜
御
逗
留
、
御
通
夜
寶
前
也
、 

  

こ
れ
は
、
源
頼
朝
、
京
都
の
六
条
若
宮
（
京
都
市
東
山
区
）
、
お
よ
び
山
城
国
石
清
水
八

幡
宮
へ
参
詣
す
る
。
そ
の
行
列
の
後
陣
随
兵
の
中
に
南
部
光
行
が
見
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
史
料
の
中
で
「
信
濃
三
郎
光
行
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
部
光
行
は
後
陣
随
兵
と
し
て
、

源
頼
朝
の
参
詣
に
従
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

  

次
は
１
４
番
『
吾
妻
鏡
』
建
久
三
年
十
一
月
五
日
条
を
掲
げ
る
。 

  

五
日
甲
戌
、
卯
剋
、
新
誕
若
公
（
源
実
朝
）
御
行
始
也
、
入
御
（
安
達
）
藤
九
郎
盛
長
甘

 

繩
家
、
被
用
御
輿
、
女
房
大
貳
局
・
阿
波
局
等
奉
扶
持
之
、
供
奉
人
、
相
模
次
郎
、
信
濃

 

三
郎
（
南
部
光
行
）
、
小
山
三
郎
、
三
浦
兵
衛
尉
（
義
村
）
、
梶
原
源
太
左
衛
門
尉
（
景

 

季
）
、
下
河
辺
四
郎
（
政
義
）
、
佐
々
木
三
郎
（
盛
綱
）
等
也
、
終
日
御
坐
、
供
奉
人
等

 

中
有
献
盃
、
盛
長
献
御
釼
、
又
御
共
男
女
同
有
贈
物
、
女
房
二
人
各
小
袖
一
領
、
相
模
次



 9 

 

郎
以
下
各
色
革
一
枚
也
、
亥
剋
還
御
云
々
、 

  

こ
れ
は
、
源
実
朝
の
御
行
始
行
列
の
中
に
南
部
光
行
が
見
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料

の
中
で
「
信
濃
三
郎
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
部
光
行
は
供
奉
人
と
し
て
、
源
頼
朝
の
御
行

始
に
従
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 
 

 

次
は
１
５
番
『
吾
妻
鏡
』
建
久
三
年
十
一
月
二
十
五
日
条
を
掲
げ
る
。 

  

今
日
永
福
寺
（
鎌
倉
）
供
養
也
、
有
曼
陀
羅
供
、
導
師
法
務
大
僧
正
公
顯
云
々
、
前
因
幡

 

守
廣
元
爲
行
事
、
導
師
請
僧
施
物
等
同
于
勝
長
壽
院
供
養
之
儀
、
布
施
取
被
採
用
十
人
、

 

又
導
師
加
布
施
銀
釼
、
前
少
將
（
平
）
時
家
取
之
、
將
軍
家
（
源
頼
朝
）
御
出
云
々
、 

 

先
陣
随
兵 

 

伊
沢
五
郎
信
光 

 
 

（
南
部
）
信
濃
三
郎
光
行 

（
中
略
） 

 

將
軍
家 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

小
山
七
郎
朝
光
持
御
釼 

 

佐
々
木
三
郎
盛
綱
着
御
甲 

 

勅
使
河
原
三
郎
有
直
懸
御
調
度
云
々
、 

 

御
後
供
奉
人
〔
各
布
衣
〕 

 

（
以
下
略 

  

こ
れ
は
、
源
頼
朝
、
永
福
寺
供
養
に
出
席
し
た
。
そ
の
行
列
の
先
陣
随
兵
の
中
に
南
部
光

行
が
見
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
中
で
「
信
濃
三
郎
光
行
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南

部
光
行
は
先
陣
随
兵
と
し
て
、
源
頼
朝
の
永
福
寺
供
養
に
従
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 
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次
は
１
６
番
『
吾
妻
鏡
』
建
久
六
年
三
月
十
日
条
を
掲
げ
る
。 

 
 

 

十
日
乙
未
、
將
軍
家
（
源
頼
朝
）
爲
令
逢
東
大
寺
供
養
給
、
着
御
于
南
都
東
南
院
、
自
石

 

清
水
直
令
下
向
給
云
々
、
供
奉
人
行
列 

 

先
陣 

 
 

畠
山
二
郎
（
重
忠
） 

 
 

和
田
左
衛
門
尉
（
義
盛
）
〔
各
不
相
並
〕 

 

次
御
随
兵
〔
三
騎
相
並
、
各
家
子
郎
從
同
着
甲
冑
、
／
列
傍
路
、
其
人
数
所
随
合
期
也
、
〕 

（
中
略
） 

 

將
軍
（
源
頼
朝
）
〔
御
車
〕 

（
中
略
） 

 

次
御
随
兵
三
騎
相
並
、
家
子
郎
等
事
同
先
陣 

（
中
略
） 

 
 

南
部
三
郎
（
光
行
） 

 
 

村
山
七
郎
（
義
直
） 
 
 

毛
利
三
郎
（
頼
隆
） 

（
中
略
） 

 

及
夜
半
、
有
南
都
行
幸
、
今
日
往
亡
日
也
、
於
城
外
行
幸
、
無
被
用
此
日
之
例
云
々
、 

  

こ
れ
は
、
源
頼
朝
、
東
大
寺
供
養
の
た
め
に
奈
良
へ
下
向
し
た
。
そ
の
行
列
の
後
陣
随
兵

の
中
に
南
部
光
行
が
見
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
中
で
「
南
部
三
郎
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
南
部
光
行
は
後
陣
随
兵
と
し
て
、
源
頼
朝
の
東
大
寺
供
養
に
従
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

  

次
は
１
７
番
『
吾
妻
鏡
』
建
久
六
年
四
月
十
五
日
条
を
掲
げ
る
。 
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十
五
日
庚
午
、
晴
、
申
以
後
雨
降
、
今
日
將
軍
家
令
參
石
清
水
給
、
若
公
（
源
頼
家
）
御

 

同
車
云
々
、
（
田
村
）
伊
賀
守
仲
敎
、
相
模
守
（
大
内
）
惟
義
、
豊
後
守
（
毛
呂
）
季
光

 

爲
前
駈
、
随
兵
廿
騎
相
分
先
後
陣
供
奉
、 

 

先
陣 （

中
略
） 

 

後
陣 

 
 

（
中
略
） 

 
 

小
山
七
郎
朝
光 

 
 
 

南
部
三
郎
光
行 

  

こ
れ
は
、
源
頼
朝
、
山
城
国
石
清
水
八
幡
宮
へ
参
詣
し
た
。
そ
の
行
列
の
後
陣
随
兵
の
末

尾
に
南
部
光
行
が
見
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
中
で
「
南
部
三
郎
光
行
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
南
部
光
行
は
後
陣
随
兵
と
し
て
、
源
頼
朝
の
石
清
水
八
幡
宮
の
参
詣
に
従
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。 

  

次
は
１
８
番
『
吾
妻
鏡
』
建
久
六
年
五
月
二
十
日
条
を
掲
げ
る
。 

  

廿
日
甲
辰
、
陰
、
常
小
雨
灑
、
夘
刻
參
天
王
寺
給
、
（
中
略
）
、
各
整
行
列
、
随
兵
以
下

 

供
奉
人
皆
騎
馬
云
々
、 

 

先
陣
随
兵 

 
 

（
中
略
） 

 

御
車 
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御
後
〔
水
干
〕 

（
中
略
） 

 

後
陣
随
兵 

（
中
略
） 

 

武
田
兵
衛
尉
有
義 

 
 
 

南
部
三
郎
光
行 

（
中
略
） 

 

最
末 

 

和
田
左
衛
門
尉
義
〔
相
具
家
子
郎
等
、
〕
、 

  

こ
れ
は
、
源
頼
朝
、
摂
津
国
天
王
寺
へ
参
詣
し
た
。
そ
の
行
列
の
後
陣
随
兵
の
中
に
南
部

光
行
が
見
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
中
で
「
南
部
三
郎
光
行
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

南
部
光
行
は
後
陣
随
兵
と
し
て
、
源
頼
朝
の
摂
津
国
天
王
寺
の
参
詣
に
従
っ
た
こ
と
が
分
か

る
。 

  

次
は
１
９
番
源
頼
朝
善
光
寺
御
参
随
兵
交
名(

相
良
家
文
書
、
『
大
日
本
古
文
書
』)

を
掲

げ
る
（
６
）

。 

  

「
右
大
将
家
善
光
寺
御
参
随
兵
日
記
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

随
兵 

 

建
久
八
年
三
月
廿
三
日
善
光
寺
御
参■

■

随
兵 

 
 

先
陣 

 
 
 
 
 
 
 

 

佐
原
十
郎
左
衛
門
尉 

（
義
連
） 

 
 
 

長
江
四
郎 

（
明
義
） 
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千
葉
次
郎 

（
相
馬
師
常
） 

 
 
 
 
 

和
田
次
郎 

（
義
茂
） 

 

 
武
田
兵
衛
尉 

（
有
義
） 

 
 
 
 
 
 

平
井
四
郎 

 

里
見
太
郎 

（
義
成
） 

 
 
 
 
 
 
 

同 

五
郎 

 

伊
沢
五
郎 
（
信
光
） 

 
 
 
 
 
 
 

南
部
三
郎 

（
光
行
） 

 

 

加
々
美
次
郎 

（
長
清
） 

 
 
 
 
 
 

村
山
七
郎 

（
義
直
） 

 

 

浅
利
冠
者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
田
蔵
人 

（
義
廉
） 

 

 

村
上
判
宮
代 

（
基
国
） 

 
 
 
 
 
 

佐
竹
別
当 

 

所 

雑
色 

（
基
繁
） 

 
 
 
 
 
 
 

橘 

次 

（
公
業
カ
） 

 

 

江
間
太
郎 

（
泰
時
） 

 
 
 
 
 
 
 

小
山
七
郎 

（
結
城
朝
光
） 

 

 
 

後
陣 

 

千
葉
新
介 

（
胤
正
） 

 
 
 
 
 
 
 

葛
西
兵
衛
尉 

（
清
重
） 
 
 

 

北
条
五
郎 

（
時
房
） 

 
 
 
 
 
 
 

佐
々
木
五
郎 

（
義
満
） 

 

 

干
葉
平
次
兵
衛
尉 

（
常
秀
） 

 
 
 
 

梶
原
刑
部
兵
衛
尉 

（
景
定
） 

 

 

八
田
太
郎
左
衛
門
尉 

（
知
重
） 

 
 
 

江
戸
太
郎 

（
重
長
） 

 

 

土
屋
兵
衛
尉 

（
義
清
） 

 
 
 
 
 
 

長
井
六
郎 

 

佐
々
木
三
郎
兵
衛
尉 

（
盛
綱
） 

 
 
 

加
藤
次 

（
景
廉
） 

 

 

梶
原
源
太
左
衛
門
尉 

（
景
季
） 

 
 
 

野
三
刑
部
丞 

（
盛
綱
） 

 

 

望
月
三
郎 

（
重
隆
） 
 
 
 
 
 
 
 

相
良
四
郎 

 

海
野
小
太
郎 

（
幸
氏
） 

 
 
 
 
 
 

藤
沢
四
郎 

（
清
親
） 

 

 

小
山
五
郎 

（
長
沼
宗
政
） 

 
 
 
 
 

三
浦
平
六
兵
衛
尉 

（
義
村
） 

 

  

こ
れ
は
、
源
頼
朝
が
信
濃
国
善
光
寺
に
参
詣
し
た
際
の
随
兵
の
中
に
南
部
光
行
が
見
え
た
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も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
中
で
「
南
部
三
郎
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
部
光
行
は
随
兵
と

し
て
、
源
頼
朝
の
信
濃
国
善
光
寺
の
参
詣
に
従
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 
 

 

最
後
は
３
５
番
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
写(

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵 

田
中
穰
氏
旧

蔵
文
書)

を
掲
げ
る
。 

  

一
、
造
六
条
八
幡
新
宮
用
途
支
配
事
〈
建
治
元
年
／
五
月 

日
〉 

 

（
中 

略
） 

 

甲
斐
國 

 

（
南
部
光
行
カ
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
秋
山
光
朝
カ
） 

 

 

南
部
三
郎
入
道
跡 

 
 
 
 

六
貫 

 
 
 

秋
山
太
郎
跡 

 
 
 
 
 
 

四
貫 

阿
仏
利
入
道
跡 

 
 
 
 
 

七
貫 

 
 
 

逸
見
入
道
跡 

 
 
 
 
 
 

五
貫 

 

（
奈
古
義
行
） 

奈
古
蔵
人
跡 

 
 
 
 
 
 

三
貫 

 
 
 

加
々
見
美
濃
入
道
跡 

 
 
 

四
貫 

板
垣
入
道
跡 

 
 
 
 
 
 

三
貫 

 
 
 
 
 
 

河
内
太
郎
同
次
郎
跡 

 
 
 

五
貫 

 

平
井
次
郎
跡 

 
 
 
 
 
 

三
貫 
 
 
 
 
 
 

曽
祢
入
道
跡 

 
 
 
 
 
 

五
貫 

尼
遠
江
局
跡 

 
 
 
 
 
 

三
貫 

 
 
 
 
 
 

鮎
澤
六
郎
跡 

 
 
 
 
 
 

八
貫 

 

飯
田
五
郎
跡 

 
 
 
 
 
 

五
貫 

 
 
 

上
藤
中
務
丞
跡 

 
 
 
 
 

五
貫 

工
藤
右
衛
門
尉
跡 

 
 
 
 

五
貫 

 
 
 
 
 
 

室
伏
六
郎
次
郎
跡 

 
 
 
 

五
貫 

（
市
河
行
房
カ
） 

市
河
別
宮
入
道
跡 

 
 
 
 

七
貫 

 
 
 

同
庄
司
跡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六
貫 

 

（
中 

略
） 
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建
治
元
年
六
月
廿
七
日
於
関
東
将
軍
改
所
定
円
法
眼
下
向
之
時
書
寫
候
事 

  

こ
れ
は
、
鎌
倉
幕
府
が
六
条
八
幡
宮
修
造
の
負
担
を
御
家
人
へ
賦
課
し
た
目
録
の
中
に

南
部
三
郎(

光
行)
入
道
跡
が
見
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
中
で
「
南
部
三
郎
入
道

跡
」
は
最
初
に
書
く
こ
と
か
ら
、
建
治
元
年
時
点
に
お
け
る
南
部
氏
に
つ
い
て
は
、
甲
斐
国

御
家
人
の
筆
頭
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
た
。 

  

以
上
の
１
１
点
の
史
料
を
通
じ
て
、
鎌
倉
時
代
南
部
氏
の
祖
と
な
る
南
部
光
行
に
つ
い
て
、

次
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。 

① 

『
吾
妻
鏡
』
に
光
行
が
登
場
す
る
の
は
、
６
番
文
治
五
年
六
月
九
日
条
か
ら
１
８
番
の

 

建
久
６
（
１
１
９
５
）
年
５
月
２
０
日
条
ま
で
。
こ
れ
が
光
行
の
活
動
時
期
と
推
測
さ
れ

 

る
。 

② 
 

こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、
源
頼
朝
の
随
兵
と
し
て
、
寺
社
参
詣
、
供
養
に
従
っ
た
こ
と
が

 

わ
か
る
。 

③ 
 

７
番
の
奥
州
合
戦
の
史
料
か
ら
、
南
部
光
行
は
合
戦
の
従
軍
の
義
務
も
あ
る
こ
と
が
わ

 

か
る
。 

④ 
 

３
５
番
の
史
料
か
ら
、
建
治
元
年
時
点
に
お
け
る
南
部
氏
に
つ
い
て
は
、
甲
斐
国
御
家

 

人
の
筆
頭
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

⑤ 

光
行
の
名
乗
り
、
６
番
・
１
２
番
・
１
３
番
・
１
５
番
で
は
「
信
濃
三
郎
」
、
１
６
番

・ 

１
７
番
・
１
８
番
・
１
９
番
で
は
「
南
部
三
郎
」
と
あ
る
。
な
お
、
『
尊
卑
分
脈
』
で

は 

光
行
は
「
南
部
三
郎
」
と
さ
れ
、
こ
れ
が
最
終
的
な
名
乗
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ 

の
変
化
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
光
行
の
名
字
が
、
そ
の
本
領
は
信
濃
か
ら
南
部
の
地
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名 

に
固
定
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
し
た
が
っ
て
建
久
六
年
三
月
十
日
頃
か
ら
で
あ
り
、

こ 
の
頃
に
甲
斐
国
巨
摩
郡
南
部
郷
の
領
有
を
確
か
な
も
の
に
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 

 (

２)

実
光
・
（
実
長
）
・
時
実 

  

南
部
氏
二
代·

三
代·

四
代
に
関
す
る
史
料
は
２
１
番·

２
２
番·

２
４
番·

２
５
番·

２
６
番·

２
７
番·

２
８
番·

２
９
番·
３
０
番·

３
１
番·

３
２
番·

３
３
番·

３
４
番

·

３
７
番
で
あ
る
。
ま
ず
２
１
番
『
吾
妻
鏡
』
嘉
禎
四
年
二
月
十
七
日
条
を
掲
げ
る
。 

  

十
七
日
癸
巳
、
天
顔
快
霽
、
巳
剋
、
御
出
野
路
宿
、
先
随
兵
以
下
供
奉
人
、
自
庭
上
至
路

 

次
、
二
行
座
列
、
寄
御
輿
之
後
騎
馬
、
隆
親
卿
以
下
、
於
関
寺
辺
見
物
云
々
。
子
剋
御
入

 

洛
、
着
于
六
波
羅
御
所
（
此
間
新
造
）
給
、 

 
 

行
列 

 
 

（
中
略
） 

 
 

四
十
一
番 

 
 
 
 

信
濃
民
部
大
夫 

 

同
三
郎
左
衛
門
尉 
 

肥
後
四
郎
左
衛
門
尉 

 
 

（
中
略
） 

 
 

五
十
一
番 

 
 
 
 

大
井
太
郎 

 
 
 

南
部
次
郎 

 
 
 
 

同
三
郎 

  

こ
れ
は
、
将
軍
藤
原
頼
経
上
洛
し
た
。
そ
の
行
列
の
先
人
随
兵
の
な
か
に
信
濃
三
郎
左
衛

門
尉
、
南
部
二
郎
（
実
光
）
、
同
三
郎
（
実
長
カ
）
が
み
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
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中
で
「
南
部
次
郎 

 

同
三
郎
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
部
実
光·

実
長
は
先
人
随
兵
と
し
て
、

将
軍
藤
原
頼
経
の
上
洛
に
従
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

  

次
は
２
２
番
『
吾
妻
鏡
』
仁
治
元
年
八
月
二
日
条
を
掲
げ
る
。 

  

二
日
癸
巳
、
夘
刻
、
將
軍
家
（
藤
原
頼
経
）
二
所
御
參
詣
也
、
先
御
參
詣
鶴
岳
宮
、
於
鳥

 

居
内
御
遙
拜
、
御
先
達
参
會
、
次
御
進
發
、 

 

行
列 

 

先
陣
随
兵
十
二
騎 

 
 

（
中
略
） 

 

次
御
駕
〔
御
浄
衣
〕 

（
中
略
） 

 

後
騎 

 
 

（
中
略
） 

 

武
田
五
郎
次
郎
（
信
時
） 

 
 
 
 

南
部
次
郎
（
実
光
） 

（
中
略
） 

 

後
陣
随
兵
十
二
騎 

（
以
下
略
） 

  

こ
れ
は
、
将
軍
藤
原
頼
経
、
二
所
詣
に
出
発
し
た
。
そ
の
行
列
の
後
騎
の
中
に
南
部
実
光

が
見
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
中
で
「
南
部
次
郎 

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
部
実

光
は
行
列
の
後
騎
と
し
て
、
将
軍
藤
原
頼
経
の
二
所
詣
の
出
発
に
従
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 
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次
は
２
４
番
『
吾
妻
鏡
』
建
長
四
年
四
月
十
四
日
条
を
掲
げ
る
。 

  

十
四
日
丁
卯
、
霽
、
寅
一
刻
、
将
軍
家
始
御
参
鶴
岡
之
八
幡
宮
、
前
陰
陽
権
大
允
晴
茂
朝

 

臣
（
束
帯
、
）
候
反
閉
、
花
山
院
中
将
長
雅
朝
臣
被
候
陪
膳
、
尾
張
前
司
時
章
朝
臣
為
役

 

送
、
出
御
〈
御
輿
〉
、
相
州
（
被
相
具
帯
剣
侍
四
十
人
、
）
令
供
奉
給
也
、 

 
 

供
奉
人 

 
 
 
 

公
卿 

 

土
御
門
宰
相
中
将
（
顕
方
卿
、
直
衣
） 

 
 
 
 

殿
上
人 

 

（
中
略
） 

 
 

此
外 

 
 
 

（
中
略
） 

 
 
 

南
部
又
次
郎
時
実 

 
 
 

（
以
下
略
） 

  

こ
れ
は
、
将
軍
宗
尊
親
王
、
は
じ
め
て
鶴
岡
八
幡
に
参
詣
し
た
。
こ
の
時
の
行
列
の
な
か

に
、
南
部
時
実
が
み
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
中
で
「
南
部
又
次
郎
時
実 

」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
南
部
時
実
は
将
軍
宗
尊
親
王
の
鶴
岡
八
幡
の
参
詣
に
従
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

  

次
は
２
５
番
『
吾
妻
鏡
』
建
長
四
年
七
月
八
日
条
を
掲
げ
る
。 

  

八
日
庚
寅
、
陰
、
小
雨
潤
洒
、
申
刻
、
將
軍
家
（
宗
尊
親
王
）
爲
御
方
違
、
入
御
于
（
藤

 

原
）
右
兵
衛
督
教
定
朝
臣
泉
谷
亭
〔
日
來
／
新
造
、
〕
假
座
、 

 

御
出
行
列 
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先
御
輿
〔
被
上
御
簾
、
〕 

 
御
釼
役
人
折
烏
帽
子 

（
中
略
） 

 

南
部
又
次
郎
時
實 

 
 
 
 

（
島
津
）
豊
後
三
郎
左
衛
門
尉
忠
時
（
忠
直
） 

 
 

（
中
略
） 

 
 
 

已
上
着
直
垂
折
烏
帽
子
、
令
帯
劔
列
引
歩
于
御
輿
左
右
、 

 

次
御
後 

（
中
略
） 

 

次
女
房
輿 

 
 

（
中
略
） 

 

次
雜
仕
等 

  

こ
れ
は
将
軍
宗
尊
親
王
、
方
違
の
た
め
に
藤
原
教
定
の
泉
谷
亭
へ
移
っ
た
。
そ
の
行
列
の

御
釼
役
人
の
中
に
南
部
時
実
が
見
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
中
で
「
南
部
又
次
郎
時

実 

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
部
時
実
は
御
釼
役
人
と
し
て
、
将
軍
宗
尊
親
王
の
泉
谷
亭
へ

の
引
っ
越
し
に
従
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

  

次
は
２
６
番
『
吾
妻
鏡
』
建
長
四
年
八
月
一
日
条
を
掲
げ
る
。 

  

一
日
癸
丑
、
天
晴
、
親
王
家
（
宗
尊
親
王
）
令
任
征
夷
大
將
軍
御
之
間
、
可
有
御
拜
賀
于

 

鶴
岡
八
幡
宮
之
由
、
雖
有
被
定
之
儀
、
所
被
停
也
、
但
於
供
奉
人
散
状
者
、
被
召
置
御
前

 

云
々
、
陸
奥
掃
部
助
披
覽
之
云
々
、 
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御
拜
賀
供
奉
人 

 
随
兵 （

中
略
） 

 

南
部
次
郎
實
光 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

和
泉
次
郎
左
衛
門
尉
（
二
階
堂
）
行
章 

（
中
略
） 

 

直
垂
着 

（
以
下
略
） 

  

こ
れ
は
、
将
軍
宗
尊
親
王
、
鶴
岡
八
幡
宮
へ
の
参
詣
が
決
定
す
る
も
中
止
と
な
っ
た
。
計

画
さ
れ
た
行
列
の
随
兵
の
中
に
南
部
実
光
が
見
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
中
で
「
南

部
次
郎
實
光
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
部
実
光
は
行
列
の
随
兵
と
し
て
、
将
軍
宗
尊
親
王
の

鶴
岡
八
幡
宮
の
参
詣
に
従
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

  

次
は
２
７
番
『
吾
妻
鏡
』
建
長
四
年
九
月
二
十
五
日
条
を
掲
げ
る
。 

  

廿
五
日
丙
午
、
天
晴
、
依
先
日
御
立
願
、
於
鶴
岡
宮
被
行
仁
王
會
、
申
刻
、
將
軍
家
御
方

 

違
、
入
御
右
武
衛
（
藤
原
教
定
）
泉
谷
亭
、 

 

供
奉
人 

 

騎
馬 （

中
略
） 

 

歩
行 

 

御
劔
役
人 
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北
條
六
郎
時
定 

 
次 

 

城
（
安
達
）
四
郎
時
盛 

 
 
 
 
 
 
 
 

南
部
又
次
郎
時
實 

（
以
下
略
） 

  

こ
れ
は
将
軍
宗
尊
親
王
、
方
違
の
た
め
に
藤
原
教
定
の
泉
谷
亭
へ
移
っ
た
。
そ
の
行
列
の

御
釼
役
人
の
中
に
南
部
時
実
が
見
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
中
で
「
南
部
又
次
郎
時

実 

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
部
時
実
は
御
釼
役
人
と
し
て
、
将
軍
宗
尊
親
王
の
泉
谷
亭
へ

の
引
っ
越
し
に
従
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 
 

 

次
は
２
８
番
『
吾
妻
鏡
』
建
長
四
年
十
二
月
十
七
日
条
を
掲
げ
る
。 

  

十
七
日
丁
夘
、
天
晴
、
將
軍
家
御
徙
之
後
、
今
日
始
御
参
鶴
岡
八
幡
宮
、
雖
有
御
惱
餘
気
、

 

抑
御
出
〔
御
車
御
／
直
衣
、
〕
云
々
、 

 

供
奉
人 

 

先
陣
随
兵 

 
 

（
中
略
） 

 

御
車 （

中
略
） 

 

御
劔
役
人 

 

前
右
馬
權
頭
（
北
条
政
村
）
〔
布
衣
〕 

 

御
後
〔
布
衣
〕 
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（
中
略
） 

 
後
陣
随
兵 

（
中
略
） 

 

武
田
五
郎
三
郎
政
綱 

 
 
 
 

南
部
次
郎
實
光 

 
 

 

こ
れ
は
将
軍
宗
尊
親
王
、
鶴
岡
八
幡
宮
へ
参
詣
し
た
。
そ
の
行
列
の
後
陣
随
兵
の
末
尾
に

南
部
実
光
が
見
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
中
で
「
南
部
次
郎
實
光 

」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
南
部
実
光
は
将
軍
宗
尊
親
王
の
鶴
岡
八
幡
宮
の
参
詣
に
従
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

  

次
は
２
９
番
『
吾
妻
鏡
』
建
長
五
年
八
月
十
五
日
条
を
掲
げ
る
。 

  

十
五
日
辛
酉
、
晴
、
鶴
岳
放
生
會
也
、
有
御
參
宮
之
間
、
供
奉
人
等
參
進
、
（
中
略
）
其

 

後
御
出
〔
半
蔀
御
車
、
／
御
束
帶
、
〕
出
御
西
門
、
若
宮
大
路
北
行
、
到
赤
橋
砌
御
下
車
、 

 

出
御
行
列 

 

先
陣
随
兵 

 
 

（
中
略
） 

 

後
陣
随
兵 

（
中
略
） 

 

南
部
次
郎
實
光 
 
 
 
 
 
 
 

武
石
四
郎
胤
氏 

 

御
奉
幣
事
終
、
入
御
廻
廊
覽
舞
曲
（
以
下
略
） 

 
 

 

こ
れ
は
鶴
岡
八
幡
宮
で
放
生
会
が
行
わ
れ
、
将
軍
宗
尊
親
王
が
参
詣
し
た
。
そ
の
行
列
の
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後
陣
随
兵
の
中
に
南
部
実
光
が
見
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
中
で
「
南
部
次
郎
實

光 
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
部
実
光
は
後
陣
随
兵
と
し
て
、
将
軍
宗
尊
親
王
の
鶴
岡
八
幡

宮
放
生
会
の
参
詣
に
従
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

  

次
は
３
０
番
『
吾
妻
鏡
』
建
長
六
年
八
月
十
五
日
条
を
掲
げ
る
。 

  

十
五
日
乙
酉
、
陰
、
鶴
岡
放
生
會
、
巳
尅
小
雨
降
、
将
軍
家
（
宗
尊
親
王
）
御
出
於
南
面

 

階
間
、
（
安
陪
）
爲
親
朝
臣
候
御
秡
、
陪
膳
伊
与
中
将
（
藤
原
）
公
直
朝
臣
、
役
送
（
那

 

波
）
左
近
大
夫
政
茂
、
御
出
行
列
、 

 

先
陣
随
兵 

 

武
田
三
郎
政
綱 

 

大
曾
祢
次
郎
左
衛
門
尉
盛
経 

 
 

南
部
次
郎
實
光 

（
以
下
略
） 

  

こ
れ
は
、
将
軍
宗
尊
親
王
、
鶴
岡
八
幡
宮
放
生
会
に
参
詣
し
た
。
そ
の
行
列
の
先
陣
随
兵

の
中
に
南
部
実
光
が
見
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
中
で
「
南
部
次
郎
實
光 

」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
南
部
実
光
は
先
陣
随
兵
と
し
て
、
将
軍
宗
尊
親
王
の
鶴
岡
八
幡
宮
放
生
会
の

参
詣
に
従
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

  

次
は
３
１
番
『
吾
妻
鏡
』
康
元
元
年
七
月
十
七
日
条
を
掲
げ
る
。 

  

十
七
日
乙
巳
、
晴
、
將
軍
家
（
宗
尊
親
王
）
御
參
山
内
最
明
寺
、
此
精
舎
建
立
之
後
、
始
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御
礼
佛
也
、
相
刕
（
北
条
時
頼
）
可
被
遂
御
素
懐
之
由
、
内
々
有
其
沙
汰
、
依
思
食
彼
餘

 
波
歟
、
殊
被
刷
今
日
御
出
之
儀
云
々
、 

 

御
出
行
列 

（
中
略
） 

 

（
藤
原
）
肥
後
二
郎
左
衛
門
尉
爲
時 

 
 
 

南
部
又
二
郎
時
實 

（
中
略
） 

 

奥
州
・
相
刕
被
候
堂
前
、
又
武
藏
守
、
遠
江
前
司
、
出
羽
前
司
、
佐
渡
前
司
、
三
浦
介
等

 

同
参
候
、
大
夫
尉
泰
清
、
時
運
等
予
於
門
外
左
右
、
構
敷
皮
、
御
礼
仏
之
後
、
入
御
于
相

 

州
御
亭
、
廷
尉
行
忠
参
会
此
砌
、
有
御
遊
和
歌
御
会
等
、
今
日
御
逗
留
也
、 

  

こ
れ
は
、
将
軍
宗
尊
親
王
、
北
条
時
頼
が
出
家
す
る
山
内
最
明
寺
へ
出
か
け
た
。
そ
の
行

列
の
中
に
南
部
時
実
が
見
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
中
で
「
南
部
又
二
郎
時
實 

」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
部
時
実
は
将
軍
宗
尊
親
王
の
山
内
最
明
寺
の
出
発
に
従
っ
た
こ
と
が

分
か
る
。 

  

次
は
３
２
番
『
吾
妻
鏡
』
文
応
二
年
一
月
九
日
条
を
掲
げ
る
。 

  

九
日
辛
未
、
於
前
浜
有
御
的
始
射
手
之
試
、
相
模
太
郎
殿
令
監
臨
給
、
工
藤
三
郎
右
衛
門

 

尉
光
泰
候
御
共
奉
行
之
、
此
外
、
南
部
二
郎
、
小
笠
原
彦
二
郎
等
為
御
共
、
越
後
守
実
時

 

故
障
、
子
息
四
郎
主
相
具
平
岡
左
衛
門
尉
実
俊
行
向
、
同
奉
行
云
々
。
射
手
十
二
人
、
一

 

五
度
射
之
、 

 
 

一
番 

 

二
宮
弥
二
郎 

 

横
地
左
衛
門
二
郎 
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二
番 

 

桑
原
平
内 

 

周
枳
兵
衛
四
郎 

 
 

三
番 

 

渋
谷
新
左
衛
門
尉 

 

望
月
余
一 

 
 

四
番 

 
横
溝
弥
七 

 

平
島
弥
五
郎 

 
 

五
番 

 

本
間
弥
四
郎
左
衛
門
尉 

 

小
島
又
次
郎 

 
 

六
番 

 

平
井
又
二
郎 

 
小
曾
六
郎 

 
 

射
訖
之
後
、
被
定
仰
云
、
今
度
令
勤
人
数
不
幾
之
上
、
各
宜
令
皆
参
者
、 

  

こ
れ
は
、
鎌
倉
前
浜
で
将
軍
家
的
始
の
射
手
の
試
し
が
行
わ
れ
た
。
北
条
時
宗
の
供
と
し

て
、
南
部
二
郎
（
実
光
）
が
み
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
中
で
「
南
部
二
郎
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
南
部
實
光
は
北
条
時
宗
の
供
と
し
て
、
射
手
の
試
し
に
出
席
し
た
こ
と
が
分

か
る
。 

  

次
は
３
３
番
『
吾
妻
鏡
』
弘
長
元
年
九
月
三
日
条
を
掲
げ
る
。 

  

三
日
壬
戌
、
霽
、
弁
法
印
審
範
長
病
已
危
急
、
是
依
為
顯
密
之
碩
學
、
殊
所
被
賞
翫
也
、

 

而
今
日
申
一
尅
、
相
州
禪
室
（
北
条
時
頼
）
為
最
後
御
對
面
、
入
御
彼
雪
下
（
神
奈
川
県

 

鎌
倉
市
）
北
谷
宿
坊
、
武
田
七
郎
（
政
平
）
、
南
部
又
次
郎
（
時
実
）
、
工
藤
三
郎
右
衛

 

門
尉
光
泰
、
同
木
工
左
衛
門
尉
等
候
御
共
、
審
範
於
持
佛
堂
奉
謁
、
顯
密
事
理
之
法
文
、

 

重
々
雖
令
問
答
給
、
及
酉
尅
欲
令
歸
給
之
刻
、
禪
室
重
被
仰
云
、
最
初
行
攝
之
願
、
返
々

 

有
憑
云
々
、
於
宗
門
雖
開
大
悟
御
、
尚
以
結
行
攝
之
縁
給
、
賢
慮
尤
難
量
者
歟
、 

  

こ
れ
は
、
北
条
時
頼
、
弁
法
印
審
範
と
対
面
し
行
摂
の
縁
を
結
ん
だ
。
時
頼
の
供
の
中
に
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南
部
時
実
が
見
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
中
で
「
南
部
又
次
郎
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

南
部
時
実
は
北
条
時
頼
に
従
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

  

次
は
３
４
番
『
吾
妻
鏡
』
弘
長
三
年
十
一
月
二
十
日
条
を
掲
げ
る
。 

  

廿
日
丁
酉
、
早
旦
、
渡
御
北
殿
、
偏
及
御
終
焉
一
念
、
昨
日
含
嚴
命
之
両
人
、
固
守
其
旨
、

 

制
禁
人
々
群
參
之
間
、
頗
寂
寞
、
為
御
看
病
、
六
七
許
輩
祗
候
之
外
無
人
、
所
謂
、 

 
 

武
田
五
郎
三
郎
（
政
綱
） 

 
 

南
部
次
郎
（
実
光
） 

 
 

長
崎
次
郎
左
衛
門
尉 

 
 
 
 

工
藤
三
郎
右
衛
門
尉
（
光
泰
） 

 
 

尾
藤
太
（
景
氏
） 

 
 
 
 
 

宿
屋
左
衛
門
尉
（
光
則
） 

 
 

安
東
左
衛
門
尉
（
光
成
）
等
也
、 

  

こ
れ
は
、
北
条
時
頼
の
看
病
を
す
る
祗
候
人
の
中
に
南
部
実
光
が
見
え
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
史
料
の
中
で
「
南
部
次
郎
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
部
実
光
は
北
条
時
頼
の
祗
候
人
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

  

最
後
は
３
７
番
安
達
泰
盛
乱
聞
書(

鳩
居
堂
所
蔵)

を
掲
げ
る
。 

 
 

 

陸
奥
入
道
（
安
達
泰
盛
） 

城
介
（
安
達
宗
景
） 

ミ
乃
入
道
（
安
達
長
景
）
城
大
夫
判

 

官 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（
安
達
時
景
） 

 

同 
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上
総
介
（
大
曽
根
宗
長
） 

大
宰
少
貳
（
武
藤
景
泰
） 

四
郎
左
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
懐
嶋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伴
野 

 
 
 
 
 
 
 

三
浦 

 

隠
岐
入
道
（
二
階
堂
行
景
） 

出
羽
守
（
長
泰
） 

 

對
馬
前
司
（
頼
連
カ
） 

 

加
賀
太
郎
左
衛
門
尉
（
城
宗
顕
カ
）
同
六
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

殖
田
又
太
郎
入
道
（
大
江
泰
廣
） 

 

城
左
衛
次
郎
門
脱 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

大
曽
祢
太
郎
左
衛
門
入
道
（
宗
長
カ
） 

 
 

上
総
三
郎
左
衛
門
入
道
（
大
曽
根
義
泰
） 

 

葦
名
四
郎
左
衛
門
尉
（
泰
親
） 

 
 

美
作
三
郎
左
衛
門
尉 

 

綱
嶋
二
郎
入
道 

 
 

池
上
藤
内
左
衛
門
尉 

 

行
方
少
二
郎 

 
 

伊
東
三
郎
左
衛
門
尉
（
裕
景
カ
） 

 

 

足
立
太
郎
左
衛
門
尉
（
直
元
） 

 
 

南
部
孫
二
郎 

 

 

和
泉
六
郎
左
衛
門
尉
（
天
野
景
村
） 

 

 
□

其
人
を
始
と
し
て
、
五
百
人
或
自
害
、 

 
 
 
 
 
 

（
後
欠
） 

  

こ
れ
は
、
霜
月
騒
動
が
起
こ
っ
た
。
安
達
泰
盛
方
に
つ
い
た
者
の
中
に
南
部
孫
二
郎
（
政

光
）
が
見
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
中
で
「
南
部
孫
二
郎
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南

部
政
光
は
安
達
泰
盛
方
に
従
う
立
場
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

  

以
上
の
１
４
点
の
史
料
を
通
じ
て
、
根
城
南
部
氏
二
代·

三
代·

四
代
に
つ
い
て
、
次
の

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。 

 

① 
 

『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
に
即
し
て
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 
 

２
１
番 

嘉
禎
四
（
一
二
三
八
）
年
二
月
十
七
日
条 

「
南
部
次
郎
（
実
光
）
」
「
同
三

 

郎
（
実
長
）
」 
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２
２
番 

仁
治
元(

一
二
四
○)

年
八
月
二
日
条 

「
南
部
次
郎
（
実
光
）
」 

 
 

２
４
番 

建
長
四(

一
二
五
二)

年
四
月
十
四
日
条 

「
南
部
又
次
郎(

時
実)

」 

 

２
５
番 
建
長
四(

一
二
五
二)

年
七
月
八
日
条 

「
南
部
又
次
郎(

時
実)

」 

 

２
６
番 

建
長
四(

一
二
五
二)

年
八
月
一
日
条 

「
南
部
次
郎(

実
光)

」 

 

２
７
番 

建
長
四(
一
二
五
二)

年
九
月
廿
五
日
条 

「
南
部
又
次
郎(

時
実)

」 

 

２
８
番 

建
長
四(

一
二
五
二)
年
十
二
月
十
七
日
条 

「
南
部
次
郎(

実
光)

」 

 

２
９
番 

建
長
五(

一
二
五
三)

年
八
月
十
五
日
条 

「
南
部
次
郎(

実
光)

」 

 

３
０
番 

建
長
六(

一
二
五
四)

年
八
月
十
五
日
条 

「
南
部
次
郎(

実
光)

」 

 

３
１
番 

康
元
元(

一
二
五
六)

年
七
月
十
七
日
条 
「
南
部
又
二
郎(

時
実)

」 

 

３
２
番 

弘
長
元(

一
二
六
一)

年
一
月
九
日
条 

「
南
部
二
郎(

実
光)

」 

 

３
３
番 

弘
長
元(

一
二
六
一)

年
九
月
三
日
条 

「
南
部
又
次
郎(
時
実)

」 

 

３
４
番 

弘
長
三(

一
二
六
三)

年
十
一
月
廿
日
条 

「
南
部
次
郎(

実
光)
」 

 

こ
こ
か
ら
、
以
下
の
点
を
確
認
し
た
い
。 

 

Ａ 
 

実
光
の
活
動
時
期
は
、
嘉
禎
四
（
一
二
三
八
）
年
二
月
十
七
日
か
ら
弘
長
三(
一
二

六
三)

年
十
一
月
廿
日
ま
で
と
い
え
る
。 

 

Ｂ 
 

実
長
に
つ
い
て
は
、
２
１
番
の
史
料
に
「
同
三
郎
」
と
み
え
る
以
外
、
史
料
が
な
い
。

し
か
も
『
尊
卑
分
脈
』
で
「
南
部
三
郎
」
を
称
し
た
と
さ
れ
る
の
は
行
朝
で
あ
っ
て
、
実
長

は
「
同
小
四
郎
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
名
乗
り
に
齟
齬
が
み
え
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

な
お
検
討
が
必
要
な
人
物
で
あ
る
と
い
え
る
。 

 

Ｃ 
 

時
実
の
活
動
時
期
は
、
建
長
四(

一
二
五
二)

年
四
月
十
四
日
か
ら
弘
長
元(

一
二
六

一)

年
九
月
三
日
ま
で
と
い
え
る
。
こ
れ
は
父
の
実
光
の
活
動
時
期
と
重
複
し
て
い
る
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
。 
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② 
 

実
光
・
実
長
は
征
夷
大
将
軍
の
随
兵
と
し
て
、
よ
く
寺
社
参
詣
に
従
っ
た
こ
と
が
わ
か

 
る
。
時
実
は
将
軍
宗
尊
親
王
の
行
列
の
中
に
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

③ 
 

時
実
の
子
、
４
代
目
政
光
に
つ
い
て
の
史
料
は
、
３
７
番
の
み
で
あ
る
。
政
光
は
霜
月

 

騒
動
の
な
か
で
、
安
達
泰
盛
方
に
従
う
立
場
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 (

３)

時
長·

師
行·

政
長·

武
行 

  

南
部
氏
五
代
時
長·

師
行·

政
長·

武
行
に
関
す
る
史
料
は
７
２
番
で
あ
る
。
次
は
７
２

番
南
部
時
長·

師
行·

政
長
陳
状
案(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

を
掲
げ
る
。 

  

目
安 

 

甲
斐
国
南
部
郷
以
下
所
領
事 

 
 

訴
人
南
部
三
郎
次
郎
〔
今
者
／
刑
部
丞
〕
武
行 

 
 

論
人
南
部
五
郎
次
郎
時
長 

 
 
 
 

同
又
二
郎
師
行
〔
但
為
宮 

義
良
親
王 

供
奉
／
奥
州
下
向
〕 

 
 
 
 

同
六
郎
政
長 

一
、
武
行
以
先
日
竒
（
毀
）
破
状
、
閣
自
身
所
帯
後
日
配
分
状
、
掠
申
子
細
罪
科
難
遁
事 

南
部
郷
以
下
、
武
行
親
父
孫
三
郎
宗
實
掠
給
御
下
文
之
間
、
時
長
亡
父
二
郎
政
行
法
師

 

〔
法
名
／
道
行
〕
就
申
子
細
、
為
備
中
入
道
々
存
二
階
堂
時
藤
・
壹
岐
入
道
妙
恵
〔
于
時

 

／
在
俗
〕
奉
行
、
十
八
ケ
度
被
經
其
沙
汰
、
為
又
二
郎
入
道
實
願
（
時
実
）
跡
、
去
延
慶

 

三
年
五
月
十
八
日
得
分
親
八
人
預
御
配
分
以
来
、
云
武
行
父
子
二
代
、
云
時
長
父
子
、
得

 

分
親
等
、
廿
余
年
相
互
知
行
無
相
違
之
處
、
以
先
日
竒
（
毀
）
破
状
、
擬
掠
申
自
身
帯
持
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之
後
日
御
下
文
等
之
条
奸
謀
也
、
就
中
前
後
御
下
文
共
、
以
最
勝
園
寺
（
北
条
貞
時
）
禅

 
門
成
敗
也
、
爰
依
為
先
日
沙
汰
、
無
據
後
日
再
往
有
其
沙
汰
、
被
直
下
之
時
、
被
賞
翫
後

 

日
下
知
・
御
下
文
者
、
政
道
之
法
也
、
而
武
行
依
存
自
身
依
怙
、
閣
傍
例
、
奉
掠
上
聞
之

 

条
、
造
意
之
企
珎
事
也
、
此
上
猶
及
御
不
審
者
、
道
存
・
妙
恵
等
當
参
之
上
者
、
有
御
尋
、

 

武
行
奸
曲
可
露
顕
乎
、
〔
是
／
一
〕 

一
、
延
慶
三
年
五
月
十
八
日
御
下
文
不
可
有
御
不
審
事 

 
 

於
道
行
所
得
御
下
文
者
、
後
家
（
尼
丁
心
）
〔
時
長
等
継
母
／
資
行
実
母
〕
并
資
行
構

 
 

謀
書
、
抑
留
文
書
等
之
間
、
於
関
東
番
訴
陳
之
上
、
於
決
断
所
被
經
御
沙
汰
最
中
也
、

 
 

仍
武
行
・
資
行
等
、
於
對
決
之
御
座
、
正
文
出
帯
之
上
者
、
後
日
御
配
分
状
更
不
可
有

 
 

御
不
審
者
也
、
〔
是
／
二
〕 

一
、
武
行
不
可
遁
告
言
咎
事 

 
 

如
延
慶
三
年
御
下
文
者
、
以
亡
父
南
部
又
二
郎
法
師
〔
法
名
／
實
願
〕
遺
領
、
所
被
配

 
 

分
也
云
々
、
而
武
行
為
實
願
孫
子
、
閣
親
父
非
父
祖
之
跡
、
直
恩
澤
之
由
偽
申
之
上
者
、

 
 

如
傍
例
者
、
難
遁
告
言
咎
者
哉
、
〔
是
／
三
〕 

一
、
武
行
不
可
遁
朝
敵
重
科
事 

武
行
者
為
長
﨑
三
郎
左
衛
門
入
道
（
高
光
）
思
元
聟
、
属
同
四
郎
左
衛
門
尉
高
貞
、
發

 

向
茅
屋
（
千
早
）
城
致
合
戦
、
去
四
月
落
下
関
東
之
刻
、
同
五
月
十
日
於
三
河
国
矢
作
宿

 

（
愛
知
県
岡
崎
市
）
、
仁
木
・
細
河
・
武
田
十
郎
已
下
被
留
畢
、
有
御
尋
不
可
有
其
隠
、

 

可
参
御
方
者
、
京
都
合
戦
最
中
、
依
何
事
可
落
下
関
東
哉
、
（
北
条
）
高
時
禅
門
与
同
之

 

条
、
不
可
有
御
不
審
、
而
武
行
帯
五
宮
（
守
良
親
王
）
令
旨
之
由
自
稱
之
条
、
是
又
奸
曲

 

也
、
令
帯
令
旨
者
、
尤
於
京
都
可
致
合
戦
歟
、
不
然
者
又
於
勢
州
・
濃
州
・
尾
州
可
致
軍

 

忠
之
處
、
終
無
其
儀
、
爰
落
下
関
東
之
時
者
、
依
隠
密
彼
令
旨
歟
、
雖
被
留
参
河
、
不
及
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被
見
、
今
致
奸
訴
、
始
出
帯
之
条
、
表
裏
私
曲
、
弥
朝
敵
之
段
令
露
顕
畢
、
其
故
者
、
以

 
彼
令
旨
、
於
関
東
為
申
子
細
、
雖
令
下
向
、
関
東
滅
亡
之
間
、
立
還
参
御
方
之
由
、
構
申

 

者
也
、
争
可
遁
重
科
哉
、
而
結
句
浴
朝
恩
之
条
、
言
語
道
断
之
次
第
也
、
時
長
等
忠
節
之

 

条
、
云
大
将
注
進
、
云
證
人
等
、
分
明
也
、
而
武
行
恐
自
科
、
令
參
候
近
衛
殿
、
剰
及
偽

 

訴
之
条
、
奸
謀
之
至
、
何
事
如
之
哉
、
〔
是
／
四
〕 

一
、
時
長
・
政
長
等
、
於
御
方
抽
軍
忠
子
細
事 

 

時
長
者
最
前
馳
參
御
方
、
於
関
東
致
合
戦
之
忠
、
親
類
中
村
三
郎
二
郎
常
光
、
五
月
廿
日

 

討
死
之
条
、
新
田
三
河
弥
次
郎
世
良
田
満
義
見
知
畢
、
同
廿
一
日
霊
山
大
将
軍
武
田
孫
五

 

郎
長
高
相
共
、
愚
息
行
長
懸
先
、
若
黨
數
輩
被
疵
畢
、
同
廿
二
日
於
高
時
禅
門
舘
、
生 

 

捕
海
道
弥
三
郎
、
取
高
時
一
族
伊
具
土
佐
孫
七
頚
畢
、
将
又
七
月
十
二
日
押
寄
三
浦
山
口
、

 

三
浦
若
狭
（
時
明
）
判
官
相
共
令
退
治
悪
黨
畢
、
次
政
長
自
奥
州
最
前
馳
参
御
方
、
自
五

 

月
十
五
日
至
同
廿
二
日
、
於
所
々
致
合
戦
、
若
黨
守
家
討
死
畢
、
巨
細
被
載
注
進
歟
、〔
是

 

／
五
〕 

 

右
子
細
雖
多
、
被
召
決
之
刻
、
一
烈
御
下
文
承
伏
之
上
者
、
武
行
不
可
依
無
窮
奸
訴
、
仍

粗
目
安
如
件
、 

 
 
 
 

元
弘
三
年
十
二
月 

日 

  

こ
れ
は
、
甲
斐
国
南
部
鄕
以
下
の
所
領
に
関
す
る
南
部
武
行
の
訴
え
に
対
し
て
、
南
部
時

長·

師
行·

政
長
が
反
駁
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

「
南
部
五
郎
次
郎
時
長 

同
又
二
郎
師
行 

同
六
郎
政
長
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
時
長

·

師 

行·

政
長
は
兄
弟
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

②
「
武
行
親
父
孫
三
郎
宗
實
掠
給
御
下
文
之
間
、
時
長
亡
父
二
郎
政
行
法
師
〔
法
名
／
道
行
〕
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就
申
子
細
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
武
行
の
父
親
は
南
部
宗
実
で
、
時
長
の
父
親
は
南
部
政

 
行
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
末
期
南
部
郷
惣
領
の
座
を
め
ぐ
っ
て
武
行
と
時
長·

師
行·

政
長

は 

対
立
が
あ
る
。 

③ 

②
の
「
亡
父
」
と
い
う
表
現
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
時
南
部
政
行
も
う
死
ん
だ
こ
と
が

 

わ
か
る
。 

 

以
上
、
鎌
倉
期
南
部
氏
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
確
認
し
た
。 

①
光
行
に
つ
い
て
、
活
動
時
期
は
文
治
五
年
六
月
九
日
か
ら
建
久
６
（
１
１
９
５
）
年
５
月

 

２
０
日
条
ま
で
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
間
の
中
で
源
頼
朝
の
随
兵
と
し
て
、
寺
社
参
詣
、

 

供
養
に
従
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
７
番
に
見
え
る
よ
う
に
、
合
戦
の
従
軍
の
義

 

務
も
あ
る
。
建
治
元
年
時
点
に
お
け
る
南
部
氏
に
つ
い
て
は
、
甲
斐
国
御
家
人
の
筆
頭
と

 

し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

②
根
城
南
部
氏
二
代·

三
代·

四
代
に
つ
い
て
、
実
光
の
活
動
時
期
は
、
嘉
禎
四
（
一
二
三

八
） 

年
二
月
十
七
日
か
ら
弘
長
三(

一
二
六
三)

年
十
一
月
廿
日
ま
で
と
い
え
る
。
実
長
に

つ
い 

て
は
、
な
お
検
討
が
必
要
な
人
物
で
あ
る
と
い
え
る
。
時
実
の
活
動
時
期
は
、
建
長

四(

一 

二
五
二)

年
四
月
十
四
日
か
ら
弘
長
元(

一
二
六
一)

年
九
月
三
日
ま
で
と
い
え
る
。

こ
れ 

は
父
の
実
光
の
活
動
時
期
と
重
複
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
実
光
・
実
長
は

征
夷 

大
将
軍
の
随
兵
と
し
て
、
よ
く
寺
社
参
詣
に
従
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
時
実
は
将
軍

宗
尊 

親
王
の
行
列
の
中
に
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
時
実
の
子
、
４
代
目
政
光
に

つ
い 

て
は
、
は
霜
月
騒
動
の
な
か
で
、
安
達
泰
盛
方
に
従
う
立
場
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

③
南
部
氏
五
代
時
長·

師
行·

政
長·

武
行
に
つ
い
て
、
時
長·

師
行·

政
長
は
兄
弟
で
あ

る
こ 

と
が
わ
か
る
。
武
行
の
父
親
は
南
部
宗
実
で
、
時
長
の
父
親
は
南
部
政
行
で
あ
る
。

鎌
倉 

時
代
末
期
南
部
郷
惣
領
の
座
を
め
ぐ
っ
て
武
行
と
時
長·

師
行·

政
長
は
対
立
が
あ
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る
こ
と 

が
わ
か
る
。 

 
第
三
節 
『
南
部
氏
文
書
』
と
は 

  

次
章
は
『
南
部
氏
文
書
』
に
基
づ
い
て
論
じ
る
か
ら
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
『
南
部
氏
文

書
』
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。 

 

『
八
戸
市
史
史
料
編
』
の
解
題
に
よ
る
と
、
『
南
部
氏
文
書
』
は
、
南
北
朝
時
代
に
八
戸

市
根
城
を
本
拠
地
と
し
、
後
に
遠
野
に
移
封
と
な
っ
た
根
城
南
部
氏
の
家
伝
文
書
で
あ
る
。

「
遠
野
南
部
家
文
書
」
と
も
呼
ば
れ
、
そ
の
総
数
は
三
○
○
○
点
以
上
に
も
及
び
、
中
世
文

書
だ
け
で
も
三
○
○
点
以
上
確
認
さ
れ
て
い
る
。
奥
州
北
部
に
お
い
て
大
き
な
勢
力
を
保
持

し
た
同
家
の
歴
史
を
反
映
し
た
も
の
で
、
す
べ
て
未
表
具
の
ま
ま
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
文
書

の
中
で
は
、
北
畠
顕
家
・
顕
信
の
国
宣
、
御
教
書
等
が
多
数
存
す
る
ほ
か
、
南
朝
方
の
み
で

な
く
、
北
朝
方
、
北
条
氏
余
党
な
ど
が
乱
立
し
た
奥
州
の
政
治
情
勢
を
明
ら
か
に
す
る
文
書

も
豊
富
で
あ
る
。
現
在
に
は
奥
州
北
部
の
中
世
の
歴
史
を
具
体
的
に
示
し
て
史
料
的
な
価
値

が
高
い
と
さ
れ
て
い
る(

７)

。 
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第
二
章 
建
武
政
権
と
南
部
師
行·

政
長 

  

第
一
節 

建
武
政
権
と
奥
州
小
幕
府 

   

建
武
政
権
の
成
立
及
び
こ
れ
に
続
く
南
北
朝
動
乱
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
進
一
氏
の
『
日
本

の
歴
史
９ 

南
北
朝
の
動
乱
』(

中
央
公
論
新
社
、
一
九
七
四
年)

が
古
典
的
、
か
つ
通
説
的

な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
こ
の
時
期
の
陸
奥
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
奥
州
小
幕
府
に
つ
い

て
は
、
遠
藤
巌
氏
の
「
建
武
政
権
下
の
陸
奥
国
府
に
関
す
る
一
考
察
」(

『
日
本
古
代·

中

世
史
の
地
方
的
展
開
』)

１
９
７
３
、
「
南
北
朝
内
乱
の
中
で
」(

小
林
清
治·

大
石
直
正
編

『
中
世
奥
羽
の
世
界
』)

１
９
７
８
の
論
文
が
詳
細
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
本
節
で
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
紹
介
し
、
糠
部
に
お
け
る
南
部
氏
の
活
動
を

検
討
す
る
前
提
と
し
た
い
。 

  

第
一
項 

佐
藤
進
一
氏
の
『
南
北
朝
の
動
乱
』(

８)

か
ら 

 
 

 

建
武
政
権
成
立 

 
 

 

１
３
３
４
年
、
後
醍
醐
は

恒
良
親
王

を
皇
太
子
と
し
、
年
号
を

建
武

と
す
る
。
後
醍

醐
は
内
裏
の
修
築
や
貨
幣
鋳
造
な
ど
に
乗
り
出
す
が
、
伝
統
と
先
例
を
省
み
な
い
、
恣
意
的

な
政
策
、
登
用
に
、
尊
氏
ら
旧
幕
府
系
武
士
の
不
満
は
つ
の
る
。
後
醍
醐
天
皇

は
、
護
良

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%B1%CE%C9%BF%C6%B2%A6
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FA%C9%F0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%E5%C2%E9%B8%EF%C5%B7%B9%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%EE%CE%C9%BF%C6%B2%A6
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親
王

と
尊
氏
の
両
者
に
潰
し
あ
い
を
さ
せ
よ
う
と
企
ん
で
い
た
が
、
尊
氏
が

護
良
親
王

蜂
起
を

天
皇

に
密
告
し
た
た
め
、
親
王

は
捕
ら
え
ら
れ
る
。
当
時
の
刑
罰
に
よ
く
あ
る

こ
と
だ
が
、
護
良
親
王

は
敵
方
、
す
な
わ
ち
尊
氏
側
に
身
柄
を
引
き
渡
さ
れ
、
処
刑
さ
れ

る
。(

第
二
章
第
一
節
、
第
二
節)

 

  

建
武
政
権
の
破
綻 

 
 

 

後
醍
醐
天
皇

は
、
宋
の
専
制
独
裁

君
主
制

を
模
倣
し
よ
う
と
、
大
が
か
り
な
改
革
に

取
り
組
ん
だ
。
し
か
し
、
宋
と
こ
の
当
時
の
日
本
と
で
は
社
会
構
造
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て

い
た
。
宋
に
お
い
て
は
、
唐
末
の
乱
に
よ
っ
て
貴
族
階
級
が
滅
び
た
た
め
に
、
皇
帝
に
忠
実

な
官
僚
を
育
て
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
ま
た
、
兵
権
と
財
政
権
を
分
離
し
、
兵
は
政
府

の
給
料
で
ま
か
な
う
軍
隊
に
組
織
し
、
地
主
領
主
と
分
離
さ
せ
た
。
日
本
に
は
貴
族
た
ち
が

お
り
、
天
皇

の
専
制
を
お
さ
え
る
た
め
に
合
議
制
に
よ
っ
て
政
務
を
と
っ
て
い
た
。
ま
た
、

兵
力
を
も
つ
の
は
領
主
だ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
中
央
集
権
的
な
後
醍
醐
の
改
革
は
貴
族
、
地

方
武
士
ら
を
怒
ら
せ
た(

９)

。 

 

後
醍
醐
に
取
り
立
て
ら
れ
た
武
士

楠
木
正
成

、
名
和
長
年

は
商
業
を
基
盤
に
し
た
実

力
者
で
あ
り
、
結
城
親
光
は
名
家
の
な
か
か
ら

天
皇

に
よ
っ
て
惣
領
に
と
り
た
て
ら
れ
た

人
間
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
な
り
で
も
の
」
が
中
央
に
居
座
っ
た
こ
と
も
、
武
士
貴
族
の
反

抗
の
原
因
と
な
っ
た(

９)

。(

第
二
章
第
三
節
、
第
四
節)

 

  

内
乱
の
開
始 

 
 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%EE%CE%C9%BF%C6%B2%A6
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%EE%CE%C9%BF%C6%B2%A6
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%EE%CE%C9%BF%C6%B2%A6
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%EE%CE%C9%BF%C6%B2%A6
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%B7%B9%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%C6%B2%A6
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%EE%CE%C9%BF%C6%B2%A6
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%E5%C2%E9%B8%EF%C5%B7%B9%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%AF%BC%E7%C0%A9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%B7%B9%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C6%EF%CC%DA%C0%B5%C0%AE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CC%BE%CF%C2%C4%B9%C7%AF
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%B7%B9%C4
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１
３
３
５
年
、
北
条
高
時

の
遺
児
時
行
が

信
濃

で
反
乱
を
お
こ
し
、
足
利
軍
を
撃
破

し
て
鎌
倉
に
迫
る
。
こ
れ
が

中
先
代
の
乱

で
あ
る
。
中
先
代
と
は
時
行
の
こ
と
を
い
う
。

足
利
直
義

と
尊
氏
は
後
醍
醐
に
討
伐
を
命
じ
ら
れ
る
。
尊
氏
は

天
皇

に
、
征
夷
大
将
軍

職
と
総
追
捕
使
職
を
要
求
し
、
容
れ
ら
れ
る
。
尊
氏
が
関
東
に
向
か
い
、
三
河

に
逗
留
す

る
直
義
と
合
流
し
、
乱
を
鎮
圧
し
た
あ
と
、
彼
ら
は
帰
京
を
拒
否
す
る
。
以
降
、
足
利
軍
と
、

後
醍
醐
天
皇

、
新
田
義
貞

軍
と
の
戦
争
が
は
じ
ま
り
、
全
国
規
模
に
拡
大
す
る
。 

 

尊
氏
は

後
醍
醐
天
皇

と
は
常
々
交
流
が
あ
り
、
弟
の
直
義
と
は
違
っ
て

天
皇

に
た
い

し
て
寛
容
す
ぎ
る
面
も
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
尊
氏
は
異
常
性
格
者
で
あ
り
、
意
味
不
明

の
激
昂
を
み
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
、
弟
の
直
義
は

後
醍
醐
天
皇

に
た
い
す
る

敵
対
心
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
た
。
尊
氏
は
京
都
か
ら
丹
羽
、
播
磨
、
兵
庫
と
逃
げ
、
九

州
で
体
勢
を
立
て
直
す
こ
と
に
す
る
。
京
都
が
尊
氏
方
に
奪
わ
れ
る
と
、
後
醍
醐
は
叡
山
に

逃
れ
る
。
尊
氏
は

持
明
院
統

の

光
明
天
皇

を
擁
立
す
る(

１
０)

。(

第
四
章
第
一
節
、
第

二
節)

 

  

内
乱
の
展
開 

 
 

 

一
時
の
講
和
も
す
ぐ
に
破
ら
れ
、
後
醍
醐
は
大
和
の
吉
野
に
陣
を
構
え
る
。
伊
勢
神
宮

に

北
畠
親
房

、
河
内
に
中
院
定
平
、
紀
伊

に
四
条
隆
資
、
越
前
に
義
貞
を
配
し
、
畿
南

を
拠
点
に
再
挙
す
る
。 

 

南
北
朝

対
立
の
こ
の
様
相
は
、
「
一
天
両
帝
、
南
北
京
」
と
評
さ
れ
た
。
１
３
３
６
年
、

尊
氏
は

建
武
式
目

を
制
定
、
新
政
の
否
定
、
初
期

鎌
倉
幕
府

へ
の
回
帰
な
ど
を
唱
え
、

室
町
幕
府

を
ひ
ら
い
た
。
尊
氏
は
各
国
に

守
護
職

を
お
き
、
こ
れ
に
国
を
支
配
さ
せ
た
。

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%CC%BE%F2%B9%E2%BB%FE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%AE%C7%BB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%E6%C0%E8%C2%E5%A4%CE%CD%F0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%AD%CD%F8%C4%BE%B5%C1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%AD%CD%F8%C4%BE%B5%C1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%AD%CD%F8%C4%BE%B5%C1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%B7%B9%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%AC%B0%D0%C2%E7%BE%AD%B7%B3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%AC%B0%D0%C2%E7%BE%AD%B7%B3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%AC%B0%D0%C2%E7%BE%AD%B7%B3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%B0%B2%CF
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%E5%C2%E9%B8%EF%C5%B7%B9%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%E5%C2%E9%B8%EF%C5%B7%B9%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%E5%C2%E9%B8%EF%C5%B7%B9%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%E5%C2%E9%B8%EF%C5%B7%B9%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%E5%C2%E9%B8%EF%C5%B7%B9%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%E5%C2%E9%B8%EF%C5%B7%B9%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%B7%B9%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%E5%C2%E9%B8%EF%C5%B7%B9%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%FD%CC%C0%B1%A1%C5%FD
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%F7%CC%C0%C5%B7%B9%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%CB%C0%AA%BF%C0%B5%DC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%CB%C0%AA%BF%C0%B5%DC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%CB%C0%AA%BF%C0%B5%DC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%CC%C8%AB%BF%C6%CB%BC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B5%AA%B0%CB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C6%EE%CB%CC%C4%AB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FA%C9%F0%BC%B0%CC%DC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B3%F9%C1%D2%CB%EB%C9%DC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%BC%C4%AE%CB%EB%C9%DC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%BC%C4%AE%CB%EB%C9%DC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%BC%C4%AE%CB%EB%C9%DC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%E9%B8%EE%BF%A6
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尊
氏
は

武
家

の
棟
梁
と
な
り
、
直
義
は
政
務
総
轄
者
と
な
っ
た
。
尊
氏
は
人
的
支
配
権
を
、

直
義
は
領
域
支
配
権
を
握
っ
た
と
も
い
え
る
。
鎌
倉
幕
府

に
お
い
て
将
軍
と
執
権
と
で
別

れ
て
い
た
二
つ
の
権
限
を
、
兄
弟
で
占
有
し
た
と
い
え
る
。
直
義
は
副
将
軍
と
よ
ば
れ
た
。 

 

新
田
義
貞

が
足
利
軍
に
敗
れ
て
戦
死
、
つ
づ
い
て
奥
州
の

北
畠
顕
家

も

幕
府
軍

に

敗
れ
て
死
ぬ
。
１
３
３
９
年
、
後
醍
醐
は
死
に
、
つ
づ
い
て

後
村
上
天
皇

が
立
て
ら
れ
た
。

高
師
直

・
師
泰
兄
弟
は
、
直
義
と
は
対
照
的
な
成
り
上
が
り
の
人
物
で
、
尊
氏
の
も
と
で

軍
団
を
編
成
し
た
。
や
が
て
、
直
義
の
も
と
に
は
官
僚
、
足
利
一
門
、
惣
領
（
一
族
の
嫡
子
）
、

東
国
・
西
国
の
武
士
が
、
高
兄
弟
と
尊
氏
の
も
と
に
は
新
興
武
士
、
庶
子
、
畿
内

豪
族
が

集
結
し
、
対
立
し
た
。
高
兄
弟
、
直
義
、
そ
し
て

南
朝

と
、
天
下
三
分
の
状
況
と
な
る(

１

１)

。 

 

南
朝

の
実
質
指
導
者
、
『
神
皇
正
統
記

』
を
著
し
た

北
畠
親
房

は
、
旧
来
の
皇
帝

専
制
に
も
ど
れ
、
と
高
圧
的
に
武
士
に
説
く
ば
か
り
で
な
か
な
か
支
持
を
増
や
す
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
以
降
、
三
つ
巴
の
た
た
か
い
が
つ
づ
く
。
推
移
が
複
雑
で
理
解
し
が
た
い
。

１
３
４
８
年
、
四
条
畷

の
戦
い
で
南
軍
は
総
帥

楠
木
正
行

は
じ
め
多
く
の
武
将
が
死
亡

す
る
。
高
師
直

の
声
望
は
ふ
た
た
び
高
ま
っ
た
。
尊
氏
と
直
義
の
講
和
は
す
ぐ
に
破
ら
れ

る
。
ま
た
、
南
朝

も
両
勢
力
と
の
講
和
を
模
索
す
る
が
、
ト
ッ
プ
同
士
の
争
い
を
口
実
に

抗
争
し
て
い
る

土
豪

や
武
士
た
ち
に
は
意
味
を
な
さ
な
か
っ
た
。
直
義
が
死
ぬ
と
、
尊
氏

の
妾
腹
の
子
で
、
直
義
の
養
子
、
直
冬
が
か
わ
っ
て
指
導
者
と
な
る
。
直
冬
党
は
中
国
・
北

九
州
で
強
い
勢
力
を
も
っ
た
。
さ
ら
に
尊
氏
が
直
義
問
題
解
決
の
た
め
に
一
時
手
を
握
っ
た

相
手
の
南
朝
は
、
こ
の
機
会
に
一
挙
に
京
都
へ
進
出
し
よ
う
と
す
る
。
直
義
の
死
は
天
下
三

分
の
情
勢
を
終
息
さ
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
一
層
激
化
さ
せ
た
観
が
あ
る
。(

第
五
章)

(

７) 

 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C9%F0%B2%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B3%F9%C1%D2%CB%EB%C9%DC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%C5%C4%B5%C1%C4%E7
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%CC%C8%AB%B8%B2%B2%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%EB%C9%DC%B7%B3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%E5%C2%BC%BE%E5%C5%B7%B9%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%E2%BB%D5%C4%BE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%E2%BB%D5%C4%BE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%E2%BB%D5%C4%BE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%E2%BB%D5%C4%BE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B5%A6%C6%E2
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C6%EE%C4%AB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C6%EE%C4%AB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%C0%B9%C4%C0%B5%C5%FD%B5%AD
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%CC%C8%AB%BF%C6%CB%BC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%CD%BE%F2%C6%ED
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C6%EF%CC%DA%C0%B5%B9%D4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%E2%BB%D5%C4%BE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C6%EE%C4%AB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%DA%B9%EB
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第
二
項 

遠
藤
巌
氏
の
「
建
武
政
権
下
の
陸
奥
国
府
に
関
す
る
一
考
察
」(

１
２)

か
ら 

 
 

 
 

こ
の
論
文
は
陸
奥
国
府=

「
義
良
を
将
軍
、
顕
家
を
執
権
と
す
る
奥
州
小
幕
府
体
制
」

と
い
う
佐
藤
進
一
氏
の
認
識
を
認
め
る
上
に
、
陸
奥
国
府
自
体
内
容
の
解
明
と
国
府
と
陸
奥

在
地
と
の
具
体
的
な
関
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
る
。 

 

建
武
新
政
権
下
で
の
護
良
親
王
と
北
畠
親
房
が
共
に
、
後
醍
醐
天
皇
と
は
政
治
思
想
を
多

少
異
に
し
て
、
幕
府
機
構
の
現
実
的
存
在
意
義
を
認
め
る
立
場
に
あ
り
、
倒
幕
後
の
関
東
地

方
を
抑
え
た
足
利
氏
を
牽
制
す
る
た
め
に
は
、
背
後
の
陸
奥
を
政
府
側
に
固
め
て
お
く
必
要

が
あ
る
し
、
そ
の
た
め
に
は
武
士
を
掌
握
で
き
る
体
制
と
し
て
幕
府
的
機
構
を
陸
奥
国
府
に

設
定
し
た(

１
３)

。
陸
奥
国
に
お
い
て
は
、
国
守
が
守
護
職
権
を
包
摂
し
、
少
な
く
と
も
国

府
機
構
の
構
築
運
営
に
か
か
わ
る
主
権
を
天
皇
よ
り
「
直
勅
裁
を
閣
く
」
と
し
て
付
与
さ
れ
、

実
際
に
赴
任
し
、
機
構
の
整
備
に
着
手
し
た
の
は
、
重
要
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る(

１
４)

。 

 

次
は
史
料
を
引
用
し
、
国
府
機
構
の
具
体
的
機
能
は
引
付
・
安
堵
奉
行
・
寺
社
奉
行
な
ど

の
こ
と
を
確
認
し
た
。
国
守
権
限
は
国
府
機
構
を
通
し
て
行
使
さ
れ
、
国
宣
も
国
守
の
恣
意

的
直
接
的
作
成
に
よ
る
の
で
な
く
、
国
府
機
構
の
そ
れ
ぞ
れ
が
現
実
的
機
能
を
果
た
し
た
と

こ
ろ
に
発
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
し
た
。 

 

現
地
で
活
躍
す
る
奉
行
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
氏
は
糠
部
郡
奉
行
で
あ
る
南
部
師
行

・
河
村
又
二
郎
・
工
藤
貞
行
・
中
条
時
長
を
逐
一
検
討
し
た
。
そ
こ
か
ら
判
明
し
た
点
を
整

理
す
る
と
、
ま
ず
第
一
に
、
現
地
の
奉
行
に
は
、
在
地
に
勢
力
を
は
る
有
力
武
士
よ
り
も
む

し
ろ
庶
子
系
武
士
や
吏
僚
系
武
士
が
抜
擢
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
糠
部
で
は
、
北
畠
顕

家
は
南
部
氏
を
郡
奉
行
に
任
命
し
た
。
詳
し
く
は
第
二
節
第
一
項
で
述
べ
る
。
第
二
に
は
、

現
地
奉
行
の
任
免
権
が
陸
奥
守
顕
家
の
強
力
な
掌
握
下
に
置
か
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
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は
、
一
定
地
域
に
複
数
の
奉
行
が
併
置
さ
れ
、
「
両
使
」
と
か
「
一
方
検
断
奉
行
」
と
い
う

よ
う
な
呼
称
を
受
け
て
い
た
こ
と
。
そ
し
て
そ
の
奉
行
間
に
は
、
国
守
を
中
心
と
す
る
命
令

系
統
の
上
下
関
係
も
し
く
は
相
互
牽
制
作
用
が
、
国
守
に
よ
っ
て
意
識
的
に
設
定
さ
れ
て
い

た
と
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
四
に
は
、
こ
の
現
地
奉
行
制
の
上
に
国
司
と
足
利
氏

と
の
勢
力
均
衡
が
保
持
さ
れ
た
の
で
な
い
か
、
と
い
う
見
通
し
で
あ
る
。
第
五
に
は
、
陸
奥

守
顕
家
は
鎌
倉
末
期
の
現
地
機
構
を
前
提
と
し
て
取
り
込
み
な
が
ら
、
そ
れ
を
さ
ら
に
北
畠

氏
の
法
的
理
念
に
基
づ
い
て
再
編
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。 

 

本
稿
で
は
糠
部
郡
奉
行
で
あ
る
河
村
又
二
郎
・
中
条
時
長
・
南
部
師
行
に
つ
い
て
検
討

し
、
遠
藤
氏
の
指
摘
の
一
端
を
よ
り
詳
細
に
検
討
し
た
。
糠
部
郡
奉
行
の
任
免
お
よ
び
複
数

奉
行
制
に
つ
い
て
は
本
稿
第
二
章
第
二
節
第
二
項
で
詳
述
す
る
。 

 

遠
藤
論
文
で
は
、
こ
れ
ら
の
指
摘
に
続
け
て
、
陸
奥
守
顕
家
が
多
賀
国
府
に
構
築
し
た
機

構
と
同
等
の
比
重
を
か
け
て
現
地
支
配
機
構
の
整
備
に
乗
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
と

し
て
い
る
。
し
か
も
、
吏
僚
的
側
面
を
か
な
り
前
面
に
押
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
同
時
に
そ

れ
だ
け
強
く
国
司
の
法
的
権
限
を
彼
ら
に
行
使
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。 

 

遠
藤
論
文
で
は
次
に
、
建
武
政
権
下
陸
奥
国
府
の
施
政
策
の
展
開
に
つ
い
て
、
検
討
し
て

い
る
。
第
一
に
、
国
守
が(

１)

徴
税
と
軍
役
の
基
礎
た
る
荒
田
の
把
握
の
た
め
に
土
地
調
査

を
実
施
し
、(

２)

全
所
領
の
給
主
を
決
定
し
、(

３)

そ
の
体
制
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
施
策

の
中
に
、
各
々
の
動
向
が
明
瞭
に
示
さ
れ
る
。
第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
国
府
の
軍

事
警
察
力
の
執
行
状
況
の
中
に
も
確
か
め
ら
れ
る
。
そ
の
執
行
状
況
は
や
は
り
在
地
で
は
郡

検
断
に
集
約
さ
れ
る
糠
部
郡
奉
行
南
部
氏
の
こ
う
し
た
活
動
に
つ
い
て
は
第
二
節
第
三
項

で
具
体
的
に
考
察
す
る
。 
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遠
藤
氏
の
指
摘
ど
お
り
糠
部
郡
奉
行
も
ま
た
、
国
府
の
軍
事
警
察
力
執
行
の
末
端
を
担
っ

た
。
そ
の
こ
と
は
本
稿
で
も
第
二
章
第
二
節
第
三
項
で
詳
述
す
る
。 

 

遠
藤
氏
は
、
小
幕
府
体
制
と
言
わ
れ
る
建
武
政
権
下
の
陸
奥
国
府
に
つ
い
て
、
建
武
元
～

二
年
に
限
定
し
、
国
司
権
限
が
在
地
で
強
制
力
を
発
揮
し
て
た
事
実
を
、
国
府
機
構
の
機
能

を
追
求
す
る
こ
と
で
確
か
め
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
郡
検
断
・
郡
奉
行
と
い
う
現
地
奉
行
が
、

北
畠
氏
の
政
治
理
想
を
陸
奥
国
の
隅
々
で
実
現
す
る
要
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、

注
目
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
陸
奥
の
有
力
な
武
士
が
郡
検
断
奉
行
職
を
要
求
し
、
国
司
が

そ
れ
を
認
め
る
と
こ
ろ
に
し
か
、
陸
奥
国
府
体
制
は
存
続
し
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

足
利
政
権
下
の
奥
州
管
領
府
も
、
建
武
政
権
下
の
陸
奥
国
府
で
成
長
し
た
こ
の
よ
う
な
動
き

に
規
制
さ
れ
な
が
ら
成
立
し
た
広
域
行
政
府
で
あ
っ
た
と
す
る(

１
５)

。 

  

第
三
項 

遠
藤
巌
氏
の
「
南
北
朝
内
乱
の
中
で
」(

１
６)

か
ら 

 
 

 

こ
の
論
文
は
十
四
世
紀
の
内
乱
は
奥
羽
の
人
々
に
と
っ
て
何
で
あ
り
、
内
乱
期
の
奥
羽
は

日
本
の
歴
史
に
と
っ
て
何
で
あ
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
制
度
史
の
側
面
か
ら
整
理
し
た
も
の

で
あ
る
。 

 

『
太
平
記
』
も
『
保
暦
間
記
』
も
、
奥
羽
観
に
は
、
広
大
で
異
質
な
世
界
で
あ
る
が
ゆ
え

に
国
家
が
特
別
支
配
策
を
講
じ
た
点
と
、
奥
羽
武
士
が
北
畠
氏
に
従
っ
て
南
朝
方
と
し
て
活

躍
し
た
点
と
の
、
二
つ
の
要
素
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
奥
羽
全
域
が
元
弘
没
収
地
の
指
定

を
受
け
る
と
い
う
特
質
を
持
っ
て
い
る
だ
け
に
、
内
乱
期
の
政
治
社
会
で
奥
羽
が
注
目
さ
れ

る
原
因
と
も
な
る(

１
７)

(

１
８)

。 

 

奥
羽
で
の
北
条
氏
領
は
全
国
支
配
を
目
指
す
得
宗
権
利
の
一
基
盤
と
し
て
設
定
さ
れ
、
奥
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羽
全
域
支
配
機
構
の
掌
握
と
い
う
側
面
を
強
く
持
っ
て
い
た
。
大
量
の
御
内
人
が
奥
羽
に
投

入
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
郡
地
頭
職
の
集
積
や
再
編
を
通
じ
て
、
奧
羽
に
所
領
を
有
す
る
御

家
人
層
を
北
条
氏
の
御
内
人
ま
た
は
準
御
内
人
と
し
て
組
織
し
、
各
々
に
全
国
支
配
の
役
割

を
与
え
る
。
建
武
政
府
の
本
格
的
な
奧
州
支
配
は
、
後
醍
醐
が
元
弘
三
年
八
月
五
日
北
畠
顕

家
を
陸
奥
守
に
、
同
十
五
日
葉
室
光
顕
を
出
羽
守
兼
秋
田
城
介
に
任
じ
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

中
央
集
権
的
な
地
方
支
配
組
織
の
よ
う
と
し
て
改
革
に
乗
り
出
し
た
国
司
制
度
の
一
環
で

あ
る
が
、
こ
の
う
ち
陸
奥
守
が
、
相
模
守
足
利
直
義
と
と
も
に
、
他
国
司
と
は
一
線
を
画
す

特
別
国
司
で
あ
り
、
国
府
を
幕
府
的
組
織
に
整
備
し
た
。 

 

陸
奥
国
府
の
小
幕
府
体
制
は
、
北
畠
氏
の
政
治
思
想
か
ら
す
れ
ば
あ
く
ま
で
も
便
法
で
あ

る
。
最
高
合
議
機
関
の
評
定
衆
に
北
畠
一
門
の
貴
族
を
上
座
に
す
え
て
な
お
、
例
式
の
評
議

に
し
か
預
か
れ
な
い
と
い
う
の
が
、
こ
の
国
府
構
成
の
方
針
で
あ
る
。
北
畠
氏
は
さ
ら
に
国

府
支
庁
と
し
て
、
陸
奥
各
地
に
郡
奉
行
所
に
設
置
し
た
。
郡
奉
行
所
は
、
天
皇
親
政
と
鎮
守

府
将
軍
足
利
氏
に
よ
る
陸
奥
支
配
へ
の
対
抗
策
で
あ
り
、
得
宗
専
制
下
の
郡
地
頭
職
体
系
の

止
揚
策
と
し
て
設
置
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
北
畠
氏
は
国
府
と
郡
奉
行
所
の
構

造
を
通
じ
て
、
北
畠
氏
の
権
限
強
化
を
軸
と
し
た
上
意
下
達
の
命
令
体
系
の
構
築
を
企
図
し

て
い
る
。
施
政
の
一
つ
一
つ
が
、
陸
奥
各
地
で
郡
奉
行
所
に
否
応
な
く
結
集
せ
ざ
る
を
得
な

い
よ
う
に
志
向
し
、
郡
奉
行
の
執
行
権
を
強
化
し
保
証
し
な
が
ら
、
国
府
へ
の
求
心
性
を
貫

く
。
そ
れ
を
北
条
氏
支
配
の
実
態
と
陸
奥
現
地
の
要
請
を
踏
ま
え
な
が
ら
展
開
し
て
い
る
と

こ
ろ
に
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

足
利
氏
の
奥
羽
支
配
は
、
両
国
の
管
轄
を
専
任
と
す
る
特
設
軍
政
官
と
し
て
奥
州
総
大
将

を
設
置
し
、
北
畠
氏
の
支
配
構
造
の
奪
取
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
勧
め
ら
れ
た
。
奥
州
総
大
将

の
職
権
は
軍
事
指
揮
権
を
中
核
と
す
る
が
、
そ
の
発
動
方
式
は
北
畠
氏
と
全
く
同
じ
く
、
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個
々
の
武
士
団
宛
て
と
郡
検
断
宛
て
の
両
様
の
手
段
を
と
り
、
侍
大
将·

合
戦
奉
行
で
あ
る

郡
検
断
の
証
状
を
提
示
し
な
い
武
士
の
軍
忠
状
や
所
領
申
請
に
は
応
じ
な
い
と
い
う
建
前

を
取
る
。
北
畠
氏
側
が
陸
奥
守
か
ら
鎮
守
府
将
軍
へ
、
足
利
氏
側
が
奥
州
総
大
将
か
ら
陸
奥

守
へ
、
と
い
う
相
互
に
制
度
的
拠
点
を
奪
い
合
う
現
象
を
持
っ
て
始
ま
っ
た
奥
羽
支
配
構
想

の
激
突
は
、
そ
れ
だ
け
に
奥
羽
各
地
で
の
掌
握
策
で
は
同
一
の
手
段
を
取
る
結
果
と
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 

 

奥
州
武
士
に
向
け
る
軍
事
指
揮
権
も
合
戦
場
へ
の
出
陣
命
令
だ
け
で
な
く
、
管
領
府
勤
番

の
た
め
に
も
発
動
さ
れ
、
実
際
に
こ
の
時
期
の
文
書
を
伝
領
す
る
奥
羽
武
士
の
ほ
と
ん
ど
が

惣
領
自
ら
ま
た
は
庶
子
を
も
っ
て
管
領
府
に
勤
番
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
管
領
府
の
構

造
に
つ
い
て
は
、
奉
行
制
と
両
使
制
を
中
核
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
郡
検
断
・
奉
行
職
を
再

編
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
奉
行
衆
が
管
領
府
内
で
所
務
沙
汰
以
下
の
統
治
権
行
使
に
従
事

し
、
各
地
域
で
の
遵
行
使
節
と
し
て
管
領
府
か
ら
二
名
の
使
節
（
両
使
）
が
派
遣
さ
れ
る
。 

 

 

国
家
の
奥
羽
支
配
機
構
は
、
厖
大
な
軍
事
力
と
貢
租
と
り
わ
け
特
殊
な
所
出
物
を
制
度
的

に
掌
握
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
南
北
朝
期
後
半
に
一
揆
な
ど
地
縁
的
結
合
に
よ
る
支

配
方
式
を
生
み
な
が
ら
も
、
な
お
分
郡
を
中
心
と
し
た
一
斑
の
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
分
郡

が
補
任
を
原
則
と
す
る
機
構
で
あ
る
こ
と
は
、
奥
羽
管
領
制
が
廃
止
さ
れ
て
も
な
お
中
央
政

府
か
ら
新
た
な
分
郡
主
を
送
り
込
ま
れ
る
条
件
と
な
り
、
奥
羽
国
人
領
主
制
が
す
で
に
態
勢

を
あ
ら
わ
に
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
体
制
的
確
立
を
次
の
時
代
の
課
題
と
す
る
原
因

で
も
あ
っ
た
。(

９) 

 
 第

二
節 

糠
部
郡
奉
行
の
諸
側
面 

 



 43 

 
１
３
３
３
－
１
３
３
７
年
ま
で
の
僅
か
な
期
間
だ
が
、
南
部
文
書
に
史
料
が
多
く
、
こ
の

時
期
の
史
料
を
素
材
と
し
て
、(

１)

郡
奉
行
と
し
て
の
活
動
を
は
じ
め
た
時
期
、(

２)

郡
奉

行
体
制
の
内
容
、(

３)

郡
奉
行
の
職
務
、
の
３
点
に
わ
た
っ
て
検
討
す
る
。 

 

第
一
項 

郡
奉
行
と
し
て
の
活
動
を
は
じ
め
た
時
期 

  

こ
れ
に
関
す
る
史
料
は
編
年
史
料
編
７
５
番
・
７
６
番
・
７
８
番
で
あ
る
。
ま
ず
７
５
番

建
武
元
年
二
月
二
日
、
南
部
師
行
寄
進
状
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
）
を
掲
げ
る
。 

 (

包
紙
ウ
ワ
書)

 

 

「
師
行
よ
り
た
て
の
ひ
し
り
に 

 

あ
た
ふ
る
判
物 

 
 
 
 

」 

 

わ
せ
た
の
み
の
く
ち
の
に
た
ん
そ
へ
て
進
候
也
、 

 

ひ
し
や
も
ん
た
う
の
ち
の
事
、
お
ほ
む
か
ゑ
の
う
ち
、
や
す
た
二
郎
か
屋
し
き
、
を
な
し

く
そ
の
ま
へ
に
候
は
た
け
、
そ
へ
て
ま
い
ら
せ
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 

二
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

師
行
（
花
押
） 

 
 
 
 

た
て
の
ひ
し
り
の
御
房 

  

こ
れ
は
、
南
部
師
行
、
た
て
の
聖
に
屋
敷
・
田
畠
を
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料

か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

師
行
は
、
糠
部
郡
奉
行
と
し
て
活
動
を
始
め
た
ば
か
り
の
建
武
元
年
二
月
に
、
「
た
て

 

の
ひ
し
り
」
と
呼
ば
れ
た
僧
侶
に
屋
敷
と
田
畠
を
寄
進
し
て
い
る
。 
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② 

八
戸
に
進
駐
し
た
師
行
が
拠
点
を
設
け
る
と
し
た
ら
、
北
条
氏
時
代
の
給
主
の
城
郭
を

 
接
収
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
（
八
戸
通
史
編
ｐ
３
０
１
）(

１
９)

。 

  

こ
の
史
料
は
、
南
部
師
行
の
糠
部
に
お
け
る
活
動
を
示
す
最
も
早
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
元
弘
４
年
２
月
段
階
で
は
、
師
行
は
糠
部
に
お
り
、
お
そ
ら
く
は
八
戸
を
拠
点
と
し
て

い
た
と
推
測
さ
れ
る
。 

  

師
行
が
糠
部
郡
奉
行
と
し
て
の
活
動
を
本
格
的
に
開
始
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
と
し
て

最
も
早
い
も
の
は
、
次
の
７
６
・
７
８
番
の
史
料
で
あ
る
。
ま
ず
７
６
番
建
武
元
年
（
元
弘

四
年
）
二
月
十
八
日
、
陸
奥
国
宣
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
）
を
掲
げ
る
。 

  
 
 
 
 

（
花
押
） 

 

信
濃
前
司
入
道
行
珎
申
久
慈
郡
事
、
申
状
如
此
、
子
細
見
状
、
早
可
被 

沙
汰
居
代
官
於

 

彼
郡
之
由
、
國
宣
候
也
、
仍
執
達
如
件
、 

 
 
 

元
弘
四
年
二
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高 

 
 
 

南
部
又
次
郎
殿 

  

こ
れ
は
、
北
畠
顕
家
、
久
慈
郡
を
二
階
堂
行
朝
に
与
え
、
そ
の
執
行
を
南
部
師
行
に
命
じ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

師
行
に
郡
奉
行
と
し
て
所
領
打
渡
を
命
じ
る
陸
奥
国
宣
も
出
さ
れ
て
お
り
、
国
府
の
整

 

備
と
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
糠
部
郡
奉
行
が
設
置
さ
れ
、
師
行
が
そ
の
任
に
当
た
っ

 

た
。 
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② 

建
武
元
年
二
月
に
北
畠
顕
家
が
久
慈
郡
の
知
行
を
、
二
階
堂
行
朝
に
認
め
た
。 

  

次
は
７
８
番
建
武
元
年
（
元
弘
四
年
）
二
月
二
十
二
日
、
陸
奥
国
宣
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵

文
書
）
を
掲
げ
る 

  
 
 

（
花
押
） 

 

陸
奥
國
比
内
南
河
内
事
、
大
田
孫
太
郎
行
綱
代
行
俊
申
状
如
此
、
子
細
見
状
、
早
可
被
沙

 

汰
付
之
由
、
國
宣
候
也
、
仍
執
達
如
件
、 

 
 
 

元
弘
四
年
二
月
廿
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高 

 
 
 

南
部
又
次
郎
殿 

  

こ
れ
は
、
北
畠
顕
家
、
比
内
郡
を
太
田
行
綱
に
与
え
、
そ
の
執
行
を
南
部
師
行
に
命
じ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

建
武
元
年
（
元
弘
四
年
）
二
月
二
十
二
日
、
北
畠
顕
家
、
比
内
郡
を
太
田
行
綱
に
与
え

 

た
。 

② 

こ
の
時
、
南
部
師
行
は
所
領
打
渡
の
役
目
を
担
当
し
た
。 

  

以
上
の
７
６
・
７
８
番
と
も
に
、
所
領
の
打
渡
を
命
じ
た
北
畠
顕
家
袖
判
陸
奥
国
宣
で
あ

る
。
糠
部
郡
奉
行
の
職
務
に
、
こ
う
し
た
所
領
の
打
渡
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
は
後
述
す
る
が
、

こ
の
史
料
か
ら
、
師
行
が
糠
部
郡
奉
行
と
し
て
の
活
動
を
本
格
的
に
開
始
し
た
時
期
は
元
弘

４
年
（
一
三
三
四
）
２
月
半
ば
以
降
と
考
え
て
よ
い
。 
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第
二
項 

郡
奉
行
体
制
の
内
容 

 
こ
れ
に
関
す
る
史
料
は
編
年
史
料
編
８
５
番
・
８
９
番
・
１
０
３
番
で
あ
る
。
ま
ず
８
５

番
建
武
元
年
四
月
晦
日
、
多
田
貞
綱
書
状
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
）
を
掲
げ
る
。 

  

糠
部
郡
闕
所
事 

 

一
戸
、
工
藤
四
郎
左
衛
門
入
道
跡 

 
 
 

同
子
息
左
衛
門
次
郎
跡
〔
八
戸
上
尻
打
〕 

 

八
戸
、
工
藤
三
郎
兵
衛
尉
跡 

 

三
戸
、
横
溝
新
五
郎
入
道
跡 

 

南
部
又
二
郎
殿
・
戸
貫
出
羽
前
司
（
中
条
時
長
）
殿
・
河
村
又
二
郎
入
道
殿
、
両
三
人
預

 

申 

候
、
能
々
郡
内
可
有
御
警
固
候
、
諸
事
御
談
合
候
者
可
宜
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 

建
武
元
年
四
月
晦
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
源
貞
綱 

 
 
 

南
部
又
次
郎
殿 

  

こ
れ
は
、
多
田
貞
綱
、
南
部
師
行
・
中
条
時
長
・
川
村
又
二
郎
入
道
三
名
に
、
糠
部
郡
内

一
戸
・
八
戸
・
三
戸
の
没
収
地
を
預
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と

が
わ
か
る
。 

① 

八
戸
の
給
主
に
つ
い
て
は
、
工
藤
三
郎
兵
衛
尉
が
認
め
ら
れ
る
。
八
戸
内
の
上
尻
打
は
、

 

工
藤
義
村
が
別
個
に
知
行
し
て
い
た
。
八
戸
の
他
に
も
父
工
藤
四
郎
左
衛
門
入
道
と
と
も

 

に
糠
部
の
中
心
地
で
あ
る
一
戸
を
知
行
し
て
い
た
。 

② 

「
横
溝
新
五
郎
入
道
跡
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
戸
の
給
主
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
横
溝

 

新
五
郎
入
道
が
認
め
ら
れ
る
。 
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③ 

建
武
元
年
四
月
、
顕
家
は
津
軽
の
反
乱
鎮
圧
の
た
め
多
田
貞
綱
を
派
遣
し
た
が
、
途
中

 
で
糠
部
に
立
ち
寄
ら
せ
、
指
示
を
与
え
た
。 

④ 

糠
部
闕
所
の
い
く
つ
か
を
南
部
師
行
・
中
条
時
長
・
川
村
又
二
郎
に
預
け
る
と
と
も

に
、 

糠
部
郡
奉
行
は
師
行
の
他
中
条·

河
村
を
加
え
た
三
人
体
制
と
な
る
。 

  

こ
の
三
人
体
制
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
の
か
、
８
９
番
建
武
元
年
六
月
十
二
日
、

北
畠
顕
家
袖
判
御
教
書
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
）
に
詳
し
い
。
そ
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。 

  
 
 
 

（
花
押
） 

 

自
是
態
欲
被
仰
之
處
、
條
々
注
進
之
趣
、
具
披
露
畢
、 

一
、
當
郡
内
凶
徒
逃
散
輩
有
其
数
歟
、
心
苦
敷
被
思
食
、
先
以
静
謐
之
条
、
併
奉
行
高
名

 

候
、
方
々
注
進
被
取
整
、
可
被
経
御
奏
聞
候
、
定
可
有
叡
感
歟 
凡
郡
内
事
、
如
先
々

 

被
仰
、
被
憑
思
食
之
上
、
弥
可
被
致
無
貳
之
忠
節
候
、
凶
徒
余
類
等
心
之
所
及
、
可
被

 

加
捜
索
也 

一
、
工
藤
三
郎
兵
衛
間
事
、
河
村
依
聞
出
之
、
捜
取
之
条
神
妙
候
、
時
長
未
及
委
細
注
進
、

 

沙
汰
之
時
ハ
可
得
此
御
意
候
也
、
件
三
郎
兵
衛
父
子
事
、
召
進
之
條
有
事
煩
、
御
邊
相

 
 

共
可
計
沙
汰
之
由
、
被
仰
中
條
畢
、
随
而
御
邊
ニ
も
其
趣
被
仰
候
き
、
先
日
便
宜
不

 

被
申
御
返
事
、
御
不
審
之
間
、
重
欲
被
仰
候
つ
、
而
時
長
申
云
、
件
三
郎
兵
衛
尉
就
謀

 

叛
、
与
同
輩
事
有
申
旨
、
猶
可
召
進
國
府
之
由
、
重
雖
申
之
、
路
次
間
も
非
無
其
煩
、

 

所
詮
両
御
使
相
共
尋
問
、
載
起
請
詞
可
注
進
、
於
其
身
両
人
相
談
、
猶
可
計
沙
汰
之 

 

由
、
被
仰
畢
、
得
其
意
、
可
被
加
催
促
、
御
邊
所
被
預
之
両
人
事
、
子
細
同
前
候
也
、 

 
(

略)
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一
、
津
軽
事
、
石
川
楯
無
為
責
落
候
、
目
出
候
、
持
寄
城
静
謐
無
御
心
元
候
、
尤
被
打
向

 
 

彼
城
之
条
、
雖
可
宣
、
郡
内
事
無
左
右
、
又
難
被
閣
之
間
、
未
被
仰
候
也
、
且
可
被
随

 
 

事
躰
歟
、
中
条
ニ
ハ
早
可
向
之
由
被
仰
了 

 
(

略)
 

 

條
々
猶
被
仰
落
事
候
、
所
詮
悪
党
人
事
事
、
能
々
致
沙
汰
可
被
属
静
謐
也
、
罪
科
露
顕
無

異
儀
之
輩
事
者
、
只
速
可
計
沙
汰
、
國
府
へ
召
進
之
条
、
有
事
煩
之
上
難
儀
多
候
也 

(

略)
 

  

こ
れ
は
、
建
武
元
年
六
月
十
二
日
、
北
畠
顕
家
、
糠
部
・
津
軽
の
状
況
を
知
ら
せ
、
南
部

師
行
に
指
示
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

① 

「
自
是
態
欲
被
仰
之
處
、
條
々
注
進
之
趣
、
具
披
露
畢
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
部
師

 

行
が
、
こ
れ
以
前
に
国
府
に
詳
細
な
報
告
（
注
進
）
を
し
て
い
る
。
本
文
書
は
そ
の
報 

 

告
に
対
す
る
返
書
で
あ
り
、
師
行
の
照
会
へ
の
指
示
を
書
き
連
ね
た
も
の
で
あ
る
。 

② 

「
當
郡
内
凶
徒
逃
散
輩
有
其
数
歟
、
心
苦
敷
被
思
食
、
先
以
静
謐
之
条
、
併
奉
行
高
名

 

候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
糠
部
郡
内
に
は
北
条
氏
残
党
が
多
く
存
在
し
て
い
た
が
、
こ
の

 

段
階
で
は
「
先
以
静
謐
」
と
あ
る
よ
う
に
、
大
規
模
な
反
乱
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
が

 

わ
か
る
。 

③ 

「
工
藤
三
郎
兵
衛
間
事
、
河
村
依
聞
出
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
河
村
も
北
条
氏
残
党
の

 

捜
索
に
あ
た
っ
て
い
る
。
糠
部
郡
奉
行
と
し
て
の
職
責
を
果
た
し
て
い
る
。 

④ 

逮
捕
さ
れ
た
工
藤
三
郎
の
処
置
に
つ
い
て
。
「
時
長
未
及
委
細
注
進
」
と
あ
る
こ
と
か

 

ら
、
中
条
が
逮
捕
し
た
こ
と
を
国
府
に
報
告
し
た
が
、
そ
の
報
告
は
詳
し
い
も
の
で
は
な
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か
っ
た
。
中
条
は
ま
た
、
工
藤
三
郎
の
謀
反
に
つ
い
て
「
与
同
輩
事
有
申
旨
」
と
の
理
由

 
で
国
府
に
連
行
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
国
府
は
、
「
路
次
間

 

も
非
無
其
煩
」
と
の
理
由
で
、
「
所
詮
両
御
使
相
共
尋
問
」
と
中
条
と
南
部
が
現
地
で
尋

 

問
し
、
国
府
に
は
「
起
請
詞
」
を
載
せ
た
報
告
書
提
出
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
ま
た

 

工
藤
三
郎
の
身
柄
に
つ
い
て
は
、
「
於
其
身
両
人
相
談
、
猶
可
計
沙
汰
」
と
、
中
条
・
南

 

部
の
両
名
の
決
定
に
委
ね
て
い
る
。 

⑤ 

④
か
ら
、
国
府
か
ら
、
中
条
・
河
村
・
南
部
の
３
人
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
期
待
さ
れ

 

て
い
る
の
か
考
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
い
え
よ
う
。
国
府
か
ら
正
式
な
「
両
御
使
」
と
さ

 

れ
て
い
る
の
は
、
中
条
と
師
行
で
あ
り
、
こ
の
な
か
に
河
村
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
河
村

 

の
位
置
づ
け
は
、
中
条
や
師
行
よ
り
低
い
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
工
藤
三
郎
逮
捕
の
こ

 

と
を
先
に
国
府
に
報
告
し
た
の
は
中
条
だ
が
、
国
府
は
中
条
の
報
告
で
は
満
足
せ
ず
、
師

 

行
に
中
条
と
と
も
に
工
藤
を
尋
問
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
国
府
と
し
て
は
中
条
と
師

 

行
は
同
格
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
河
村
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
北
奥
で
の
活

 

動
を
示
す
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
郡
奉
行
の
臨
時
の
補
助
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

⑥ 

「
中
条
ニ
ハ
早
可
向
之
由
被
仰
了
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
条
は
糠
部
郡
奉
行
で
あ
る

 

と
と
も
に
、
津
軽
へ
の
出
陣
も
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
師
行
は
あ
く
ま
で
も

 

糠
部
に
と
ど
ま
っ
て
任
務
を
遂
行
す
べ
き
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と

 

す
れ
ば
、
３
人
体
制
と
い
っ
て
も
、
主
要
な
任
務
は
師
行
が
負
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え

 

よ
う
。 

⑦ 

北
条
氏
残
党
の
中
で
「
罪
科
露
顕
無
異
儀
之
輩
」
に
つ
い
て
は
、
「
有
事
煩
之
上
難
儀

 

多
候
也
」
と
の
理
由
で
国
府
へ
の
連
行
は
不
要
で
あ
り
、
「
只
速
可
計
沙
汰
」
と
現
地
で

 

の
対
応
に
委
ね
て
い
る
。
こ
れ
が
糠
部
に
お
け
る
北
条
氏
残
党
捜
索
、
逮
捕
、
対
応
の
原
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則
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。 

  

次
は
１
０
３
番
建
武
元
年
十
月
六
日
、
陸
奥
国
宣
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
）
を
掲
げ
る
。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（
花
押
） 

 

中
條
出
羽
前
司
時
長
申
糠
部
郡
一
戸
事
、
任
御
下
文
之
旨
、
莅
彼
所
、
可
被
沙
汰
付
時
長

 

代
、 

使
節
及
遅
引
者
、
可
有
其
咎
者
、
依 

国
宣
執
達
如
件
、 

 
 
 

建
武
元
年
十
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高
奉 

 
 
 

南
部
又
次
郎
殿 

 
 

 

こ
れ
は
、
北
畠
顕
家
、
糠
部
郡
一
戸
を
中
条
時
長
に
与
え
、
そ
の
執
行
を
南
部
師
行
に
命

じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

糠
部
一
戸
は
、
中
条
時
長
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。 

② 

こ
の
時
、
南
部
師
行
は
所
領
打
渡
の
役
目
を
担
当
し
た
。 

 
 

 

こ
の
文
書
に
は
、
時
長
に
津
軽
の
反
乱
が
一
段
落
し
た
ら
糠
部
に
戻
っ
て
師
行
と
相
談
す

べ
き
こ
と
を
命
じ
た
と
あ
る
か
ら
、
顕
家
と
し
て
は
翌
建
武
二
年
か
ら
は
糠
部
郡
奉
行
所
の

運
営
を
師
行·

時
長
の
二
人
体
制
で
行
わ
せ
る
構
想
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
に

は
そ
の
あ
と
、
時
長
が
糠
部
で
行
動
し
た
痕
跡
は
な
く
、
糠
部
郡
奉
行
の
職
務
は
専
ら
師
行

が
担
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
事
が
後
に
南
部
氏
一
族
が
糠
部
を
代
表
す
る
有
力
武
士
と
な
る

出
発
点
だ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。 
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以
上
の
３
点
の
史
料
を
通
じ
て
、
郡
奉
行
体
制
に
つ
い
て
、
次
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。 

① 
郡
奉
行
は
、
南
部
師
行
、
中
条
時
長
、
河
村
又
次
郞
入
道
の
３
人
で
あ
る
。 

② 

河
村
の
位
置
づ
け
は
、
中
条
や
師
行
よ
り
低
い
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
国
府
と
し
て

 

は
中
条
と
師
行
は
同
格
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
河
村
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の

 

北
奥
で
の
活
動
を
示
す
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
郡
奉
行
の
臨
時
の
補
助
で
あ
っ
た
と
思

 

わ
れ
る
。 

③ 

中
条
は
糠
部
郡
奉
行
で
あ
る
と
と
も
に
、
津
軽
へ
の
出
陣
も
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ

 

に
対
し
て
師
行
は
あ
く
ま
で
も
糠
部
に
と
ど
ま
っ
て
任
務
を
遂
行
す
べ
き
こ
と
が
期
待

 

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
す
れ
ば
、
郡
奉
行
と
し
て
糠
部
郡
内
で
最
も
重
要
な
役

 

割
を
果
た
し
た
の
は
、
南
部
師
行
だ
っ
た
。 

 

第
三
項 

糠
部
郡
奉
行
の
職
務 

 
 

 

糠
部
郡
奉
行
の
職
務
と
し
て
、
史
料
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
も
の
は
下
記
の
４
点
で
あ
る
。 

 
(

イ)
 

所
領
の
調
査
、
打
渡 

 
(

ロ)
 

不
法
行
為
の
捜
査
、
一
般
的
な
治
安
維
持 

 
(

ハ)
 

糠
部
の
軍
事
的
制
圧
と
北
条
氏
残
党
の
処
置 

 
(

ニ)
 

行
軍
の
支
援 

 

こ
の
う
ち
、(

イ)

に
つ
い
て
は
、
史
料
も
多
く
、
論
じ
る
べ
き
こ
と
も
多
岐
に
わ
た
る
の

で
、
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は(

ロ)

か
ら(

ニ)

に
つ
い
て
検
討
す
る
。 

 

１·
 
(

ロ)

の
不
法
行
為
の
捜
査
、
一
般
的
な
治
安
維
持
に
つ
い
て 
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こ
れ
に
関
す
る
史
料
は
８
０
・
１
０
７
番
で
あ
る
。
ま
ず
８
０
番
建
武
元
年
三
月
三
日
、

陸
奥
国
宣
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
）
を
掲
げ
る
。 

 

（
花
押
） 

閇
伊
郡
内
大
澤
村
御
牧
馬
并
殺
害
追
捕
以
下
狼
籍
事
、
石
見
左
近
大
夫
有
資
申
状
二
通

〔
副
守
常
解
状
等
〕
如
此
、
子
細
見
状
、
山
田
六
郎
所
行
云
々
、
急
速
令
尋
沙
汰
、
任
実

正
可
被
注
進
之
由
、 

國
宣
候
也
、
仍
執
達
如
件
、 

 
 
 

建
武
元
年
三
月
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高
奉 

 
 
 

南
部
又
次
郎
殿 

  

こ
れ
は
、
北
畠
顕
家
、
閉
伊
郡
内
大
沢
村
御
牧
（
岩
手
県
山
田
町
）
馬
殺
害
追
捕
の
こ
と

に
つ
い
て
捜
査
す
る
こ
と
を
、
南
部
師
行
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
陸
奥
国
宣

に
は
全
て
陸
奥
国
司
の
北
畠
顕
家
の
袖
判
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な

こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

「
御
牧
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
閉
伊
郡
内
大
澤
村
で
国
衙
の
馬
の
牧
が
あ
っ
た
。 

②
 

こ
の
時
、
石
見
左
近
大
夫
有
資
は
二
通
の
申
状
と
守
常
の
解
状
等
を
顕
家
に
提
出
し 

 

た
。
加
害
者
は
山
田
六
郎
と
指
摘
し
た
。 

③ 

有
資
が
牧
の
管
理
者
、
山
田
六
郎
が
地
元
武
士
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。 

④
 

「
守
常
解
状
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
守
常
が
有
資
の
部
下
、
少
な
く
と
も
有
資
の
上
位 

 

の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。 

⑤ 

顕
家
は
師
行
に
大
沢
村
御
牧
に
お
け
る
狼
藉
に
つ
い
て
捜
査
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
そ 

 

の
調
査
の
結
果
を
申
告
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
師
行
が
閉
伊
郡
内 
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不
法
行
為
の
調
査
と
治
安
維
持
の
役
目
を
担
当
し
た
こ
と
に
な
る
。 

  

次
は
１
０
７
番
建
武
元
年
十
二
月
月
十
五
日
、
陸
奥
国
宣
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
）
を

掲
げ
る
。 

 

（
花
押
） 

 

糠
部
郡
七
戸
御
牧
御
馬
事
、
追
越
方
々
云
々
、
為
事
實
者
、
太
不
可
然
、
早
尋
捜
之
、
可

被
返 

遣
本
牧
、
若
又
有
申
異
儀
之
輩
者
、
可
被
注
進
交
名
者
、
依 

国
宣
執
達
如
件
、 

 
 
 
 

建
武
元
年
十
二
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高
奉 

 
 
 
 

南
部
又
次
郎
殿 

  

こ
れ
は
、
北
畠
顕
家
、
糠
部
郡
七
戸
は
御
牧
の
馬
に
対
す
る
非
法
行
為
の
排
除
を
南
部
師

行
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

① 

「
御
牧
」
と
の
表
現
か
ら
糠
部
郡
七
戸
で
国
衙
の
馬
の
牧
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
も
「
本
牧
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
御
牧
」
以
外
の
牧
も
存
在
し
た
こ
と
が
推
測

で
き
る
。 

② 

顕
家
は
師
行
に
七
戸
御
牧
の
馬
に
対
す
る
非
法
行
為
を
排
除
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。 

③ 

「
若
又
有
申
異
儀
之
輩
者
、
可
被
注
進
交
名
者
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
非
法
行
為
を
行 

 

っ
た
も
の
に
対
す
る
、
最
終
的
な
処
罰
は
国
衙
が
決
定
し
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。 

 

以
上
、
８
０
番
と
１
０
７
番
の
史
料
か
ら
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
を
で
き

る
。 
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① 

建
武
年
間
の
糠
部
郡
・
閉
伊
郡
は
国
衙
の
牧
が
存
在
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
地
域

 
が
著
名
な
馬
産
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。 

② 

糠
部
郡
奉
行
で
あ
る
南
部
師
行
は
糠
部
郡
だ
け
で
は
な
く
、
閉
伊
郡
に
お
け
る
不
法
行

為
の
捜
査
、
一
般
的
な
治
安
維
持
の
役
目
も
担
当
し
た
。
師
行
の
管
轄
範
囲
に
つ
い
て
は

後
述
す
る
。 

③ 

南
部
師
行
の
役
割
は
治
安
維
持
で
あ
る
が
、
不
当
行
為
を
働
い
た
人
び
と
に
対
す
る
処

置
の
決
定
権
は
有
さ
ず
、
最
終
的
な
決
定
は
国
衙
が
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

  

２
·(

ハ)

の
糠
部
の
軍
事
的
制
圧
と
北
条
氏
残
党
の
処
置
に
つ
い
て 

 

こ
れ
に
関
す
る
史
料
は
８
３
・
１
０
５
番
で
あ
る
。
ま
ず
８
３
番
建
武
元
年
四
月
十
三

日
、
陸
奥
国
宣
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
）
を
掲
げ
る
。 

 
 
 

 
 

（
花
押
） 

 

多
田
木
工
助
貞
綱
令
下
向
津
軽
候
、
先
打
向
糠
部
、
使
節
等
相
共
可
尋
沙
汰
之
由
、
被
仰

含
候
、
急
令
會
合
令
静
謐
郡
内
之
様
、
可
被
計
沙
汰
者
、
依
國
宣
執
達
如
件
、 

 
 
 

建
武
元
年
四
月
十
三
日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高
奉 

 
 
 

南
部
又
次
郎
殿 

  

こ
れ
は
、
北
畠
顕
家
、
南
部
師
行
に
対
し
多
田
貞
綱
と
会
合
し
糠
部
郡
内
を
静
謐
に
す
べ

き
こ 

と
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 
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① 

建
武
元
年
四
月
、
顕
家
は
津
軽
の
反
乱
鎮
圧
の
た
め
多
田
貞
綱
を
派
遣
し
た
。 

② 
「
急
令
會
合
令
静
謐
郡
内
之
様
、
可
被
計
沙
汰
者
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
北
条
氏
残
党

 

が
糠
郡
内
お
り
、
こ
の
時
糠
部
郡
内
で
も
反
乱
に
準
じ
た
状
況
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

③ 

「
先
打
向
糠
部
、
使
節
等
相
共
可
尋
沙
汰
之
由
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
郡
奉
行
と
は
国

 

衙
の
使
節
で
あ
っ
た
。 

④ 

「
使
節
等
相
共
可
尋
沙
汰
之
由
」
、
「
急
令
會
合
令
静
謐
郡
内
之
様
、
可
被
計
沙
汰
者
」

 

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
、
多
田
貞
綱
は
南
部
師
行
と
同
格
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き

 

る
。 

 
 

 

次
は
１
０
５
番
建
武
元
年
十
二
月
七
日
、
陸
奥
国
宣
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
）
を
掲
げ

る
。 

 
 
 
 

 
 
 

（
花
押
） 

 

佐
々
木
五
郎
泰
綱
召
進
横
溝
孫
二
郎
入
道
子
息
龜
一
丸
、
同
六
郎
子
息
虎
熊
丸
事
、
暫
可

召
置
歟
、
六
郎
以
下
輩
、
猶
尋
捜
之
後
、
可
有
沙
汰
哉
、
且
又
随
事
躰
、
可
被
計
沙
汰
也
、

六
郎
妻
女
事
聞
食
畢
、
同
可
被
召
置
之
旨
、
被
仰
下
也
、
仍
執
達
如
件
、 

 
 
 

建
武
元
年
十
二
月
七
日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高
奉 

 
 
 

南
部
又
二
郎
（
師
行
）
殿 

 
 

 

こ
れ
は
、
北
畠
顕
家
、
横
溝
孫
二
郎
入
道
一
族
の
処
置
に
つ
き
、
南
部
師
行
に
指
示
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

建
武
元
年
十
二
月
七
日
、
顕
家
は
横
溝
孫
二
郎
入
道
一
族
の
処
置
の
こ
と
を
南
部
師
行
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に
命
令
す
る
。 

② 
「
佐
々
木
五
郎
泰
綱
召
進
横
溝
孫
二
郎
入
道
子
息
龜
一
丸
、
同
六
郎
子
息
虎
熊
丸
」
と

 

あ
る
こ
と
か
ら
、
佐
々
木
五
郎
泰
綱
は
北
畠
顕
家
の
味
方
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。 

③ 

横
溝
孫
二
郎
一
族
は
北
条
氏
残
党
で
、
新
政
府
に
反
抗
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。 

④ 

「
龜
一
丸
」
、
「
虎
熊
丸
」
と
い
う
童
名
が
あ
る
か
ら
、
横
溝
孫
二
郎
と
六
郎
の
子
息

 

は
ま
だ
未
成
年
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。 

⑤ 

横
溝
六
郎
は
ま
だ
捕
ま
え
ら
れ
な
い
で
、
彼
等
の
捜
査
は
南
部
師
行
に
任
せ
る
。 

 
 

以
上
、
８
３
番
と
１
０
５
番
の
史
料
か
ら
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
を
で
き

る
。 

① 

上
の
史
料
と
８
９
番
「
北
畠
顕
家
袖
判
御
教
書
」
及
び
１
０
６
番
「
津
軽
降
人
交
名
注

 

進
状
案
」
か
ら
考
え
る
と
、
建
武
元
年
の
時
点
で
、
北
条
氏
残
党
は
糠
部
郡
と
津
軽
に
お

 

り
、
大
き
な
反
乱
は
津
軽
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

② 

こ
の
時
、
南
部
師
行
は
糠
部
に
あ
っ
て
軍
事
的
制
圧
と
北
条
氏
残
党
の
処
置
の
役
目
を

 

担
当
し
た
。 

③ 

「
暫
可
召
置
歟
」
、
「
同
可
被
召
置
之
旨
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
北
条
氏
残
党
に
対
す

 

る
処
罰
の
権
限
は
国
衙
が
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

３
·(

ニ)

行
軍
の
支
援 

 

こ
れ
に
関
す
る
史
料
は
９
３
番
建
武
元
年
八
月
二
日
、
陸
奥
国
宣
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文

書
）
で
あ
る
。 
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（
花
押)

 

 
津
軽
御
下
向
路
次
、
糠
部
郡
内
宿
々
御
雑
事
用
意
事
、
御
宿
次
并
人
数
以
下
注
文
一
通
遣

之
、
早
相
談
工
藤
右
衛
門
入
道
、
可
致
厳
密
沙
汰
者
、
依 

国
宣
執
達
如
件
、 

 
 
 

建
武
元
年
八
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高
奉 

 
 
 

南
部
又
二
郎
殿 

  

こ
れ
は
、
北
畠
顕
家
は
、
津
軽
下
向
の
た
め
、
糠
部
郡
内
宿
々
の
雑
事
を
南
部
師
行
に
命

じ
た
も
の
で
あ
る
。
花
押
は
前
号
と
同
じ
く
北
畠
顕
家
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次

の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

建
武
元
年
八
月
二
日
の
時
点
で
、
北
畠
顕
家
、
津
軽
に
下
向
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
師

 

行
に
糠
部
郡
内
宿
泊
の
雑
事
を
命
じ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
南
部
師
行
は
顕
家
行
軍
の
支

 

援
の
役
目
を
担
当
し
た
。 

 

② 

「
早
相
談
工
藤
右
衛
門
入
道
、
可
致
厳
密
沙
汰
者
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
、
工

 

藤
右
衛
門
入
道
は
糠
部
郡
に
お
り
、
南
部
師
行
と
と
も
に
行
軍
の
支
援
を
命
じ
ら
れ
た
。 

  

こ
の
文
書
か
ら
糠
部
郡
奉
行
の
職
務
に
、
津
軽
で
の
反
乱
鎮
圧
の
た
め
の
行
軍
支
援
の
よ

う
な
軍
事
的
任
務
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 (

イ)
 
 

所
領
の
調
査
、
打
渡
に
つ
い
て 

 

１
·
糠
部
郡
奉
行
の
管
轄
範
囲
に
つ
い
て 

 

打
渡
に
関
す
る
史
料
は
１
４
点
と
多
い
。
こ
れ
を
ま
と
め
る
と
、
表
１(

Ｐ
１
０)

(

２
０)
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の
よ
う
に
な
る
。 

表
１ 
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　番号 　年月日 　文書の種類 　宛行われた人物 打渡された所領 　その他

76 元弘4年2月18日 陸奥国宣 二階堂行朝 久慈郡

78 元弘4年2月22日 陸奥国宣 太田行綱 比内郡

81 建武元年3月21日 陸奥国宣 地頭等 鹿角郡内闕所

90 建武元年7月2日 陸奥国宣 伊達善惠 糠部郡南門横溝浄円跡

91 建武元年7月21日 陸奥国宣 伊達光助 八戸工藤左衛門次郎跡

92 建武元年7月29日 陸奥国宣 伊達行朝 糠部郡七戸内工藤右近将監跡

94 建武元年8月3日 陸奥国宣 阿曽沼朝綱 遠野保 　面懸左衛門尉らの追却

100 建武元年9月6日 陸奥国宣 工藤景資 糠部郡三戸内会田四郎三郎跡

101 建武元年9月12日 陸奥国宣 横溝重頼 横溝六郎三郎入道跡

102 建武元年9月16日 陸奥国宣 伊達行朝 糠部郡七戸

103 建武元年10月6日 陸奥国宣 中条時長 糠部郡一戸

110 建武2年2月21日 陸奥国宣 横溝祐貞 糠部郡南門の横溝弥五郎入道跡

111 建武2年2月30日 陸奥国宣 伊達宗政 糠部郡七戸内野辺地

118 建武2年9月6日 北畠顕家御教書 横溝重頼 糠部南門のうち横溝六郎三郎入道跡

  

表
１
か
ら
た
だ
ち
に
わ
か
る
こ
と
は
、
打
渡
さ
れ
た
所
領
の
所
在
地
は
す
べ
て
陸
奥
国
北

部
の
も
の
だ
が
、
こ
れ
は
２
つ
に
大
別
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

ひ
と
つ
は
糠
部
郡
内
の
所
領
で
１
０
通
あ
る
が
、
他
方
糠
部
郡
外
の
所
領
は
７
６
番
の
久
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慈
郡(

既
出)

、
７
８
番
の
比
内
郡(

既
出)

、
８
１
番
の
鹿
角
郡
、
９
４
番
の
遠
野
保
の
４
通

あ
る
。
ま
ず
は
糠
部
郡
外
の
所
領
打
渡
に
関
す
る
資
料
を
個
別
に
検
討
す
る
。 

 
 

 

７
６
番
は
、
北
畠
顕
家
、
久
慈
郡
を
二
階
堂
行
朝
に
与
え
、
そ
の
執
行
を
南
部
師
行
に
命

じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

師
行
に
所
領
打
渡
を
命
じ
る
こ
の
陸
奥
国
宣
が
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
、
糠
部

 

郡
奉
行
が
既
に
設
置
さ
れ
、
師
行
が
そ
の
任
に
当
た
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。 

② 

建
武
元
年
二
月
に
北
畠
顕
家
が
久
慈
郡
の
知
行
を
、
二
階
堂
行
朝
に
認
め
た
。 

③ 

北
畠
顕
家
、
久
慈
郡
代
官
の
手
配
を
す
る
こ
と
を
南
部
師
行
に
命
じ
た
。 

④ 

「
信
濃
前
司
入
道
行
珎
（
二
階
堂
行
朝
）
申
久
慈
郡
事
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
部
師

 

行
の
管
轄
地
域
は
糠
部
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
久
慈
で
の
任
務
が
命
じ
ら
れ
て
い
た
。 

 
 
 

 

７
８
番
は
、
北
畠
顕
家
、
比
内
郡
を
太
田
行
綱
に
与
え
、
そ
の
執
行
を
南
部
師
行
に
命
じ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

建
武
元
年
（
元
弘
四
年
）
二
月
二
十
二
日
、
北
畠
顕
家
、
比
内
郡
を
太
田
行
綱
に
与
え

 

た
。 

② 

こ
の
時
、
南
部
師
行
は
所
領
打
渡
の
役
目
を
担
当
し
た
。 

③ 

「
陸
奥
國
比
内
南
河
内
事
、
太
田
孫
太
郎
行
綱
代
行
俊
申
状
如
此
、
子
細
見
状
、
早
可

 

被
沙
汰
付
之
由
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
述
の
よ
う
に
、
南
部
師
行
の
管
轄
地
域
は
糠
部

 

に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
比
内
郡
で
の
任
務
が
命
じ
ら
れ
て
い
た
。 

  

次
は
８
１
番
建
武
元
年
三
月
廿
一
日
、
陸
奥
国
宣
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
）
を
掲
げ
る
。 
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（
花
押
） 

 

鹿
角
郡
闕
所
少
々
、
所
被
宛
行
地
頭
等
也
、
任
御
下
文
之
旨
、
可
被
沙
汰
居
之
由
、
依
国

宣
執
達
如
件 

 
 
 
 

建
武
元
年
三
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高
奉 

 
 
 
 

南
部
又
次
郎
殿 

  

こ
れ
は
、
北
畠
顕
家
、
鹿
角
郡
内
の
没
収
地
を
地
頭
ら
に
与
え
、
そ
の
執
行
を
南
部
師
行

に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

建
武
元
年
三
月
廿
一
日
、
北
畠
顕
家
、
鹿
角
郡
内
の
没
収
地
を
地
頭
等
に
与
え
た
。 

② 

こ
の
時
、
南
部
師
行
は
所
領
打
渡
の
役
目
を
担
当
し
た
。 

③ 

「
鹿
角
郡
闕
所
少
々
、
所
被
宛
行
地
頭
等
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
述
の
よ
う
に
、

 

南
部
師
行
の
管
轄
地
域
は
糠
部
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
鹿
角
郡
で
の
任
務
が
命
じ
ら
れ

 

て
い
た
。 

④ 

「
鹿
角
郡
闕
所
少
々
、
所
被
宛
行
地
頭
等
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
打
渡
文
書
を
発
給

 

す
る
際
、
完
全
的
な
指
定
制
で
は
な
く
て
、
後
で
郡
奉
行
に
任
す
、
分
け
る
場
合
も
あ
る
。 

 
 

 

最
後
は
９
４
番
建
武
元
年
八
月
三
日
、
陸
奥
国
宣
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
）
を
掲
げ
る
。 

  
 

（
花
押
） 

 

阿
曽
沼
下
野
権
守
朝
綱
代
朝
兼
申
遠
野
保
事
、
申
状
如
此
、
子
細
見
状
、
所
詮
不
日
追
却

面
懸
左
衛
門
尉
以
下
輩
、
可
沙
汰
付
朝
兼
、
使
節
遅
引
者
可
有
其
咎
也
者
、
依
国
宣
執
達
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如
件 

 
 
 
 

建
武
元
年
八
月
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高
奉 

 
 
 
 

南
部
又
次
郎
殿 

 
 

 

こ
れ
は
、
北
畠
顕
家
、
阿
曽
沼
朝
綱
の
申
請
に
よ
り
、
遠
野
保
か
ら
面
懸
左
衛
門
尉
ら
を

追
放
す
る
こ
と
を
、
南
部
師
行
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と

が
わ
か
る
。 

①
 

建
武
元
年
八
月
三
日
、
北
畠
顕
家
、
遠
野
保
を
阿
曽
沼
朝
綱
に
与
え
た
。 

②
 

こ
の
時
、
南
部
師
行
は
所
領
打
渡
と
北
条
氏
残
党
追
却
の
役
目
を
担
当
し
た
。 

   

以
上
４
点
の
史
料
を
通
し
て
、
糠
部
郡
奉
行
と
は
い
っ
て
も
南
部
師
行
の
管
轄
地
域
は
糠

部
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
比
内
・
鹿
角
・
久
慈
・
閉
伊
の
諸
郡
及
び

遠
野
保
で
の
任
務
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
は
、
前
述
の
８
０
番
閉
伊

郡
で
の
警
察
行
為
検
討
し
た
糠
部
奉
行
実
際
の
活
動
範
囲
は
糠
部
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に

広
い
も
の
だ
っ
た
と
同
様
で
あ
る
。 

 

た
だ
し
糠
部
郡
外
と
い
っ
て
も
、
岩
手
・
志
和
・
稗
貫
・
江
刺
・
和
賀
・
胆
沢
・
気
仙
・

磐
井
に
関
し
て
は
、
師
行
が
治
安
維
持
や
打
渡
に
関
与
し
た
形
跡
は
な
い
。
こ
の
こ
と
の
意

味
は
南
部
師
行
の
管
轄
範
囲
は
糠
部
郡
だ
け
で
は
な
い
で
す
け
ど
、
陸
奥
国
中
部
に
あ
ま
り

及
ば
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
定
地
域
に
複
数
の
奉
行
が
併
置
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
奉
行

間
に
は
、
国
守
を
中
心
と
す
る
命
令
系
統
の
上
下
関
係
も
し
く
は
相
互
牽
制
作
用
が
、
国
守

に
よ
っ
て
意
識
的
に
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。 
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２
·
糠
部
郡
内
の
所
領
打
渡
に
つ
い
て 

 
次
に
、
１
０
通
残
さ
れ
て
い
る
糠
部
郡
内
の
史
料
を
見
て
ゆ
く
。
ま
ず
、
郡
外
武
士
へ
の

打
渡
を
検
討
す
る
し
て
み
よ
う
。 

(

１)
 

表
１
に
は
、
伊
達
氏
一
族
へ
の
打
渡
が
５
通
み
え
る
。 

 

ま
ず
９
０
番
建
武
元
年
七
月
二
日
、
陸
奥
国
宣
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
）
を
掲
げ
る
。 

  
 
 

（
花
押
） 

 

伊
達
五
郎
入
道
善
恵
申
、
糠
部
郡
南
門
内
横
溝
六
郎
三
郎
入
道
浄
円
跡
事
、
任
御
下
文
之

旨
、
莅
彼
所
、
可
沙
汰
付
善
恵
代
、
縦
稱
本
主
、
捧
関
東
下
知
以
下
證
状
雖
支
申
、
不
帯
綸

旨
・
國
宣
者
、
不
可
許
容
、
使
節
遅
引
者
、
可
有
其
咎
者
、
依 

国
宣
執
達
如
件
、 

 
 
 

建
武
元
年
七
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高
奉 

 
 
 

南
部
又
次
郎
殿 

 
 

 

こ
れ
は
、
北
畠
顕
家
、
糠
部
郡
南
門
横
溝
浄
円
跡
を
伊
達
善
恵
に
与
え
、
そ
の
執
行
を
南

部
師
行
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

糠
部
内
に
お
け
る
九
つ
の
戸
の
残
余
部
分
は
東
西
南
北
の
門
に
編
成
さ
れ
て
い
た
が
、

 

そ
の
う
ち
の
南
門
の
中
里
村
の
給
主
に
横
溝
浄
円
が
認
め
ら
れ
た
。 

② 

こ
の
時
、
南
部
師
行
は
所
領
打
渡
の
役
目
を
担
当
し
た
。 

③ 

「
莅
彼
所
、
可
沙
汰
付
善
恵
代
、
縦
稱
本
主
、
捧
関
東
下
知
以
下
證
状
雖
支
申
、
不
帯

 

綸
旨
・
國
宣
者
、
不
可
許
容
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
打
渡
の
際
、
反
抗
さ
れ
る
こ
と
を 

 

予
想
し
て
、
師
行
に
現
地
へ
行
く
命
令
を
出
し
た
。 

④ 

横
溝
六
郎
三
郎
入
道
浄
円
は
北
条
氏
残
党
で
、
領
地
は
没
収
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
で
き



 64 

 

る
。 

 
 

 

次
は
９
１
番
建
武
元
年
七
月
二
十
一
日
、
陸
奥
国
宣
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
）
を
掲
げ

る
。 

 
 
 

 
 
 

（
花
押
） 

 

伊
達
大
炊
助
三
郎
次
郎
光
助
申
、
八
戸
工
藤
左
衛
門
次
郎
跡
事
、
任
御
下
文
之
旨
、
可
沙

汰
付
光
助
代
、
縦
稱
本
主
、
捧
関
東
下
知
以
下
證
状
雖
支
申
、
不
帯
綸
旨
国
宣
者
不
可
許

容
、
使
節
及
遅
引
者
、
可
有
其
咎
者
、
依 

国
宣
執
達
如
件
、 

 
 
 

建
武
元
年
七
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高
奉 

 
 
 

南
部
又
次
郎
殿 

 
 

 

こ
れ
は
、
北
畠
顕
家
、
八
戸
工
藤
左
衛
門
次
郎
跡
を
伊
達
光
助
に
与
え
、
そ
の
執
行
を
南

部
師
行
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

建
武
元
年
七
月
二
十
一
日
、
北
畠
顕
家
、
八
戸
工
藤
左
衛
門
次
郎
跡
を
伊
達
光
助
に
与

 

え
た
。 

② 

こ
の
時
、
南
部
師
行
は
所
領
打
渡
の
役
目
を
担
当
し
た
。 

③ 

「
八
戸
工
藤
左
衛
門
次
郎
跡
事
、
任
御
下
文
之
旨
、
可
沙
汰
付
光
助
代
」
と
あ
る
こ
と

 

か
ら
、
闕
所
地
は
本
主
の
一
族
に
与
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
別
の
有
力
者
に
与
え
る
例
も

 

あ
る
こ
と
が 

わ
か
る
。 

④ 

八
戸
工
藤
左
衛
門
次
郎
は
北
条
氏
残
党
で
、
領
地
は
没
収
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。 
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次
は
９
２
番
建
武
元
年
七
月
二
十
九
日
、
陸
奥
国
宣
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
）
を
掲
げ

る
。 

  
 
 

（
花
押
） 

 

糠
部
郡
七
戸
内
工
藤
右
近
将
監
跡
、
被
宛
行
伊
達
左
近
大
夫
将
監
行
朝
畢
、
可
被
沙
汰
付

彼
代
官
者
、
依
国
宣
執
達
如
件
、 

 
 
 

建
武
元
年
七
月
廿
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高
奉 

 
 
 

南
部
又
次
郎
殿 

 
 

 

こ
れ
は
、
北
畠
顕
家
、
糠
部
郡
七
戸
内
工
藤
右
近
将
監
跡
を
伊
達
行
朝
に
与
え
、
そ
の
執

行
を
南
部
師
行
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

建
武
元
年
七
月
二
十
九
日
、
北
畠
顕
家
、
七
戸
内
工
藤
右
近
将
監
跡
を
伊
達
行
朝
に
与

 

え
た
。 

② 

こ
の
時
、
南
部
師
行
は
所
領
打
渡
の
役
目
を
担
当
し
た
。 

③ 

工
藤
右
近
将
監
は
北
条
氏
残
党
で
、
領
地
は
没
収
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。 

  

次
は
１
０
２
番
建
武
元
年
九
月
十
六
日
、
陸
奥
国
宣
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
）
を
掲
げ

る
。 

 
 
 
 

 
 
 

（
花
押
） 

 

伊
達
大
夫
将
監
行
朝
申
糠
部
郡
七
戸
事
、
任
御
下
文
之
旨
、
莅
彼
所
、
可
沙
汰
付
行
朝
代
、

縦
稱
本
主
子
孫
雖
支
申
、
不
可
許
容
、
使
節
及
遅
引
者
、
可
有
其
咎
者
、
依
国
宣
執
達
如
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件 

 
 
 
 

建
武
元
年
九
月
十
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高
奉 

 
 
 
 

南
部
又
次
郎
殿 

 
 

 

こ
れ
は
、
北
畠
顕
家
、
糠
部
郡
七
戸
を
伊
達
行
朝
に
与
え
、
そ
の
執
行
を
南
部
師
行
に
命

じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

建
武
元
年
九
月
十
二
日
、
北
畠
顕
家
、
糠
部
郡
七
戸
を
伊
達
行
朝
に
与
え
た
。 

② 

こ
の
時
、
南
部
師
行
は
所
領
打
渡
の
役
目
を
担
当
し
た
。 

③ 

こ
の
建
武
元
年
の
時
点
、
七
戸
は
戦
乱
で
闕
所
地
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る 

④ 

１
１
１
番
の
北
畠
顕
家
、
糠
部
郡
七
戸
内
野
辺
地
を
伊
達
宗
政
に
与
え
た
こ
と
か
ら
、

 

こ
の
時
、
伊
達
行
朝
が
得
た
の
は
七
戸
全
域
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。 
 

  

最
後
は
１
１
１
番
建
武
二
年
二
月
三
十
日
、
陸
奥
国
宣
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
）
を
掲

げ
る
。 

 
 

 
 
 

（
花
押
） 

 

伊
達
五
郎
宗
政
申
糠
部
郡
七
戸
内
野
邊
地
事
、
任
御
下
文
旨
、
莅
彼
所
、
可
被
沙
汰
付
宗

政
、 

使
節
緩
怠 

者
、
可
有
其
咎
者
、
依 

国
宣
執
達
如
件 

 
 
 
 

建
武
二
年
二
月
卅
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高
奉 

 
 
 
 

南
部
又
次
郎
殿 

  

こ
れ
は
、
北
畠
顕
家
、
糠
部
郡
七
戸
内
野
辺
地
を
伊
達
宗
政
に
与
え
、
そ
の
執
行
を
南
部

師
行
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 
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① 

建
武
二
年
二
月
三
十
日
、
北
畠
顕
家
、
糠
部
郡
七
戸
内
野
辺
地
を
伊
達
宗
政
に
与
え
た
。 

② 
こ
の
時
、
南
部
師
行
は
所
領
打
渡
の
役
目
を
担
当
し
た
。 

   

以
上
５
点
の
史
料
を
通
し
て
、
伊
達
氏
一
族
が
糠
部
郡
内
の
闕
所
地
を
得
た
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
。
こ
の
時
期
の
伊
達
氏
は
、
義
良
親
王
を
奉
じ
て
奥
州
鎮
定
の
た
め
に
下
向
し
た
北

畠
顕
家
に
属
し
、
式
評
定
衆
と
な
っ
た
。
北
条
氏
残
党
の
乱
で
は
、
連
動
し
て
蜂
起
し
た
北

条
方
の
与
党
を
討
っ
た
。
伊
達
氏
一
族
こ
の
時
期
の
拠
点
は
、
陸
奥
国
伊
達
郡(

現
在
の
福

島
県
伊
達
市
地
域)

で
あ
る
。
も
と
も
と
糠
部
郡
の
領
主
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て

こ
の
打
渡
は
、
単
純
な
新
恩
の
給
付
の
結
果
と
い
え
る
。 

 (

２)

表
１
に
は
、
ま
た
糠
部
の
地
元
の
武
士
で
な
い
事
例
と
し
て
１
０
３
番
建
武
元
年
十
月

六
日
、
陸
奥
国
宣
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
）
の
中
条
時
長
の
例(

既
出)

が
あ
る
。 

  

１
０
３
番
は
、
北
畠
顕
家
、
糠
部
郡
一
戸
を
中
条
時
長
に
与
え
、
そ
の
執
行
を
南
部
師
行

に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

建
武
元
年
十
月
六
日
、
糠
部
一
戸
は
、
中
条
時
長
に
与
え
ら
れ
て
い
た
。 

② 

こ
の
時
、
南
部
師
行
は
所
領
打
渡
の
役
目
を
担
当
し
た
。 

③ 

糠
部
郡
一
戸
を
中
条
時
長
に
与
え
る
こ
と
か
ら
、
北
畠
顕
家
は
糠
部
の
郡
奉
行
に
所
領

 

を
与
え
る
際
、
時
長
が
津
軽
の
一
方
検
断
奉
行
を
兼
任
し
た
た
め
、
行
軍
の
便
宜
も
考
慮

 

し
た
こ
と
が
分
か
る
。 
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(
２)

糠
部
郡
内
の
給
主
で
は
、
横
溝
氏
一
族
に
関
す
る
も
の
が
３
通
あ
る
。 

 
ま
ず
は
１
０
１
番
建
武
元
年
九
月
六
日
、
陸
奥
国
宣
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
）
を
掲
げ

る
。 

  
 
 

（
花
押
） 

 

横
溝
孫
六
重
頼
者
、
不
令
与
同
一
族
、
兼
以
訴
申
孫
二
郎
入
道
等
陰
謀
之
子
細
之
間
、
忠

節
之
仁
也
、
仍
被
宛
行
六
郎
三
郎
入
道
跡
畢
、
早
可
被
沙
汰
付
於
當
所
、
尋
捜
凶
徒
在
所
、

弥
可
致
忠
之
由
所
被
仰
含
也
、
存
其
旨
可
被
相
談
者
、
依
国
宣
執
達
如
件 

 
 
 
 

建
武
元
年
九
月
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高
奉 

 
 
 
 

南
部
又
次
郎
殿 

 
 

 

こ
れ
は
、
北
畠
顕
家
、
横
溝
六
郎
三
郎
入
道
跡
を
横
溝
重
頼
に
与
え
、
そ
の
執
行
等
を
南

部
師
行
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

建
武
元
年
九
月
十
二
日
、
北
畠
顕
家
、
横
溝
六
郎
三
郎
入
道
跡
を
横
溝
重
頼
に
与
え
た
。 

② 

「
横
溝
孫
六
重
頼
者
、
不
令
与
同
一
族
、
兼
以
訴
申
孫
二
郎
入
道
等
陰
謀
之
子
細
之
間
、

 

忠
節
之
仁
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
孫
二
郎
等
の
計
画
を
国
府
に
訴
え
た
の
は
横
溝
重
頼

 

だ
っ
た
。 

③ 

「
横
溝
孫
六
重
頼
者
、
不
令
与
同
一
族
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
横
溝
氏
一
族
の
多
く
が

 

孫
二
郎
入
道
と
同
様
、
北
条
氏
側
に
つ
い
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。 

④ 

こ
の
時
、
南
部
師
行
は
所
領
打
渡
の
役
目
を
担
当
し
た
。 

 
 
 

 
 

次
は
１
１
０
番
建
武
二
年
二
月
二
十
一
日
、
陸
奥
国
宣
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
）
を
掲
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げ
る
。 

  
 
 

（
花
押
） 

 

横
溝
彦
三
郎
祐
貞
申
糠
部
郡
南
門
内
横
溝
弥
五
郎
入
道
跡
事
、
早
任
御
下
文
之
旨
、
不
日

可
沙
汰
付
下
地
於
祐
貞
、
使
節
遅
引
者
、
可
有
其
咎
之
状
、
依
国
宣
執
達
如
件 

 
 
 
 

建
武
二
年
二
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高
奉 

 
 
 
 

南
部
又
次
郎
殿 

 
 

 

こ
れ
は
、
北
畠
顕
家
、
糠
部
郡
南
門
の
横
溝
弥
五
郎
入
道
跡
を
同
祐
貞
に
与
え
、
そ
の
執

行
を
南
部
師
行
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

建
武
二
年
二
月
二
十
一
日
、
北
畠
顕
家
、
糠
部
郡
南
門
の
横
溝
弥
五
郎
入
道
跡
を
横
溝

 

祐
貞
に
与
え
た
。 

② 

「
使
節
遅
引
者
、
可
有
其
咎
之
状
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
部
師
行
は
早
め
に
打
渡
こ

 

と
を
や
る
た
め
に
、
遅
延
の
処
罰
を
示
す
。 

③ 

こ
の
時
、
顕
家
は
師
行
に
郡
奉
行
と
し
て
所
領
打
渡
を
命
じ
た
。 

 
 
 

 

最
後
は
１
１
８
番
建
武
二
年
九
月
六
日
、
北
畠
顕
家
御
教
書
（
盛
岡
南
部
文
書
）
を
掲
げ

る
。 

 
 

 

横
溝
孫
六
郎
重
頼
申
糠
部
南
門
内
横
溝
六
郎
三
郎
入
道
跡
中
里
村
事
、
為
伊
達
彦
五
郎
辭

退
地
之
由
載
注
文
之
間
、
先
日
被
宛
行
重
頼
之
条
、
奉
行
人
等
忘
却
、
謬
宛
給
彦
三
郎
了

云
々
、
所
申
定
不
便
、
仍
於
彦
三
郎
者
被
行
他
所
、
如
元
返
所
給
重
頼
也
、
早
可
被
沙
汰
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付
、
抑
被
執
申
状
葛
巻
村
之
由
被
載
之
、
重
頼
状
中
里
村
云
々
、
両
通
令
参
差
了
、
然
而

就
重
頼
申
状
所
被
経
御
沙
汰
也
、
可
被
存
其
旨
者
、
依
仰
執
達
如
件
、 

 
 
 
 

建
武
二
年
九
月
六
日 

 
 
 
 

修
理
亮 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

南
部
又
次
郎
殿 

 
 
 
 
 
 

沙
弥
（
花
押
） 

  

こ
れ
は
、
北
畠
顕
家
、
糠
部
郡
南
門
中
里
村
に
つ
き
、
南
部
師
行
に
指
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

北
畠
顕
家
、
糠
部
南
門
の
う
ち
横
溝
六
郎
三
郎
入
道
跡
を
横
溝
重
頼
に
与
え
た
。 

② 

伊
達
彦
五
郎
は
糠
部
南
門
内
横
溝
六
郎
三
郎
入
道
跡
を
辞
退
し
た
の
は
、
現
地
で
の
一

 

族
対
立
か
ら
知
行
不
可
能
と
判
断
し
た
た
め
だ
ろ
う
。 

③ 

建
武
新
政
権
成
立
に
あ
た
っ
て
、
横
溝
一
族
は
北
条
氏
残
党
と
な
る
六
郎
三
郎
と
、
新

 

政
権
を
支
持
す
る
重
頼·

祐
貞
と
い
う
よ
う
に
分
裂
し
た
。 

④ 

こ
の
時
、
南
部
師
行
は
所
領
打
渡
の
役
目
を
担
当
し
た
。 

  

以
上
の
３
点
、
ま
た
前
掲
の
９
０
番
・
１
０
５
番
の
横
溝
氏
に
関
す
る
記
載
か
ら
、
次
の

よ
う
な
こ
と
が
分
か
る
。 

① 

鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
時
点
で
、
横
溝
一
族
が
分
裂
し
た
。
北
条
氏
残
党
に
味
方
を
し
て
い

 

た
の
は
、
９
０
番
か
ら
は
、
「
横
溝
六
郎
三
郎
入
道
浄
円
跡
」
と
あ
る
の
で
、
横
溝
浄
円
。

 

１
０
１
番
か
ら
は
、
「
孫
二
郎
入
道
」
と
「
横
溝
六
郎
三
郎
入
道
」
。
後
者
は
、
９
０
番

 

に
み
え
る
浄
円
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。
１
１
０
番
か
ら
は
、
「
弥
五
郎
入
道
跡
」
と
あ

 

る
の
で
、
横
溝
弥
五
郎
。 

② 

新
政
府
に
協
力
し
た
の
は
、
１
０
１
番
か
ら
は
、
「
横
溝
孫
六
重
頼
者
、
不
令
与
同
一

 

族
」
と
あ
る
の
で
、
横
溝
孫
六
重
頼
。
１
１
０
番
か
ら
は
、
「
不
日
可
沙
汰
付
下
地
於
祐
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貞
」
と
あ
る
の
で
、
横
溝
彦
三
郎
祐
貞
。 

③ 
１
０
１
番
の
「
横
溝
孫
六
重
頼
者
、
不
令
与
同
一
族
、
兼
以
訴
申
孫
二
郎
入
道
等
陰
謀

 

之
子
細
之
間
、
忠
節
之
仁
也
、
仍
被
宛
行
六
郎
三
郎
入
道
跡
畢
」
と
１
１
０
番
の
「
横
溝

 

彦
三
郎
祐
貞
申
糠
部
郡
南
門
内
横
溝
弥
五
郎
入
道
跡
事
、
早
任
御
下
文
之
旨
、
不
日
可
沙

 

汰
付
下
地
於
祐
貞
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
横
溝
一
族
の
闕
所
地
は
、
大
体
そ
の
一
族
内
の

 

新
政
府
協
力
者
に
打
渡
し
た
。
こ
れ
は
新
政
府
の
招
降
政
策
の
一
つ
と
見
ら
れ
る
方
が
い

 

い
と
思
う
。 

④ 

９
０
番
の
「
伊
達
五
郎
入
道
善
恵
申
、
糠
部
郡
南
門
内
横
溝
六
郎
三
郎
入
道
浄
円
跡
事
、

 

任
御
下
文
之
旨
、
莅
彼
所
、
可
沙
汰
付
善
恵
代
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
横
溝
一
族
の
闕
所

 

地
は
、
糠
部
郡
外
の
伊
達
氏
に
も
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
点
か
ら
見
る
と
、
国
府
は
新
政
府

 

に
協
力
し
た
重
頼
・
祐
貞
に
対
し
て
、
そ
ん
な
に
信
用
で
は
な
い
、
む
し
ろ
、
闕
所
地
の

 

打
渡
を
通
し
て
、
横
溝
一
族
の
勢
力
を
削
減
す
る
意
が
あ
る
。 

 

◎ 

横
溝
一
族
と
同
様
、
地
元
の
武
士
が
宛
行
わ
れ
た
例
は
１
０
０
番
の
工
藤
氏
も
あ
る
。 

 

次
は
１
０
０
番
建
武
元
年
九
月
六
日
、
陸
奥
国
宣
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
）
を
掲
げ
る
。 

  
 
 

（
花
押
） 

 

工
藤
三
郎
景
資
申
、
糠
部
郡
三
戸
内
會
田
四
郎
三
郎
跡
事
、
早
任
御
下
文
之
旨
、
可
打
渡

景
資
、
使
節
遅
引
者
、
可
有
其
咎
之
由
、
国
宣
所
候
也
、
仍
執
達
如
件 

 
 
 
 

建
武
元
年
九
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高
奉 

 
 
 
 

南
部
又
次
郎
殿 
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こ
れ
は
、
北
畠
顕
家
、
糠
部
郡
三
戸
内
会
田
四
郎
三
郎
跡
を
工
藤
景
佑
に
与
え
、
そ
の
執

行
を
南
部
師
行
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

建
武
元
年
九
月
六
日
、
北
畠
顕
家
、
糠
部
郡
三
戸
内
会
田
四
郎
三
郎
跡
を
工
藤
景
佑
に

 

与
え
た
。 

② 

こ
の
時
、
南
部
師
行
は
所
領
打
渡
の
役
目
を
担
当
し
た
。 

③ 

會
田
四
郎
三
郎
は
北
条
氏
残
党
で
、
領
地
は
没
収
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。 

 
 

 

以
上
の
史
料
、
ま
た
前
掲
の
９
１
番
・
９
２
番
工
藤
氏
に
関
す
る
記
載
か
ら
、
次
の
よ
う

な
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

① 

鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
時
点
で
、
工
藤
一
族
も
分
裂
し
た
。
北
条
氏
残
党
に
見
方
を
し
て
い

 

た
の
は
、
９
１
番
か
ら
は
、
「
八
戸
工
藤
左
衛
門
次
郎
跡
」
と
あ
る
の
で
、
八
戸
工
藤
左

 

衛
門
次
郎
。
９
２
番
か
ら
は
、
「
糠
部
郡
七
戸
内
工
藤
右
近
将
監
跡
」
と
あ
る
の
で
、
工

 

藤
右
近
将
監
。
新
政
府
に
協
力
し
た
の
は
、
１
０
０
番
か
ら
は
、
「
早
任
御
下
文
之
旨
、

 

可
打
渡
景
資
」
と
あ
る
の
で
、
工
藤
景
資
。 

② 

９
１
番
か
ら
は
、
「
伊
達
大
炊
助
三
郎
次
郎
光
助
申
、
八
戸
工
藤
左
衛
門
次
郎
跡
事
、

 

任
御
下
文
之
旨
、
可
沙
汰
付
光
助
代
」
と
あ
る
の
で
、
９
２
番
か
ら
は
、
「
糠
部
郡
七
戸

 

内
工
藤
右
近
将
監
跡
、
被
宛
行
伊
達
左
近
大
夫
将
監
行
朝
畢
」
と
あ
る
の
で
、
工
藤
一
族

 

の
闕
所
地
は
、
伊
達
一
族
に
あ
げ
ら
れ
た
。
１
０
０
番
か
ら
は
、
「
工
藤
三
郎
景
資
申
、

 

糠
部
郡
三
戸
内
會
田
四
郎
三
郎
跡
事
、
早
任
御
下
文
之
旨
、
可
打
渡
景
資
」
と
あ
る
の
で
、

 

ま
た
新
政
府
に
協
力
し
た
工
藤
景
資
の
ほ
う
は
、
別
の
闕
所
地
を
得
た
。
こ
れ
は
国
府
が
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勢
力
バ
ラ
ン
ス
た
め
、
闕
所
地
を
再
配
分
の
措
置
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

以
上
、
南
部
氏
文
書
の
中
、
糠
部
郡
奉
行
の
打
渡
に
関
す
る
史
料
を
全
部
検
討
し
た
。
こ

れ
ら
の
史
料
か
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

① 

糠
部
郡
奉
行
と
は
い
っ
て
も
南
部
師
行
の
管
轄
地
域
は
糠
部
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た

 

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
比
内
・
鹿
角
・
久
慈
・
閉
伊
の
諸
郡
及
び
遠
野
保
で
の
任
務
が
命

 

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

② 

こ
の
時
期
の
伊
達
氏
は
、
義
良
親
王
を
奉
じ
て
奥
州
鎮
定
の
た
め
に
下
向
し
た
北
畠
顕

 

家
に
属
し
、
式
評
定
衆
と
な
っ
た
。
北
条
氏
残
党
の
乱
で
は
、
連
動
し
て
蜂
起
し
た
北
条

 

方
の
与
党
を
討
っ
た
。
伊
達
氏
一
族
こ
の
時
期
の
拠
点
は
、
陸
奥
国
伊
達
郡(

現
在
の
福

 

島
県
伊
達
市
地
域)

で
あ
る
。
も
と
も
と
糠
部
郡
の
領
主
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
た
が
っ

 

て
こ
の
打
渡
は
、
単
純
な
新
恩
の
給
付
の
結
果
と
い
え
る
。 

 

③ 

鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
時
点
で
、
横
溝
一
族
が
分
裂
し
た
。
北
条
氏
残
党
に
味
方
を
し
て
い

 

た
の
は
、
横
溝
浄
円
、
孫
二
郎
入
道
と
横
溝
六
郎
三
郎
入
道
で
あ
る
。
新
政
府
に
協
力
し

 

た
の
は
、
横
溝
孫
六
重
頼
と
横
溝
彦
三
郎
祐
貞
で
あ
る
。 

④ 

鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
時
点
で
、
工
藤
一
族
も
分
裂
し
た
。
北
条
氏
残
党
に
見
方
を
し
て
い

 

た
の
は
八
戸
工
藤
左
衛
門
次
郎
と
工
藤
右
近
将
監
で
あ
る
。
新
政
府
に
協
力
し
た
の
は
、

 

工
藤
景
資
で
あ
る
。 

⑤ 

糠
部
郡
内
の
闕
所
地
は
、
郡
外
の
武
士
伊
達
氏
一
族
、
郡
奉
行
の
中
条
時
長
及
び
郡
内

 

の
武
士
横
溝
氏·

工
藤
氏
一
族
に
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
国
府
の
糠

 

部
郡
内
勢
力
の
牽
制
の
政
策
の
一
つ
と
み
ら
れ
る
。 
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第
三
節 
北
畠
顕
家
の
遠
征
と
師
行·

政
長 

 
 

 

第
一
項 

北
畠
顕
家
の
遠
征
と
南
部
師
行
の
戦
死 

 

こ
こ
で
は
、
建
武
二
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
暦
応
元
年
五
月
二
十
二
日
ま
で
の
時
期
を

扱
う
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
起
こ
っ
た
こ
と
が
ら
を
列
記
す
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。 

 

建
武
二
年
十
一
月
に
、
北
畠
顕
家
は
尊
氏
追
討
の
た
め
陸
奥
を
出
発
し
た
。
建
武
三
年
五

月
頃
に
は
、
陸
奥
国
府
に
戻
っ
た
。
こ
れ
が
顕
家
の
第
１
回
遠
征
で
あ
る(

２
１)

。 
 

 

建
武
四
年
八
月
に
、
北
畠
顕
家
は
京
都
奪
回
の
た
め
再
度
出
陣
し
た
。
暦
応
元
年
五
月
に

顕
家
軍
は
堺
浦
で
敗
れ
、
顕
家
自
身
が
戦
死
し
た
。
こ
の
と
き
南
部
師
行
も
戦
死
し
て
い
る
。

こ
れ
が
顕
家
の
第
２
回
遠
征
で
あ
る(

２
１)

。 

 

以
下
に
、
顕
家
の
２
つ
の
遠
征
に
南
部
氏
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
た
か
、
史
料
に
即
し

て
検
討
し
て
ゆ
く
。 

 

顕
家
の
第
１
回
遠
征
に
関
す
る
史
料
は
、
編
年
史
料
編
１
２
２
番
・
１
２
４
番
・
１
２
６

番·

１
２
９
番
で
あ
る
。
ま
ず
１
２
２
番
「
源
氏
南
部
八
戸
家
系
」
信
政
の
中
の
記
事
を
掲

げ
る
。 

 
 
 

 

三
郞
、
任
右
近
蔵
人
、
建
武
二
年
十
一
月
廿
二
日
顯
家
卿
奉
綸
旨
、
発
国
府
上
洛
時
、
信

 

政
進
先
陣
、
（
中
略
） 

 

信
政
等
猶
克
勉
焉
、
同
年
顯
家
卿
任
鎮
守
府
下
向
奥
州
、
信
政
等
亦
従
帰
焉
、 
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こ
れ
は
北
畠
顕
家
、
奥
州
の
武
士
を
率
い
て
足
利
尊
氏
追
討
の
た
め
出
陣
し
た
と
と
き
に
、

南
部
信
政
も
、
こ
れ
に
従
軍
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

 
 

こ
の
「
源
氏
南
部
八
戸
家
系
」
と
い
う
史
料
は
、
江
戸
時
代
に
根
城
南
部
氏
は
先
祖
の
系

譜
と
事
績
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
編
纂
事
業
は
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
初
め
の
数

次
に
わ
た
り
、
数
種
類
の
系
図
が
作
成
さ
れ
た
。
同
時
代
史
料
で
は
な
く
は
る
か
後
世
の
史

料
で
あ
る
が
、
『
八
戸
市
史
』
に
よ
れ
ば
、
「
太
平
記
」
中
の
記
事
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、

こ
の
史
料
が
記
載
さ
れ
た
内
容
は
事
実
と
考
え
て
よ
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ

う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

「
建
武
二
年
十
一
月
廿
二
日
顯
家
卿
奉
綸
旨
、
発
国
府
上
洛
時
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

 

北
畠
顕
家
出
陣
の
日
は
建
武
二
年
十
一
月
二
十
二
日
で
あ
る
。 

② 

「
発
国
府
上
洛
時
、
信
政
進
先
陣
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
顕
家
の
先
陣
の
中
に
南
部
政

 

長
の
嫡
子
南
部
信
政
が
見
え
る
。 

 
 

次
は
、
１
２
４
番
延
元
元
年
八
月
六
日
北
畠
顕
家
袖
判
御
教
書
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文

書
）
を
掲
げ
る
。 

 

（
花
押
） 

 

尊
氏
・
直
義
等
、
去
五
月
雖
乱
入
京
都
、
官
軍
依
致
防
戦
、
尊
氏
以
下
数
十
人
、
七
月
十

 

五
日
自
害
、
爰
當
國
一
・
二
・
三
迫
凶
徒
等
襲
来
之
旨
、
有
其
聞
之
間
、
所
被
差
遣
軍
勢

 

也
、
定
早
々
可
令
静
謐
、
糠
部
軍
勢
無
左
右
不
可
参
苻
、
且
可
静
謐
郡
内
之
由
、
鎮
守
大

 

将
軍
仰
所
候
也
、
仍
執
達
如
件
、 

 
 
 
 

延
元
々
年
八
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

軍
監
有
実
奉 

 
 
 
 

南
部
六
郎
殿 

 

こ
れ
は
、
北
畠
顕
家
が
南
部
政
長
に
武
家
方
の
状
況
を
伝
え
、
糠
部
郡
内
の
治
安
の
維
持
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を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 
 

京
都
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
足
利
尊
氏
・
直
義
が
「
去
五
月
雖
乱
入
京
都
、
官
軍
依
致

 

防
戦
、
尊
氏
以
下
数
十
人
、
七
月
十
五
日
自
害
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
も
ち

 

ろ
ん
事
実
で
は
な
い
。
京
都
の
情
報
に
つ
い
て
、
顕
家
が
い
た
陸
奥
国
府
で
も
混
乱
し
て

 

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

② 
 

陸
奥
国
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
「
當
國
一
・
二
・
三
迫
凶
徒
等
襲
来
之
旨
、
有
其
聞
之

 

間
、
所
被
差
遣
軍
勢
也
、
定
早
々
可
令
静
謐
」
と
あ
っ
て
、
陸
奥
国
の
一·

二·

三
迫
で

足 

利
方
の
蜂
起
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

③ 
 

②
に
関
し
て
は
、
顕
家
は
政
長
に
「
糠
部
軍
勢
無
左
右
不
可
参
苻
、
且
可
静
謐
郡
内
之

 

由
」
と
、
糠
部
の
軍
勢
は
郡
内
の
治
安
維
持
を
命
じ
て
い
る
。
政
長
に
郡
内
の
治
安
維
持

 

を
命
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
政
長
が
師
行
に
代
わ
っ
て
糠
部
郡
奉
行
と
し
て
の
職
務
を
果

 

た
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 
 

 

③
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
す
れ
ば
、
こ
の
と
き
師
行
は
ど
こ
に
い
た
の
か
。
こ
の
問
題
を

解
く
手
が
か
り
は
、
次
の
１
２
６
番
陸
奥
国
宣
に
あ
る
。 

  
 
 

（
花
押
） 

 

京
都
事
雖
有
巷
説
、
府
中
無
殊
子
細
、
南
部
又
次
郎
下
向
之
程
、
可
被
警
固
奉
行
郡
内
由
、

 

國
宣
候
也
、
仍
執
達
如
件 

 
 
 

延
元
々
年
十
一
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

鎮
守
軍
監
有
実
奉 

 
 
 

南
部
六
郎
殿 
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こ
れ
は
北
畠
顕
家
が
、
政
長
に
対
し
、
師
行
が
下
向
ま
で
の
あ
い
だ
は
糠
部
郡
内
を
警
備

す
る
よ
う
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
「
南
部
又
次
郎
下
向
之
程
、
可
被
警
固
奉
行
郡
内
由
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
北
畠
顕
家
は
師
行
不
在
の
期
間
、
政
長
に
糠
部
郡
内
の
治
安
の
維
持
を
命

じ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
時
に
、
師
行
は
国
府
に
滞
在
し
、
顕
家
に
近
侍
し
て
い
た
こ
と
も

想
像
さ
れ
る
。 

  

な
お
、
こ
の
時
期
の
師
行
の
動
向
に
つ
い
て
は
１
２
９
番
延
元
二
年
二
月
二
十
日
安
倍
祐

季
書
状
の
史
料
も
重
要
で
あ
る
。 

 

御
上
洛
之
後
、
久
不
承
候
之
間
、
無
御
心
本
相
存
候
之
處
、
先
日
安
東
入
道
便
冝
に
こ
そ

 

御
下
之
由
承
候
へ
、
無
為
に
御
下
向
候
へ
ハ
、
一
身
之
悦
と
存
候
、
尤
入
御
見
参
候
、
諸

 

事
可
承
候
處
、
兼
令
申 

候
治
部
二
宮
左
衛
門
太
郎
等
ニ
あ
た
仇
さ
れ
候
て
、
一
両
年
合

 

戦
に
候
、
于
今
無
隙
候
之
間
、
乍
思
無
其
儀
候
条
、
背
本
望
候
、
世
間
静
謐
候
者
懸
御
目

 

候
て
、
此
間
事
等
承
、
又
可
令
申
候
、 

一
、
雖
乏
少
候
、
筋
黒
一
尻
・
同
保
呂
一
鳥
令
進
候
、
尚
々
少
事
之
至
不
少
其
憚
候
、
恐
々

 

謹
言
、 

 
 
 

二
月
廾
日
延
元
二
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
藤
祐
季
（
花
押
） 

 
 
 

謹
上 

南
部
殿 

師
行 

  

こ
れ
は
安
藤
祐
季
が
、
南
部
殿
（
師
行
）
に
書
状
を
出
し
た
も
の
で
、
一
両
年
の
合
戦
の

こ
と
な
ど
を
述
べ
た
。
こ
こ
に
み
え
る
「
御
上
洛
」
は
師
行
の
上
洛
と
考
え
る
の
が
自
然
で

あ
る
。
こ
の
時
期
に
師
行
が
上
洛
す
る
機
会
は
顕
家
の
第
１
回
遠
征
の
時
以
外
に
は
考
え
ら

れ
な
い
。
師
行
が
こ
れ
に
従
軍
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
こ
と
が
言
え
る
。 
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以
上
４
点
の
史
料
を
通
じ
て
、
北
畠
顕
家
第
１
回
遠
征
に
つ
い
て
、
次
の
こ
と
が
確
認
さ

れ
る
。 

① 

建
武
二
年
十
一
月
二
十
二
日
北
畠
顕
家
は
後
醍
醐
天
皇
の
綸
旨
を
奉
じ
、
奥
州
の
大
軍

 

を
率
い
て
上
洛
し
た
。
１
２
９
番
に
よ
る
と
、
こ
の
時
南
部
師
行·

南
部
政
長
の
嫡
子
信

 

政
も
参
戦
し
た
。 

② 

建
武
三
年
三
月
ご
ろ
北
畠
奥
州
軍
、
帰
還
を
開
始
し
、
五
月
末
に
は
多
賀
城
に
戻
っ
て

 

い
る
。
し
か
し
南
部
師
行
は
、
直
ち
に
糠
部
に
戻
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
１
２
６
番
に
よ

 

る
と
、
師
行
は
国
府
に
滞
在
し
、
顕
家
に
近
侍
し
て
国
府
の
警
固
な
ど
を
担
当
し
て
い
た
。 

③ 

師
行
が
不
在
の
期
間
は
、
北
畠
顕
家
は
政
長
に
郡
内
の
治
安
維
持
を
命
じ
て
い
た
。
即

 

ち
政
長
が
師
行
に
代
わ
っ
て
糠
部
郡
奉
行
と
し
て
の
職
務
を
果
た
し
て
い
た
。 

 
 

 

第
２
回
遠
征
に
関
す
る
史
料
は
１
３
１
番·

１
３
２
番·

１
３
４
番·
１
３
６
番·

１
３

７
番
で
あ
る
。
ま
ず
１
３
１
番
建
武
四
年
（
延
元
二
年
）
八
月
十
九
日
『
太
平
記
』
巻
第
十

九
「
顕
家
卿
再
び
大
軍
を
起
し
て
攻
め
上
る
事
」
の
内
容
を
掲
げ
る
。 

  

同
じ
き
三
年
、
ま
た
官
軍
闘
ひ
破
れ
て
、
主
上
山
門
よ
り
還
幸
な
り
、
火
山
院
の
故
宮
に

 

幽
閉
さ
せ
ら
れ
玉
ひ
、
義
貞
は
金
崎
に
て
自
害
し
た
り
と
聞
え
し
後
は
、
顕
家
卿
に
付
き

 

従
ふ
者
も
落
ち
失
せ
て
、
勢
ひ
微
々
に
な
り
し
か
ば
、
わ
づ
か
に
伊
達
郡
霊
山
の
城
一
守

 

つ
て
、
あ
る
も
な
き
が
如
く
に
て
御
座
し
け
る
と
こ
ろ
に
、
主
上
芳
野
へ
潜
幸
な
り
、
義

 

貞
は
北
国
に
起
ち
て
勢
強
大
な
り
と
聞
え
し
か
ば
、
ま
た
付
き
従
ふ
人
多
か
り
け
り
。
顕

 

家
卿
時
を
得
た
り
と
悦
ん
で
、
便
宜
の
輩
を
催
さ
れ
け
れ
ば
、
結
城
上
野
入
道
を
始
め
と

 

し
て
、
伊
達
・
信
夫
・
南
部
・
下
山
六
千
余
騎
に
て
馳
せ
参
る
。
国
司
す
な
は
ち
そ
の
勢
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を
并
せ
て
、
三
万
余
騎
白
川
関
へ
打
ち
越
え
玉
ふ
に
、
奥
州
五
十
四
郡
大
半
付
き
従
ひ
し

 
か
ば
、
十
万
余
騎
に
な
り
に
け
り
。 

  

こ
れ
は
北
畠
顕
家
率
い
る
奥
州
勢
、
京
都
奪
回
の
た
め
白
河
関
を
越
え
て
第
二
次
西
上
を

開
始
し
た
。
そ
の
軍
勢
の
中
に
南
部
氏
が
み
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う

な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

「
国
司
す
な
は
ち
そ
の
勢
を
并
せ
て
、
三
万
余
騎
白
川
関
へ
打
ち
越
え
玉
ふ
に
、
奥
州

 

五
十
四
郡
大
半
付
き
従
ひ
し
か
ば
、
十
万
余
騎
に
な
り
に
け
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南

 

部·

結
城·

伊
達
氏
ら
で
、
白
河
の
関
を
越
え
る
頃
に
は
三
万
騎
と
な
り
、
や
が
て
十
万

騎 

に
膨
れ
上
が
っ
た
と
い
う
。 

② 

「
伊
達
・
信
夫
・
南
部
・
下
山
六
千
余
騎
に
て
馳
せ
参
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
部

 

氏
こ
の
時
も
ま
た
顕
家
に
従
っ
た
。 

 
 

 

②
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
す
れ
ば
、
こ
の
と
き
南
部
師
行
は
従
軍
し
た
か
。
こ
の
問
題
を

解
く
手
が
か
り
は
、
次
の
１
３
２
番
源
氏
南
部
八
戸
家
系
に
あ
る
。 

  

同
二
年
八
月
顯
家
卿
将
赴
于
京
師
討
尊
氏
、
故
先
以
回
文
相
催
人
数
、
乃
始
結
城
上
野
入

道
道
忠
、
伊
達
信
夫
、
南
部
不
山
等
、
其
勢
六
千
余
騎
、
既
発
国
府
、
此
到
白
河
関
、
奥
軍

悉
従
焉
、
其
軍
及
四
万
騎
、
猶
行
而
進
于
下
野
国
利
根
川
時
、
源
義
詮
以
群
兵
障
焉
、
奥
軍

渉
川
与
上
杉
民
部
大
夫
憲
顯
、
細
川
阿
波
守
和
氏
、
及
高
大
和
守
等
合
戦
、
而
乗
勝
、
時
師

行
勤
而
致
忠
戦
、
同
十
二
月
廿
八
日
顯
家
卿
直
進
馬
於
鎌
倉
、
以
撃
義
詮
而
得
大
利
、
師
行

等
亦
勤
之
有
功
矣
、
顯
家
卿
暫
此
休
憩
、
而
歳
已
暮
矣
、 
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（
以
下
略
） 

 
 

 

こ
れ
は
、
北
畠
顕
家
率
い
る
奥
州
勢
、
京
都
へ
行
く
途
中
合
戦
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
時

師
行
勤
而
致
忠
戦
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
、
根
城
南
部
師
行
も
顕
家
に
従
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。 

  

次
は
第
二
次
遠
征
の
具
体
的
な
様
子
を
見
る
た
め
に
、
１
３
４
番
建
武
五
年
（
延
元
三
年
）

正
月
二
十
八
日
『
太
平
記
』
巻
第
十
九
の
内
容
を
掲
げ
る
。 

  

奥
州
す
で
に
先
陣
は
垂
井
（
岐
阜
県
垂
井
町
）
赤
坂
（
大
垣
市
）
辺
に
着
き
た
り
け
る
が
、

 

跡
よ
り
追
ふ
て
上
る
後
攻
の
勢
近
付
き
ぬ
と
聞
え
け
れ
ば
、「
ま
づ
そ
の
敵
を
退
治
せ
よ
」

 

と
て
、
三
里
引
き
返
し
て
、
美
濃
・
尾
張
の
両
国
の
堺
に
、
陣
を
取
ら
ず
と
い
ふ
所
な
し
。

 

か
か
り
し
か
ば
、
後
攻
の
勢
は
八
万
余
騎
を
五
手
に
分
け
て
、
前
後
を
鬮
に
取
り
た
り
け

 

る
が
、
一
番
は
小
笠
原
信
濃
守
貞
宗
・
芳
賀
兵
衛
入
道
禅
可
二
千
余
騎
に
て
、
自
貴(
食
）

 

の
渡
（
岐
阜
県
岐
南
町
）
へ
馳
せ
向
へ
ば
、
奥
州
の
伊
達
・
信
夫
の
兵
三
千
余
騎
、
川
を

 

渡
つ
て
散
々
に
ぞ
闘
ひ
け
る
。
芳
賀
・
小
笠
原
一
戦
に
打
ち
負
け
て
、
残
り
少
な
に
引
き

 

退
く
。
二
番
に
高
大
和
守
重
茂
三
千
余
騎
に
て
墨
俣
川
を
渡
る
と
こ
ろ
に
、
相
模
次
郎
時

 

行
二
千
余
騎
に
て
渡
し
も
立
て
ず
闘
ひ
た
り
。
高
大
和
守
打
ち
負
け
て
、
東
西
に
あ
ら
け

 

靡
き
、
山
を
便
り
に
引
き
退
く
。
三
番
に
今
川
五
郎
入
道
心
省
（
範
国
）
三
浦
介
高
継
、

 

足
重
（
岐
阜
県
羽
島
市
）
に
打
ち
出
で
て
、
横
合
ひ
に
蒐
か
る
と
こ
ろ
を
、
南
部
・
下
山
・

 

結
城
三
千
余
騎
に
て
懸
け
合
は
せ
、
火
出
づ
る
程
に
ぞ
闘
ひ
た
る
。
三
浦
介
・
今
川
、
こ

 

れ
も
軍
に
利
を
失
ひ
て
、
東
を
さ
し
て
引
き
退
く
。 
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こ
れ
は
北
畠
顕
家
率
い
る
奥
州
勢
の
う
ち
、
南
部
・
下
山
・
結
城
の
軍
勢
が
今
川
・
三
浦

の
軍
勢
を
破
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か

る
。 

① 

「
奥
州
す
で
に
先
陣
は
垂
井
（
岐
阜
県
垂
井
町
）
赤
坂
（
大
垣
市
）
辺
に
着
き
た
り
け

 

る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
正
月
二
十
八
日
に
は
顕
家
軍
は
さ
ら
に
進
軍
し
て
、
先
陣
は
美

 

濃
国
垂
井(

岐
阜
県
垂
井
町)

に
至
っ
た
。 

② 

「
南
部
・
下
山
・
結
城
三
千
余
騎
に
て
懸
け
合
は
せ
、
火
出
づ
る
程
に
ぞ
闘
ひ
た
る
。

 

三
浦
介
・
今
川
、
こ
れ
も
軍
に
利
を
失
ひ
て
、
東
を
さ
し
て
引
き
退
く
」
と
あ
る
こ
と
か

 

ら
、
美
濃
国
阿
字
賀(

岐
阜
県
羽
島
市)

の
戦
い
で
は
、
南
部·

下
山·

結
城
氏
三
千
騎
が

足 

利
方
の
今
川·

三
浦
氏
を
破
っ
て
い
る
。 

  

次
は
１
３
６
番
建
武
五
年
（
延
元
三
年
）
五
月
十
一
日
浅
利
清
連
注
進
状
（
南
部
光
徹
氏

所
蔵
文
書
）
を
掲
げ
る
。 

  

浅
利
六
郎
四
郎
清
連
注
進
事 

 

去
建
武
三
年
正
月
十
三
日
、
清
連
為
令
退
治
國
司
（
北
畠
顕
家
）
方
凶
徒
等
、
馳
越
津
輕

 

中
之
處
、
曽
我
太
郎
貞
光
、
最
前
馳
参
御
方
、
於
津
輕
中
國
代
等
楯
々
抽
軍
忠
、
次
比
内

 

郡
凶
徒
新
田
彦
次
郎
政
持
等
、
并
鹿
角
郡
國
代
成
田
小
次
郎
左
衛
門
尉
頼
時
、
同
南
部
又

 

次
郎
師
行
代
官
等
小
笠
原
四
郎
・
鳴
海
三
郎
二
郎
以
下
凶
徒
等
、
自
令
株
（
誅
）
伐
以
来
、

 

抽
度
々
忠
節
之
間
、
恐
々
令
致
注
進
者
也
、
以
此
旨
、
可
有
御
披
露
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 

建
武
五
年
五
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

源
（
浅
利
）
清
連
（
裏
花
押
） 
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進
上 

御
奉
行
所 

 
 

 

こ
れ
は
浅
利
清
連
、
建
武
三
年
正
月
以
降
の
合
戦
を
注
進
し
た
。
こ
の
な
か
に
南
部
師
行

代
官
小
笠
原
四
郎
ら
を
討
ち
取
っ
た
こ
と
を
記
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う

な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

「
并
鹿
角
郡
國
代
成
田
小
次
郎
左
衛
門
尉
頼
時
、
同
南
部
又
次
郎
師
行
」
と
あ
る
こ
と

 

か
ら
、
南
部
師
行
は
成
田
頼
時
と
と
も
に
鹿
角
郡
国
代(

国
司
北
畠
顕
家
の
代
官)

だ
っ
た

 

と
さ
れ
て
い
る
。 

② 

「
南
部
又
次
郎
師
行
代
官
等
小
笠
原
四
郎
・
鳴
海
三
郎
二
郎
以
下
凶
徒
等
、
自
令
株
（
誅
）

伐
以
来
、
抽
度
々
忠
節
之
間
、
恐
々
令
致
注
進
者
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
戦
っ

た
の
は
師
行
で
は
な
く
、
そ
の
代
官
小
笠
原
四
郎·

鳴
海
三
郎
二
郎
だ
っ
た
。 

③ 

「
次
比
内
郡
凶
徒
新
田
彦
次
郎
政
持
等
、
并
鹿
角
郡
國
代
成
田
小
次
郎
左
衛
門
尉
頼
時
、

 

同
南
部
又
次
郎
師
行
代
官
等
小
笠
原
四
郎
・
鳴
海
三
郎
二
郎
以
下
凶
徒
等
、
自
令
株
（
誅
）

 

伐
以
来
、
抽
度
々
忠
節
之
間
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
師
行·

政
長
が
足
利
方
の
浅
利
氏
の

 

拠
点
比
内
郡
に
も
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
た
。 

  

次
は
１
３
７
番
建
武
五
年
（
延
元
三
年
）
五
月
二
十
二
日
元
弘
日
記
裏
書
（
大
日
本
史
料

六
編
四
）
を
掲
げ
る
。 

  

五
月
廿
二
日
、
和
泉
国
堺
浦
合
戦
、
官
軍
敗
北
、
顕
家
卿
死
節 

〔
参
考
〕
南
部
師
行
も
ま
た
戦
死
す
る
と
い
う
。 

「
源
氏
南
部
八
戸
家
系
」
師
行 
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顯
家
卿
自
其
欲
赴
芳
野
、
先
屯
奈
良
、
然
後
進
陣
于
和
泉
堺
、
乃
分
諸
勢
、
謀
敵
於
四
方
、

 
卿
弟
春
日
少
将
顯
信
在
八
幡
山
、
高
師
直
、
桃
井
直
常
等
、
雖
屢
攻
之
、
不
利
而
退
、
顯

 

家
卿
以
為
乗
此
鋭
鋒
、
進
攻
山
崎
撃
師
直
、
故
欲
先
到
天
王
寺
而
整
軍
列
、
乃
已
到
泉
州

 

安
部
野
、
師
直
亦
欲
討
顯
家
於
堺
地
、
而
爽
眛
発
山
崎
、
既
而
双
軍
遇
然
逢
安
部
野
、
師

 

直
之
兵
一
万
八
千
、
顯
家
卿
纔
相
従
於
近
習
三
千
騎
、
奥
兵
奮
激
以
戦
、
臨
危
授
命
、
雖

 

然
多
寡
強
柔
、
奈
何
可
膺
乎
、
顯
家
卿
遂
討
卒
、
若
師
行
競
々
虎
臣
、
亦
皆
戦
死
、
惜
哉
、

 

時
同
年
五
月
二
十
二
日
、
法
諱
旗
峯
玄
紅
、 

  

こ
れ
は
北
畠
顕
家
、
和
泉
堺
浦
で
足
利
軍
に
敗
れ
、
戦
死
し
た
。
南
部
師
行
も
ま
た
戦
死

し
た
こ
と
を
述
べ
た
史
料
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

「
和
泉
国
堺
浦
合
戦
、
官
軍
敗
北
、
顕
家
卿
死
節
」
、
「
若
師
行
競
々
虎
臣
、
亦
皆
戦

 

死
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
北
畠
顕
家
も
南
部
師
行
も
和
泉
堺
浦
で
足
利
軍
に
敗
れ
、
戦
死

 

し
た
。 

② 

①
か
ら
さ
ら
に
い
え
ば
、
師
行
の
職
務
は
行
軍
の
支
援
だ
け
で
は
な
く
、
従
軍
す
る
義

 

務
も
あ
る
こ
と
が
言
え
る
。 

  

以
上
５
点
の
史
料
を
通
じ
て
、
北
畠
顕
家
第
２
回
遠
征
に
つ
い
て
、
次
の
こ
と
が
確
認
さ

れ
る
。 

① 

建
武
四
年
（
延
元
二
年
）
八
月
十
九
日
北
畠
顕
家
率
い
る
奥
州
勢
、
白
河
関
を
越
え
て

 

西
上
し
た
。
そ
の
軍
勢
の
中
に
南
部
師
行
が
み
え
た
。 

② 

建
武
五
年
（
延
元
三
年
）
正
月
二
十
八
日
に
は
顕
家
軍
は
さ
ら
に
進
軍
し
、
先
陣
は 

美
濃
国
垂
井(

岐
阜
県
垂
井
町)

に
至
っ
た
。
そ
こ
で
の
戦
い
で
は
、
南
部·

下
山·

結
城
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氏
三
千
騎
が
足
利
方
の
今
川·

三
浦
氏
を
破
っ
た
。
し
か
し
そ
の
勝
利
も
こ
こ
ま
で
だ
っ

た
。 

③ 

建
武
五
年
（
延
元
三
年
）
五
月
二
十
二
日
、
北
畠
顕
家
、
和
泉
堺
浦
で
足
利
軍
に
敗
れ
、

 

戦
死
し
た
。
南
部
師
行
も
ま
た
戦
死
し
た
と
い
う
。
北
畠
顕
家
の
遠
征
は
こ
こ
ま
で
一
段

 

落
着
い
た
。 

 

第
二
項 

南
部
政
長
と
北
畠
顕
信 

  

こ
こ
で
は
、
暦
応
二
年
（
延
元
四
年
）
三
月
か
ら
観
応
元
年(

正
平
五
年)

ま
で
の
時
期
を

扱
う
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
起
こ
っ
た
事
柄
を
列
記
す
る
と
次
の
よ

う
に
な
る
。 

 
(

イ)

暦
応
二
年
（
延
元
四
年
）
三
月
、
南
部
政
長
ら
北
奧
の
南
朝
方
が
津
軽
に
戦
っ
た
。

足
利
直
義
は
政
長
に
対
し
て
北
朝
へ
の
帰
順
を
促
す
勧
告
状
を
送
っ
た
。
暦
応
三
年(

興
国

元
年)

六
月
以
前
に
、
北
畠
顕
信
は
陸
奥
に
入
っ
た
。
暦
応
四
年(

興
国
二
年)

閏
四
月
南
部

政
長
ら
北
奧
の
南
朝
方
は
北
畠
顕
信
に
呼
応
し
て
国
府
攻
撃
の
た
め
南
下
し
た
。
六
月
曽
我

氏
ら
津
軽
の
北
朝
方
は
糠
部
を
攻
撃
し
、
政
長
ら
は
こ
れ
に
応
戦
し
た
。
康
永
元
年(

興
国

三
年)

九
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
北
畠
顕
信
は
石
塔
義
房
と
栗
原
郡
に
戦
っ
て
敗
北
し
た
。

こ
こ
ま
で
、
北
畠
顕
信
の
国
府
奪
回
作
戦
が
失
敗
し
た
。(

２
２) 

 
(

ロ)

康
永
二
年(

興
国
四
年)

八
月
南
朝
方
の
結
城
親
朝
は
足
利
氏
に
帰
降
し
た
。
の
ち
に

伊
達·

葛
西
氏
ら
も
帰
降
し
た
。
貞
和
一
年(

興
国
六
年)

二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
北
畠
顕

信
は
南
部
政
長
に
所
領
を
与
え
、
信
政
と
中
館
信
助
の
官
途
を
推
挙
し
た
。
七
月
、
畠
山
国

氏
と
吉
良
貞
家
は
奧
州
管
領
に
補
任
さ
れ
た
。
貞
和
二
年(

正
平
元
年)

十
二
月
南
部
政
長
は
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奧
州
管
領
を
通
じ
て
足
利
氏
に
帰
降
し
た
。(

２
２) 

 
(

ハ)
貞
和
三
年(

正
平
二
年)

七
月
、
奥
州
管
領
は
南
朝
方
最
後
の
拠
点
の
伊
達
郡
霊
山
を

落
と
し
た
。
貞
和
五
年(

正
平
四
年)

三
月
か
ら
翌
年
六
月
ま
で
糠
部·

雫
石
で
南
朝
方
の
蜂

起
が
あ
っ
た
。
観
応
元
年(

正
平
五
年)

八
月
、
南
部
政
長
は
八
戸
を
子
息
信
光
に
七
戸
を
後

家
に
譲
与
し
、
死
去
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。(

２
２) 

 
 
 

 

以
下
に
、
北
畠
顕
家
と
南
部
師
行
の
死
後
、
後
継
者
の
北
畠
顕
信
と
南
部
政
長
の
活
動
に

つ
い
て
、(

イ)

国
府
奪
回
作
戦
、(

ロ)

南
部
政
長
の
帰
降
、(

ハ)

南
部
政
長
の
死
去
の
三
つ

の
時
期
に
わ
た
っ
て
、
史
料
に
即
し
て
検
討
し
て
ゆ
く
。 

 (

イ)

国
府
奪
回
作
戦 

 

こ
れ
に
関
す
る
史
料
は
編
年
史
料
編
１
４
０
番·

１
４
２
番·

１
４
４
番·

１
４
６
番·

１
４
８
番·

１
４
９
番
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
１
４
０
番
延
元
四
年
（
暦
応
二
年
）
五

月
四
日
北
畠
親
房
御
教
書
（
相
楽
結
城
文
書)

を
掲
げ
る
。 

  
 
 

（
花
押
）
北
畠
親
房 

 

田
村
庄
司
（
宗
季
）
一
族
穴
沢
左
衛
門
五
郎
成
季
任
官
事
、
先
可
被
任
下
官
条
、
凡
国 

 

中
諸
軍
勢
任
官
恩
賞
等
事
、
面
々
競
申
候
、
功
之
浅
深
、
闕
所
之
有
無
、
於
遼
遠
者
難 

 

被
知
食
、
若
参
差
事
候
者
、
可
為
諸
人
之
怨
之
間
、
可
待
申
御
下
向
之
由
、
此
間
面
々 

 

被
仰
候
也
、
得
其
意
可
被
仰
聞
所
望
輩
候
、
又
取
別
可
有
沙
汰
事
候
者
、
委
注
子
細
可
被

 

執
申
候
也
、
其
城
中
朝
胤
（
結
城
）
等
事
ハ
、
不
可
被
准
他
之
間
、
武
衛
事
も
、
即
申
御

 

沙
汰
候
也
、
庄
司
一
族
等
事
、
宗
季
可
為
庄
司
之
由
、
先
日
経
沙
汰
被
仰
候
了
、
惣
領
事
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ハ
未
被
仰
出
候
也
、
一
族
中
ニ
も
別
構
城
（
土
へ
ん
に
郭
）
致
忠
輩
候
歟
、
所
詮
彼
方
事
、

 
注
申
忠
之
実
否
、
面
々
自
稱
、
非
無
御
不
審
候
、
委
可
被
注
申
候
、 

 

南
部
遠
江
権
守
（
政
長
カ
）
使
者
事
被
聞
食
候
了
、
凡
奥
往
反
輩
事
、
云
忠
之
実
否
、
云

 

往
反
之
煩
、
誠
被
察
思
食
候
、
能
々
可
被
糺
明
候
、
自
是
非
下
遣
御
使
事
、
向
後
各
可
被

 

持
過
所
候
、
可
為
宗
心
判
形
候
也
、
使
節
等
毎
度
申
旅
粮
等
之
条
、
無
謂
候
歟
、
随
事
躰

 

可
有
計
沙
汰
候
哉
之
由
仰
候
也
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

 
 
 

五
月
四
日
（
延
元
四
年
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沙
弥
宗
心 

 
 

 
 
 

結
城
大
藏
大
輔
（
親
朝
）
殿 

 

  

こ
れ
は
北
畠
親
房
が
結
城
親
朝
に
奥
州
の
情
勢
を
告
げ
た
。
そ
の
中
で
、
南
部
政
長
の
使

者
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

「
可
待
申
御
下
向
之
由
、
此
間
面
々
被
仰
候
也
、
得
其
意
可
被
仰
聞
所
望
輩
候
」
と
あ

 

る
こ
と
か
ら
、
親
房
が
白
河
の
結
城
親
朝
に
充
て
そ
の
来
援
を
求
め
た
こ
と
が
分
か
る
。 

② 

「
南
部
遠
江
権
守
（
政
長
カ
）
使
者
事
被
聞
食
候
了
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
部
政
長

 

は
北
畠
親
房
の
と
こ
ろ
に
使
節
を
派
遣
し
た
。 

  

次
は
１
４
２
番
暦
応
二
年
（
延
元
四
年
）
五
月
二
十
日
曽
我
貞
光
軍
忠
状
（
南
部
光
徹
氏

所
蔵
文
書
）
を
掲
げ
る
。 

  

目
安 

 
 
 

曽
我
太
郎
貞
光
大
光
寺
（
平
川
市
）
合
戦
忠
節
次
第
事 

 

一
、
去
三
月
、
為
大
将
軍
先
代
越
後
五
郎
殿
、
南
部
六
郎
（
政
長
）
普
（
親
）
類
并
成
田
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小
次
郎
左
衛
門
尉
（
頼
時
）
同
六
郎
・
工
藤
中
努
（
務
）
右
衛
門
尉
（
貞
行
カ
）
跡
若
黨

等
・
安
保
小
五
郎
・
倉
光
孫
三
郎
・
瀧
瀬
彦
次
郎
入
道
以
下
御
敵
等
、
令
乱
入
國
中
、
大

光
寺
外
楯
打
落
之
處
、
馳
向
貞
光
最
前
、
令
致
散
々
合
戦
之
間
、
一
族
曽
我
孫
次
郎
師
助

代
官
等
馳
来
、
令
致
合
力
候
處
、
經
三
ヶ
月
令
退
散
了
、
此
間
分
取
・
打
死
・
手
屓
（
負
）

不
可
勝
計
、
仍
賜
御
判
形
、
為
備
後
證
、
粗
々
目
安
言
上
如
件
、 

 
 
 
 

暦
應
二
年
五
月
廿
日
（
証
判
） 

 
 
 

「
承
候
了
（
花
押
）
（
安
藤
師
季
）
」 

  

こ
れ
は
足
利
方
の
武
将
で
あ
る
曽
我
貞
光
が
こ
の
年
三
月
の
津
軽
平
賀
郡
大
光
寺
合
戦

に
お
け
る
戦
功
を
注
進
し
た
。
こ
の
中
で
南
部
政
長
親
類
ら
が
大
光
寺
外
館
を
落
城
さ
せ
た

こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

「
為
大
将
軍
先
代
越
後
五
郎
殿
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
越
後
五
郎
と
い
う
人
物
は

 

越
後
に
残
っ
て
い
た
、
北
条
一
族
に
連
な
る
人
物
で
あ
る
。
新
政
後
に
降
伏
し
た
後
、
南

 

部
領
に
赴
い
て
津
軽
に
攻
め
込
ん
だ
と
い
う
事
が
推
測
で
き
る
。 

② 

「
南
部
六
郎
（
政
長
）
普
（
親
）
類
并
成
田
小
次
郎
左
衛
門
尉
…
大
光
寺
外
楯
打
落
之

 

處
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
部
政
長
親
類
ら
北
奥
の
南
朝
方
が
津
軽
に
戦
っ
た
こ
と
が
分

 

か
る
。 

 
 

 

次
は
１
４
４
番
興
国
元
年
（
暦
応
三
年
）
十
二
月
二
十
日
北
畠
顕
信
御
教
書
（
南
部
光
徹

氏
所
蔵
文
書
）
を
掲
げ
る
。 

  
 

（
花
押
）
（
北
畠
顕
信
） 
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去
十
一
月
七
日
御
状
、
同
十
二
月
十
八
日
到
来
、
委
細
令
披
露
候
了
、 

 
一
、
津
輕
安
藤
一
族
等
、
参
御
方
候
之
条
、
目
出
候
、
併
御
方
依
被
誘
仰
候
、
如
此
候
、

 
 
 

殊
神
妙
候
、 

 

一
、
鹿
角
合
戦
ニ
将
監
（
南
部
信
政
カ
）
被
致
忠
節
候
、
殊
目
出
候
之
由
、
被
感
仰
候
、 

 

一
、
今
度
又
對
治
岩
手
西
根
、
被
構
要
害
候
之
条
、
目
出
候
、
此
上
者
、
明
春
忩
和
賀
・

 
 

滴
石
成
一
手
、
可
被
對
治
斯
波
候
、
左
様
候
者
、
可
馳
向
和
賀
・
薭
貫
邊
之
由
、
可

 
 

被
仰
葛
西
一
族
等
候
、
此
途
入
眼
候
者
、
當
國
静
謐
不
可
有
子
細
候
歟
、
河
村
六
郎

 
 

可
参
御
方
由
令
申
候
な
れ
は
、
相
構
能
様
可
被
誘
仰
候
、
所
望
地
等
事
、
随
注
進
可

 
 

被
経
御
沙
汰
候
也
、 

 

一
、
著
（
着
）
到
入
見
参
候
了
、
面
々
被
成
下
御
感
御
教
書
候
、
彼
輩
抽
賞
事
、
自
其
就

 
 

注
進
、
可
有
其 

沙
汰
候
、
長
継
致
忠
節
候
、
神
妙
候
、
被
感
仰
候
也
、 

 

一
、
官
途
所
望
輩
、
無
子
細
候
、
定
成
其
勇
候
歟
、
長
貞
・
長
継
官
途
事
、
助
ハ
是
に
て

 
 

無
御
沙
汰
候
、
可
有
常
州
候
、
定
無
相
違
候
歟
、
尚
々
云
日
来
忠
節
、
云
今
對
治
、

 
 

併
御
高
名
候
之
間
、
感
悦
不
少
之
由
被
仰
候
也
、
抽
賞
事
、
追
可
有
其
沙
汰
候
、 

 

一
、
倉
満
（
光
）
三
郎
左
衛
門
尉
忠
節
事
聞
食
了
、
所
望
地
事
、
先
立
被
宛
行
岩
立
太
郎

 
 

跡
候
之
處
、
不
足
之
由
歎
申
候
、
只
今
楚
忽
難
被
仰
候
、
追
可
被
仰
候
、
此
様
可
被

 
 

問
答
候
也
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 

十
二
月
廿
日
（
興
国
元
年
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

清
顕
（
五
辻
） 

 
 

 
 
 

南
部
遠
江
守
（
政
長
）
殿 

  

こ
れ
は
北
畠
顕
信
、
陸
奥
北
部
の
状
況
な
ど
に
つ
い
て
南
部
政
長
よ
り
の
報
告
に
こ
た
え

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 
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① 

「
去
十
一
月
七
日
御
状
、
同
十
二
月
十
八
日
到
来
、
委
細
令
披
露
候
了
」
と
あ
る
こ
と

 
か
ら
、
南
部
政
長
が
、
十
一
月
七
日
に
北
畠
顕
信
に
書
状
を
送
っ
た
。
そ
の
書
状
は
国
府

 

に
届
い
た
時
期
は
十
二
月
十
八
日
で
あ
る
。
本
文
書
は
そ
の
報
告
に
対
す
る
返
書
で
あ
り
、

 

政
長
へ
の
指
示
を
書
き
連
ね
た
も
の
で
あ
る
。 

② 

「
津
輕
安
藤
一
族
等
、
参
御
方
候
之
条
、
目
出
候
、
併
御
方
依
被
誘
仰
候
、
如
此
候
、

 

殊
神
妙
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
長
は
既
に
津
軽
安
藤
氏
の
一
族
を
南
朝
に
誘
い
、
顕

 

信
は
こ
の
こ
と
を
賞
賛
し
た
。 

③ 

「
鹿
角
合
戦
ニ
将
監
（
南
部
信
政
カ
）
被
致
忠
節
候
、
殊
目
出
候
之
由
、
被
感
仰
候
」

 

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
鹿
角
で
の
政
長
の
嫡
子
信
政
が
奮
戦
す
る
こ
と
を
賞
賛
し
た
。 

④ 

「
一
、
今
度
又
對
治
岩
手
西
根(

中
略)

随
注
進
可
被
経
御
沙
汰
候
也
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
政
長
自
身
は
南
下
し
て
岩
手
郡
北
半
を
制
圧
し
て
西
根
に
要
害
を
構
え
て
い
た
。
こ

の
よ
う
に
北
奥
の
軍
勢
が
南
下
す
る
準
備
が
進
ん
で
い
た
の
を
受
け
、
顕
信
は
政
長
に
、

明
春
に
は
和
賀·

雫
石
の
軍
勢
と
合
流
し
て
志
和
郡
を
制
圧
す
る
こ
と
を
命
じ
、
そ
の
時

に
は
葛
西
氏
が
和
賀·

稗
貫
郡
ま
で
北
上
す
る
手
は
ず
で
あ
る
と
告
げ
て
い
る
。(
八
戸

市
史
通
史
編
Ｐ
３
１
０)

(

２
３) 

  

次
は
１
４
６
番
暦
応
四
年
（
興
国
二
年
）
四
月
廿
日
五
辻
清
顕
奉
書
（
白
河
集
古
苑
所
蔵

白
河
結
城
文
書
）
を
掲
げ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

其
後
依
無
殊
子
細
、
久
不
被
仰
候
、
南
部
以
下
奥
方
官
軍
已
令
對
治
斯
波
・
岩
手
両
郡
責

 

上
候
之
間
、
河
村
一
族
等
其
外
諸
参
御
方
候
、
薭
貫
出
羽
権
守
一
族
等
、
宗
者
共
数
輩
討

 

取
了
、
於
御
方
者
、
無
殊
子
細
候
、
付
其
、
葛
西
以
下
和
賀
・
滴
石
輩
等
成
一
手
、
欲
對
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治
府
中
候
、
仍
当
所
御
勢
等
、
悉
今□

間
可
被
出
候
、
其
方
事
相
構
、
急
速□

（
可
）□

 
被
立
候
、
同
時
合
力
尤
可
為
要
樞
候
、
且□

□

、
於
其
堺
、
被
始
合
戦
之
由
、
風
聞
候
、

 

実
事
候
哉
、
返
々
目
出
候
、
尤
被
感
仰
之
由
候
也
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 

後
四
月
廿
日
（
興
国
二
年
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

清
顕
（
五
辻
）
（
花
押
） 

 
 

 
 
 
 

修
理
権
大
夫
（
結
城
親
朝
）
殿 

 
 

 

こ
れ
は
南
部
以
下
の
南
朝
軍
が
、
斯
波
・
岩
手
両
郡
に
攻
め
上
り
薭
貫
氏
一
族
と
の
合
戦

に
勝
利
す
る
。
さ
ら
に
、
葛
西
勢
と
と
も
に
陸
奥
国
府
を
攻
め
る
勢
い
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

「
南
部
以
下
奥
方
官
軍(

中
略)

急
速□

（
可
）□
被
立
候
、
同
時
合
力
尤
可
為
要
樞

 

候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
閏
四
月
と
五
月
に
顕
信
は
親
朝
に
政
長
ら
の
活
躍
を
知
ら
せ

 

る
書
状
を
送
り
出
陣
を
促
し
た
。 

② 

「
南
部
以
下
奥
方
官
軍(

中
略)

欲
對
治
府
中
候
、
仍
当
所
御
勢
等
」
と
あ
る
こ
と
か

 

ら
、
政
長
ら
、
薭
貫
氏
一
族
と
の
合
戦
に
勝
利
す
る
途
中
、
岩
手·

斯
波
郡
に
勢
力
を

 

有
し
た
河
村
氏
一
族
も
合
流
し
、
国
府
を
北
か
ら
攻
撃
す
る
態
勢
は
そ
れ
な
り
に
整
い

 

つ
つ
あ
っ
た
。 

 
 

 

次
は
１
４
８
番
暦
応
四
年
（
興
国
二
年
）
九
月
八
日
北
畠
顕
信
御
教
書
（
南
部
光
徹
氏
所

蔵
文
書
）
を
掲
げ
る
。 

  
 
 
 

（
花
押
）
（
北
畠
顕
信
） 

 

其
堺
事
、
其
後
何
様
沙
汰
候
哉
、
諸
方
為
合
戦
之
最
中
之
由
令
申
之
間
、
當
國
事
、
方
々
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被
誘
仰
之
子
細
候
、
近
日
則
可
被
始
合
戦
候
、
其
方
事
、
先
々
如
被
仰
遣
、
忩
令
對
治
近

 
郡
者
、
可
為
當
方
合
力
候
、
委
細
之
旨
、
以
森
四
郎
左
衛
門
尉
被
仰
遣
之
由
候
也
、
仍
執

 

達
如
件
、 

 
 
 
 

九
月
八
日
（
興
国
二
年
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

左
近
将
監
（
五
辻
）
清
顕
奉 

 
 
 
 

南
部
遠
江
守
殿 

 
 

 
 
 
 

 

こ
れ
は
、
北
畠
顕
信
、
南
部
政
長
に
陸
奥
国
北
部
で
の
合
戦
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

「
其
堺
事
、
其
後
何
様
沙
汰
候
哉
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
顕
信
は
政
長
に
糠
部
の
状
況

 

を
問
い
合
わ
せ
た
。 

② 

「
忩
令
對
治
近
郡
者
、
可
為
當
方
合
力
候
、
委
細
之
旨
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
顕
信
は

 

政
長
に
早
く
近
郡
の
足
利
方
を
鎮
圧
す
る
こ
と
が
顕
信
軍
の
戦
い
に
協
力
す
る
こ
と
で

 

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。 

 
 

 

最
後
は
１
４
９
番
興
国
三
年
（
康
永
元
年
）
三
月
二
十
四
日
北
畠
顕
信
御
教
書
（
白
河
集

古
苑
所
蔵
白
河
結
城
文
書
）
を
掲
げ
る
。 

  
 
 
(

花
押
）
（
北
畠
顕
信
） 

都
算
下
向
之
時
、
委
被
申
候
間
、
諸
事
被
散
御
不
審
候
了
、
白
河
も
坂
東
邊
事
無
相
違
条
、

目
出
候
、
抑
此
邊
事
、
随
分
雖
被
廻
籌
策
候
、
于
今
遅
々
、
無
念
之
處
、
近
日
一
遍
可
然
子

細
出
来
候
事
、
已
可
為
近
日
候
歟
、
委
旨
難
被
載
状
候
間
、
専
使
ニ
被
仰
含
候
也
、
南
部·

河
村
同
心
候
て
可
令
上
洛
候
云
々
、
就
是
非
、
不
可
過
四
月
中
之
由
申
候
也
、
兼
又
五
辻
源
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少
納
言
（
顕
尚
）
構
要
害
、
於
伊
具
邊
對
治
凶
徒
候
者
、
可
為
此
邊
發
向
之
潤
色
、
可
為
此

事
候
間
、
被
相
越
伊
達
邊
候
、
就
其
中
村
・
黒
木
等
許
へ
可
令
勠
力
之
由
、
可
令
下
知
様
、

且
又
兵
粮
事
可
見
訪
之
由
、
同
可
有
御
下
知
候
者
、
尤
目
出
候
、 

一
、
府
中
對
治
事
、
自
其
邊
合
力
、
尤
可
為
大
切
之
由
、
葛
西
申
旨
候
、
委
被
仰
含
専
使
候

也
、
委
可
令
尋
聞
給
候
、
兼
又
那
須
彼
山
邊
事
、
能
々
可
被
相
誘
候
、
葛
西
姪
遠
江
守
有

別
心
之
由
、
風
聞
之
間
、
為
惣
領
計
、
此
間
令
討
伐
候
了
、
一
族
等
も
悦
喜
之
間
、
為
發

向
も
弥
心
安
被
思
食
候
所
候
也
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

三
月
廿
四
日
（
興
国
三
年
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

清
顕
（
五
辻
）
奉 

 
 

 
 

修
理
権
大
夫
（
結
城
親
朝
）
殿 

  

こ
れ
は
、
北
畠
顕
信
、
結
城
親
朝
に
対
し
、
南
部
氏
が
河
村
氏
と
同
心
し
て
上
洛
す
る
予

定
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

「
南
部·

河
村
同
心
候
て
可
令
上
洛
候
云
々
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
顕
信
は
結
城
に
南

 

部
氏
が
河
村
氏
と
同
心
し
て
上
洛
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
た
。 

② 

「
府
中
對
治
事
、
自
其
邊
合
力
、
尤
可
為
大
切
之
由
、
葛
西
申
旨
候
」
と
あ
る
こ
と
か

 

ら
、
こ
の
前
、
葛
西
氏
は
国
府
の
攻
略
に
は
白
河
結
城
親
朝
の
協
力
が
必
要
な
こ
と
を
北

 

畠
顕
信
に
説
い
た
。 

③ 

「
葛
西
姪
遠
江
守
有
別
心
之
由
、
風
聞
之
間
、
為
惣
領
計
、
此
間
令
討
伐
候
了
、
一
族

 

等
も
悦
喜
之
間
、
為
發
向
も
弥
心
安
被
思
食
候
所
候
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
葛
西
氏
の

 

姪
に
あ
た
る
「
遠
江
守
」
が
南
朝
に
謀
反
し
て
「
惣
領
」
に
討
た
れ
た
こ
と
を
述
べ
、
白

 

河
結
城
親
朝
が
白
河
か
ら
軍
勢
を
発
向
す
る
の
を
「
弥
心
安
被
思
食
候
所
候
」
で
あ
る
と

 

述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 
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以
上
６
点
の
史
料
を
通
し
て
、
顕
信
の
国
府
奪
回
作
戦
に
つ
い
て
、
次
の
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
。 

① 

興
国
元
年
（
暦
応
三
年
）
十
二
月
二
十
日
顕
信
は
、
陸
奥
国
府
の
奪
回
作
戦
を
南
部
政

 

長
に
指
示
を
与
え
た
。
１
４
４
番
に
よ
る
と
、
政
長
は
す
で
に
津
軽
安
藤
氏
の
一
部
を
南

 

朝
に
誘
い
、
ま
た
鹿
角
で
も
嫡
子
信
政
が
奮
戦
し
て
お
り
、
政
長
自
身
は
南
下
し
て
岩
手

 

郡
北
半
を
制
圧
し
て
西
根
に
要
害
を
構
え
て
い
た
。 

② 

前
述
の
よ
う
に
北
奥
の
軍
勢
が
南
下
す
る
準
備
が
進
ん
で
い
た
の
を
受
け
て
、
１
４
４

番
に
よ
る
と
、
顕
信
は
政
長
に
、
明
春
に
は
和
賀·
雫
石
の
軍
勢
と
合
流
し
て
志
和
郡
を

制
圧
す
る
こ
と
を
命
じ
、
そ
の
時
に
は
葛
西
氏
が
和
賀·
稗
貫
郡
ま
で
北
上
す
る
手
は
ず

で
あ
る
と
告
げ
て
い
る
。 

③ 

１
４
８
番
に
よ
る
と
、
暦
応
四
年
（
興
国
二
年
）
九
月
八
日
付
の
御
教
書
で
、
顕
信
は

 

政
長
に
糠
部
の
状
況
を
問
い
合
わ
せ
る
と
と
も
に
早
く
近
郡
の
足
利
方
を
鎮
圧
す
る
こ

 

と
を
命
じ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
南
部
氏
は
国
府
奪
回
作
戦
に
参
加
で
き
な
か
っ
た
こ
と

 

が
分
か
る
。 

④ 

結
局
、
顕
信
は
葛
西
氏
ら
を
主
力
軍
と
し
て
、
九
月
か
ら
三
迫
を
中
心
と
す
る
地
域
で

石
塔
義
房
率
い
る
足
利
方
と
激
戦
を
く
り
広
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
顕
信·

義
房
自
身
が

先
陣
に
立
つ
ほ
ど
の
戦
い
で
、
顕
信
が
優
勢
の
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
最
後
は
諸
方
か
ら
の

援
軍
を
得
た
義
房
が
翌
康
永
元
年(

興
国
三
年)

十
月
末
に
南
朝
方
の
津
久
裳
橋
城
を
落

と
し
て
勝
利
し
た
。(

八
戸
市
史
通
史
編
Ｐ
３
１
２)

(

２
４) 
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(
ロ)

南
部
政
長
の
帰
降 

 
南
部
政
長
の
帰
降
に
関
す
る
史
料
は
二
つ
の
類
別
に
分
け
ら
れ
る
。1

つ
は
北
朝
の
足
利

氏
か
ら
南
部
政
長
へ
の
勧
降
状
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
南
朝
の
後
村
上
天
皇
と
北
畠
顕
信

か
ら
南
部
政
長
へ
の
合
戦
の
恩
賞
で
あ
る
。
以
下
に
、
こ
の
よ
う
な
分
類
で
史
料
に
即
し
て

検
討
し
て
ゆ
く
。 

１
． 

北
朝
か
ら
南
部
政
長
へ
の
降
伏
勧
告 

 

こ
れ
に
関
す
る
史
料
は
編
年
史
料
編
１
３
９
番·

１
４
３
番·

１
４
５
番·

１
６
３
番·

１
６
４
番·

１
６
５
番
で
あ
る
。
ま
ず
１
３
９
番
暦
応
二
年
（
延
元
四
年
）
三
月
十
七
日
足

利
直
義
御
判
御
教
書
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
）
を
掲
げ
る
。 

  

参
御
方
者
、
本
領
事
任
被
定
置
之
旨
、
可
有
其
沙
汰
之
上
、
致
軍
忠
者
、
可
抽
賞
之
状
如

件 

 
 
 

暦
應
二
年
三
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
花
押
）
（
足
利
直
義
） 

 
 
 

南
部
六
郎
（
政
長
）
殿 

  

こ
れ
は
足
利
直
義
、
南
部
政
長
に
軍
勢
を
催
促
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の

よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

「
参
御
方
者
」
、
「
致
軍
忠
者
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
足
利
直
義
は
政
長
に
対
し
て
北

朝
へ
の
帰
順
を
促
す
勧
告
状
が
送
っ
た
。
政
長
が
味
方
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の

で
あ
る
。 

② 

「
南
部
六
郎
（
政
長
）
殿
」
の
宛
先
か
ら
、
足
利
方
は
南
部
政
長
の
官
職
を
承
認
し
な

か
っ
た
。 
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③ 

暦
応
二
年
（
延
元
四
年
）
五
月
二
十
日
の
曽
我
貞
光
軍
忠
状
の
中
で
、
津
軽
平
賀
郡
の

 
大
光
寺
合
戦
に
お
い
て
南
部
政
長
親
類
ら
が
大
光
寺
外
館
を
落
城
さ
せ
た
こ
と
が
あ
る

 

か
ら
、
政
長
は
こ
の
暦
應
二
年
三
月
十
七
日
の
催
促
状
を
無
視
し
て
南
朝
支
持
の
立
場
を

 

一
貫
し
た
こ
と
が
分
か
る
。 

  

次
は
１
４
３
番
暦
応
三
年
（
興
国
元
年
）
六
月
二
十
五
日
足
利
直
義
御
判
御
教
書
（
南
部

光
徹
氏
所
蔵
文
書
）
を
掲
げ
る
。 

  

参
御
方
、
可
令
抽
軍
忠
之
状
如
件
、 

 
 
 

暦
應
三
年
六
月
廾
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
花
押
）
（
足
利
直
義
） 

 

 
 
 

南
部
六
郎
（
政
長
）
殿 

  

こ
れ
は
、
足
利
直
義
、
南
部
政
長
に
軍
勢
を
催
促
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次

の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

 
 

① 

直
義
は
政
長
に
対
し
て
北
朝
へ
の
帰
順
を
促
す
勧
告
状
が
送
り
続
け
た
。
政
長
が
味
方

 

に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

② 

１
４
４
番
の
興
国
元
年
（
暦
応
三
年
）
十
二
月
二
十
日
北
畠
顕
信
御
教
書
に
よ
れ
ば
、

 

政
長
は
こ
の
時
既
に
津
軽
安
藤
氏
の
一
族
を
南
朝
に
誘
っ
た
。
政
長
の
嫡
子
信
政
が
鹿
角

 

で
奮
戦
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
政
長
は
こ
の
暦
應
三
年
六
月
廾
五
日
の
催
促
状
を
無
視

 

し
て
南
朝
支
持
の
立
場
を
一
貫
し
た
こ
と
が
分
か
る
。 

  

次
は
１
４
５
番
暦
応
四
年
（
興
国
二
年
）
二
月
七
日
足
利
直
義
御
判
御
教
書
（
盛
岡
南
部
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文
書)

を
掲
げ
る
。 

  

參
御
方
致
軍
忠
者
、
可
抽
賞
之
状
如
件
、 

 
 
 

暦
應
四
年
二
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
花
押
）
（
足
利
直
義
） 

 

 
 
 

南
部
六
郎
（
政
長
）
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

こ
れ
は
足
利
直
義
、
南
部
政
長
に
軍
勢
を
催
促
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の

よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

直
義
は
ま
だ
政
長
が
味
方
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

② 

１
４
６
番
の
暦
応
四
年
（
興
国
二
年
）
四
月
廿
日
五
辻
清
顕
奉
書
に
よ
れ
ば
、
閏
四
月

 

と
五
月
に
顕
信
は
結
城
親
朝
に
政
長
ら
の
活
躍
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と

 

か
ら
、
政
長
は
こ
の
暦
應
四
年
二
月
七
日
の
催
促
状
を
無
視
し
て
南
朝
支
持
の
立
場
を
一

 

貫
し
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 
 

 

次
は
政
長
の
降
伏
の
過
程
を
検
討
す
る
。
ま
ず
１
６
３
番
貞
和
二
年
（
正
平
元
年
）
四
月

十
一
日
足
利
直
義
御
判
御
教
書
（
盛
岡
南
部
文
書
）
を
掲
げ
る
。 

 
 

 

參
御
方
致
軍
忠
者
、
本
領
不
可
有
相
違
脱
之
状
如
件
、 

 
 
 

貞
和
二
年
四
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
花
押
）(

足
利
直
義
） 

 
 

 
 
 

南
部
遠
江
権
守
（
政
長
）
殿 

 
 

 

こ
れ
は
足
利
直
義
、
南
部
政
長
に
軍
勢
を
催
促
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の



 97 

よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 
直
義
は
ま
だ
政
長
が
味
方
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

② 

「
南
部
遠
江
権
守
（
政
長
）
殿
」
の
宛
先
か
ら
、
こ
の
時
、
足
利
方
は
南
部
政
長
へ
の

 

態
度
は
変
わ
っ
て
、
彼
の
官
職
を
承
認
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

  

次
は
１
６
４
番
貞
和
二
年
（
正
平
元
年
）
十
二
月
九
日
足
利
直
義
御
判
御
教
書
（
南
部
光

徹
氏
所
蔵
文
書
）
を
掲
げ
る
。 

 
 

 

參
御
方
、
令
對
治
奥
州
凶
徒
者
、
所
領
事
、
任
申
請
之
旨
、
可
有
沙
汰
之
状
如
件
、 

 
 
 

貞
和
二
年
十
二
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
花
押
）
（
足
利
直
義
） 

 

 
 
 

南
部
遠
江
守
（
政
長
）
殿 

  
 

こ
れ
は
足
利
直
義
、
南
部
政
長
に
軍
勢
を
催
促
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次

の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

直
義
は
ま
だ
政
長
が
味
方
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

② 

１
６
５
番
の
貞
和
二
年
（
正
平
元
年
）
十
二
月
二
十
一
日
足
利
尊
氏
御
判
御
教
書
に
よ

 

れ
ば
、
南
部
政
長
は
こ
の
貞
和
二
年
十
二
月
九
日
の
降
伏
勧
告
を
受
け
入
れ
、
降
伏
時
間

 

は
貞
和
二
年
十
二
月
九
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
と
推
定
で
き
る
。 

 

 
 

 

最
後
は
１
６
５
番
貞
和
二
年
（
正
平
元
年
）
十
二
月
二
十
一
日
足
利
尊
氏
御
判
御
教
書
案

（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
齋
藤
文
書
）
を
掲
げ
る
。 
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南
部
遠
江
守
（
政
長
）
降
参
事
、
就
注
進
状
所
成
御
教
書
也
、
此
上
之
儀
、
冝
有
計
沙

 
 

汰
之
状
如
件
、 

 
 
 

貞
和
二
年
十
二
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
判
（
足
利
尊
氏
） 

 
 

 
 
 

右
京
大
夫
（
吉
良
貞
家
）
殿 

 
 
 

右
馬
権
頭
（
畠
山
国
氏
）
殿 

 
 

 

こ
れ
は
足
利
尊
氏
、
奥
州
管
領
吉
良
貞
家
・
畠
山
国
氏
に
、
南
部
政
長
が
降
参
し
た
た
め

御
教
書
を
出
し
た
こ
と
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か

る
。 

① 

「
南
部
遠
江
守
（
政
長
）
降
参
事
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
南
部
政
長
は
つ
い
に

 

足
利
直
義
の
降
伏
勧
告
を
受
け
入
れ
た
。 

② 

「
此
上
之
儀
、
冝
有
計
沙
汰
之
状
如
件
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
部
政
長
降
参
の
手
続

 

き
は
奥
州
管
領
吉
良
貞
家
・
畠
山
国
氏
に
委
ね
た
。 

  

２
．
南
朝
か
ら
南
部
政
長
へ
の
合
戦
の
恩
賞 

 

こ
れ
に
関
す
る
史
料
は
編
年
史
料
編
１
５
０
番·

１
５
６
番·

１
５
７
番·

１
５
８
番
で

あ
る
。
ま
ず
１
５
０
番
「
源
氏
南
部
八
戸
家
系
」
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
）
中
の
記
事
を

掲
げ
る
。 

 
 

政
長 

 
 
 
 

（
中
略
） 

 
 
 
 

（
政
長
） 
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同
興
国
三
年
後
村
上
天
皇
叡
感
政
長
之
忠
戦
度
々
抜
群
、
乃
賜
太
刀
一
腰
、
甲
冑
一
領
以

 
為
家
宝
、
伝
子
孫
、 

 
 
 
 

（
以
下
略
） 

  

こ
れ
は
南
部
政
長
、
後
村
上
天
皇
よ
り
太
刀·

甲
冑
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
な
か
の
「
後
村
上
天
皇
叡
感
政
長
之
忠
戦
度
々
抜
群
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
長
は
軍

功
で
天
皇
か
ら
の
恩
賞
を
得
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
い
つ
の
こ
と
で
あ
る
か
、

明
確
で
は
な
い
。 

  

次
は
１
５
６
番
興
国
六
年
（
貞
和
元
年
）
二
月
十
八
日
北
畠
顕
信
袖
判
下
文
（
南
部
光
徹

氏
所
蔵
文
書
）
を
掲
げ
る
。 

  
 
 

（
花
押
）
（
北
畠
顕
信
） 

 

可
令
早
南
部
遠
江
守
源
朝
臣
政
長
領
知
、
陸
奥
國(

甘)

加
美
郡
〔
高
氏(

足
利
）
跡
〕
事 

 

右
、
為
勲
功
賞
、
所
被
宛
行
也
、
早
守
先
例
、
可
致
其
沙
汰
之
状
、
所
仰
如
件
、 

 
 
 
 

興
國
六
年
二
月
十
八
日 

 
 

 

こ
れ
は
北
畠
顕
信
は
南
部
政
長
に
陸
奥
国
加
美
郡
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か

ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

「
為
勲
功
賞
、
所
被
宛
行
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
長
は
軍
功
で
北
畠
顕
信
か
ら
の

 

恩
賞
を
得
る
。 

② 

陸
奥
国
加
美
郡
は
鎌
倉
期
以
来
の
足
利
氏
所
領
だ
か
ら
、
こ
れ
は
絵
に
描
い
た
餅
の
よ
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う
な
恩
賞
だ
が
、
そ
れ
で
も
恩
賞
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
ら
な
い
。(

八
戸
市
史
通
史
編

 
Ｐ
３
１
２)

(

２
５) 

 
 

  

次
は
１
５
７
番
興
国
六
年
（
貞
和
元
年
）
三
月
二
十
六
日
北
畠
顕
信
御
教
書
（
盛
岡
南
部

家
文
書
）
を
掲
げ
る
。 

  
 

（
花
押
）
（
北
畠
顕
信
） 

 

度
々
合
戦
被
致
忠
節
之
次
第
、
被
聞
食
及
候
了
、
感
悦
不
少
、
向
後
弥
可
被
抽
無
二
之
忠
、

 

且
追
可
有
其
賞
之
由 

将
軍
（
北
畠
顕
信
）
仰
也
、
仍
執
達
如
件
、 

 
 
 

興
國
六
年
三
月
廿
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

民
部
権
少
輔
（
五
辻
）
清
顕
奉 

 
 
 

南
部
左
近
將
監
（
信
政
）
殿 

  

こ
れ
は
北
畠
顕
信
、
南
部
信
政
の
戦
功
を
賞
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ

う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

「
且
追
可
有
其
賞
之
由
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
あ
と
も
南
部
信
政
へ
の
賞
を
あ
た

 

え
る
。 

② 

こ
の
恩
賞
と
前
回
の
南
部
政
長
に
陸
奥
国
加
美
郡
を
与
え
た
こ
と
を
あ
わ
せ
て
考
え

 

る
と
、
こ
れ
は
顕
信
が
根
城
南
部
氏
に
再
度
の
挙
兵
を
促
し
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。 

  

次
は
１
５
８
番
興
国
六
年
（
貞
和
元
年
）
三
月
二
十
七
日
北
畠
顕
信
挙
状
（
南
部
光
徹
氏

所
蔵
文
書
）
を
掲
げ
る
。 
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（
花
押
）
（
北
畠
顕
信
） 

 
可
被
挙
申 

達
智
門
女
院
（
奨
子
内
親
王
）
也
、 

 
 

（
花
押
）
（
北
畠
顕
信
） 

 

申 

右
近
蔵
人 

 
 

源
信
政 

 

興
國
六
年
三
月
廿
七
日 

  

こ
れ
は
北
畠
顕
信
は
南
部
信
政
に
右
近
蔵
人
任
官
の
推
挙
状
を
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
史
料
か
ら
、
北
畠
顕
信
は
南
部
信
政
を
右
近
蔵
人
任
官
の
官
職
に
与
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

  

以
上
１
４
点
の
史
料
を
通
し
て
、
南
部
政
長
の
帰
降
に
つ
い
て
、
次
の
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
。 

① 

１
３
９
番·

１
４
３
番·

１
４
５
番·

１
６
３
番·

１
６
４
番
に
よ
れ
ば
、
暦
応
二
年

（
延 

元
四
年
）
三
月
十
七
日
か
ら
貞
和
二
年
（
正
平
元
年
）
十
二
月
九
日
ま
で
、
北
朝
の

足
利 

方
か
ら
南
部
政
長
へ
の
降
伏
の
誘
い
が
あ
っ
た
。 

② 

１
４
６
番
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
、
南
部
政
長
実
際
に
は
南
朝
方
と
し
て
活
動
し
て
い
た
。

 

暦
応
四
年(

興
国
二
年)

の
春
、
こ
の
前
年
に
北
畠
顕
信
の
命
を
受
け
て
南
進
を
開
始
し
、

 

岩
手
郡
の
栗
屋
河
（
厨
川
）
で
北
朝
方
の
稗
貫
勢
を
破
っ
て
和
賀
郡
に
進
み
、
顕
信
と
呼

 

応
し
て
多
賀
国
府
の
挟
撃
を
図
っ
た
が
、
北
朝
方
の
奥
州
総
大
将
・
石
塔
義
房

の
策
謀

で 

曾
我
勢
に
居
城
の
根
城
を
衝
か
れ
た
こ
と
か
ら
軍
勢
を
返
し
た
た
め
、
顕
信
の
多
賀
国

府 

奪
還
は
成
ら
な
か
っ
た
。 

③ 

北
朝
か
ら
の
の
降
伏
勧
告
を
受
け
入
れ
る
時
間
は
貞
和
二
年
十
二
月
九
日
か
ら
二
十

http://www7a.biglobe.ne.jp/%7Eechigoya/jin/IshidouYoshifusa.html
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一
日
ま
で
と
推
定
で
き
る
。 

 
④ 
１
５
０
番·

１
５
６
番·

１
５
７
番·

１
５
８
番
に
よ
れ
ば
、
南
朝
の
後
村
上
天
皇
と

北 

畠
顕
信
か
ら
南
部
政
長
へ
の
合
戦
の
恩
賞
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
両
方
と
も
南
部
政
長

の 

支
持
が
ほ
し
が
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。 

 (

ハ)

南
部
政
長
の
死
去 

  

こ
れ
に
関
す
る
史
料
は
１
７
２
番·

１
７
３
番·

１
７
５
番
で
あ
る
。
ま
ず
１
７
２
番
正

平
五
年
（
観
応
元
年
）
六
月
十
八
日
北
畠
顕
信
書
状
（
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
）
を
掲
げ
る
。 

 
 

 

其
後
無
指
事
之
間
、
不
申
遣
候
、
兼
又
上
田
城
（
岩
手
県
盛
岡
市
）
事
、
成
和
与
之
儀
候

 

之
間
、
遣
此
邊
之
軍
勢
、
御
方
を
も
無
相
違
ひ
か
せ
て
候
、
就
其
者
、
以
此
仁
申
遣
子
細

 

候
、
被
思
案
候
て
、
可
承
左
右
候
也
、
状
如
件
、 

 
 
 
 

六
月
十
八
日
（
正
平
五
年
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
花
押
）
（
北
畠
顕
信
） 

 

 
 
 
 

南
部
前
遠
江
守
殿(

政
長)

 

  

こ
れ
は
北
畠
顕
信
、
上
田
城
を
め
ぐ
る
和
議
の
こ
と
に
つ
い
て
南
部
政
長
へ
使
者
を
遣
わ

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
南
部
政
長
は
足
利
方
に
降
伏
し
た
後
も
北
畠
顕
信
と
連

絡
を
取
り
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
時
、
彼
の
立
場
は
安
定
し
な
か
っ
た
こ
と
と
推
測

で
き
る
。 

  

次
は
１
７
３
番
正
平
五
年
（
観
応
元
年
）
八
月
十
五
日
南
部
政
長
譲
状
（
南
部
光
徹
氏
所
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蔵
文
書
）
を
掲
げ
る
。 

 

「
三
郎
譲
状
」 

 

譲
渡 

 

陸
奥
國
糠
部
郡
内 

 

八
戸 

 

右
、
彼
と
こ
ろ
（
所
）
ハ
、
く
ん
こ
う
の
し
や
う
（
勲
功
賞
）
た
る
あ
ひ
た
（
間
）
、
政

 

長
知
行
せ
し
む
る
を
、
信
光
に
譲
あ
た
ふ
る
物
な
り
、
彼
譲
状
を
ま
ほ
（
守
）
り
て
、
は

 

い
り
や
う
（
拝
領
）
す
へ
し
、 

 
 
 
 

正
平
五
年
〔
戊
／
刀
〕
八
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前
遠
江
守
源
（
南
部
）
政
長
（
花
押
） 

 

「
こ
け
（
後
家
）
御
せ
ん
（
前
）
の
御
譲
状
」 

 

譲
渡 

 

陸
奥
國
糠
部
郡
内 

 

七
戸 

 

右
、
か
の
と
こ
ろ
（
彼
所
）
ハ
、
く
ん
こ
う
の
し
や
う
（
勲
功
賞
）
た
る
に
よ
り
て
、
政

 

長
知
行
せ
し
む
る
あ
ひ
た
（
間
）
、
後
家
に
譲
所
也
、
但
政
光
せ
い
し
ん
（
成
人
）
せ
は
、

 

半
分
ハ
た
（
給
）
ふ
へ
し
、
い
ま
半
分
を
ハ
、
一
期
の
ゝ
ち
（
後
）
二
人
の
こ
と
も
（
子

 

供
）
の
な
か
に
、
心
さ
し
あ
ら
ん
に
た
ふ
へ
し
、 

 
 
 
 

正
平
五
年
〔
戊
／
刀
〕
八
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前
遠
江
守
源
（
南
部
）
政
長
（
花
押
） 
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こ
れ
は
南
部
政
長
、
八
戸
を
子
息
信
光
に
譲
与
し
た
。
ま
た
七
戸
を
後
家
に
譲
与
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

「
く
ん
こ
う
の
し
や
う
（
勲
功
賞
）
た
る
あ
ひ
た
（
間
）
」
、
「
く
ん
こ
う
の
し
や
う

 

（
勲
功
賞
）
た
る
に
よ
り
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
八
戸
も
七
戸
も
勲
功
賞
で
譲
与
し
た
。 

② 

「
後
家
に
譲
所
也
、
但
政
光
せ
い
し
ん
（
成
人
）
せ
は
、
半
分
ハ
た
（
給
）
ふ
へ
し
」

 

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
部
政
光
は
成
人
の
後
、
七
戸
の
半
分
を
与
え
ら
れ
る
約
束
が
あ
る
。 

  

最
後
は
１
７
５
番
「
源
氏
南
部
八
戸
家
系
」
（
遠
野
南
部
家
文
書)

政
長
中
の
記
事
を
掲

げ
る
。 

  
 

政
長 

 
 
 
 

（
中
略
） 

 
 
 
 

（
政
長
） 

 

南
朝
正
平
五
年
八
月
十
七
日
卒
、
法
諱
舜
叟
敲
堯
、 

  

こ
れ
は
八
月
十
七
日
、
南
部
政
長
死
去
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

  

以
上
３
点
の
史
料
を
通
し
て
、
南
部
政
長
の
帰
降
か
ら
死
去
ま
で
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

① 

政
長
は
足
利
方
に
降
伏
し
た
後
も
北
畠
顕
信
と
連
絡
を
取
り
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
彼
の

 

立
場
は
安
定
し
な
か
っ
た
こ
と
と
み
ら
れ
る
。
政
長
の
降
伏
の
真
偽
に
つ
い
て
は
疑
わ
し

 

い
。 

② 

正
平
五
年
（
観
応
元
年
）
八
月
没
す
る
間
際
、
八
戸
を
孫
の
信
光
に
、
七
戸
郷
を
先
だ
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っ
て
死
去
し
た
嫡
男
信
政
の
後
家
に
割
譲
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
南
部
政
光
は
成
人
の
後
、

 

七
戸
の
半
分
を
与
え
ら
れ
る
約
束
が
あ
る
。 

 
 

 

以
上
、
南
部
氏
文
書
の
中
、
北
畠
顕
家
の
遠
征
と
師
行·

政
長
に
関
す
る
史
料
を
全
部
検

討
し
た
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。 

① 

建
武
二
年
十
一
月
二
十
二
日
北
畠
顕
家
は
後
醍
醐
天
皇
の
綸
旨
を
奉
じ
、
奥
州
の
大
軍

 

を
率
い
て
上
洛
し
た
。
こ
の
時
南
部
師
行·

南
部
政
長
の
嫡
子
信
政
も
参
戦
し
た
。
建
武

 

三
年
三
月
ご
ろ
北
畠
奥
州
軍
、
帰
還
を
開
始
し
、
五
月
末
に
は
多
賀
城
に
戻
っ
て
い
る
。

 

こ
れ
が
北
畠
顕
家
の
第
１
回
遠
征
で
あ
る
。
し
か
し
南
部
師
行
は
、
直
ち
に
糠
部
に
戻
っ

 

た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
時
国
府
に
滞
在
し
、
顕
家
に
近
侍
し
て
国
府
の
警
固
な
ど
を
担

 

当
し
て
い
た
。
師
行
が
不
在
の
期
間
は
、
北
畠
顕
家
は
政
長
に
郡
内
の
治
安
維
持
を
命
じ

 

て
い
た
。
即
ち
政
長
が
師
行
に
代
わ
っ
て
糠
部
郡
奉
行
と
し
て
の
職
務
を
果
た
し
て
い
た
。 

② 

建
武
四
年
（
延
元
二
年
）
八
月
十
九
日
北
畠
顕
家
率
い
る
奥
州
勢
、
白
河
関
を
越
え
て

 

西
上
し
た
。
そ
の
軍
勢
の
中
に
南
部
師
行
が
み
え
た
。
建
武
五
年
（
延
元
三
年
）
正
月
二

 

十
八
日
に
は
顕
家
軍
は
さ
ら
に
進
軍
し
、
先
陣
は
美
濃
国
垂
井(

岐
阜
県
垂
井
町)

に
至
っ

 

た
。
そ
こ
で
の
戦
い
で
は
、
南
部·

下
山·

結
城
氏
三
千
騎
が
足
利
方
の
今
川·

三
浦
氏

を 

破
っ
た
。
し
か
し
そ
の
勝
利
も
こ
こ
ま
で
だ
っ
た
。
建
武
五
年
（
延
元
三
年
）
五
月
二

十 

二
日
、
北
畠
顕
家
、
和
泉
堺
浦
で
足
利
軍
に
敗
れ
、
戦
死
し
た
。
南
部
師
行
も
ま
た
戦

死 

し
た
と
い
う
。
こ
れ
が
北
畠
顕
家
の
第
２
回
遠
征
で
あ
る
。 

③ 

北
畠
顕
家
と
南
部
師
行
の
死
後
、
後
継
者
の
北
畠
顕
信
と
南
部
政
長
は
国
府
奪
回
作
戦

 

を
確
立
し
た
。
興
国
元
年
（
暦
応
三
年
）
十
二
月
二
十
日
顕
信
は
、
作
戦
の
こ
と
を
南
部

 

政
長
に
指
示
を
与
え
た
。
政
長
は
す
で
に
津
軽
安
藤
氏
の
一
部
を
南
朝
に
誘
い
、
ま
た
鹿
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角
で
も
嫡
子
信
政
が
奮
戦
し
て
お
り
、
政
長
自
身
は
南
下
し
て
岩
手
郡
北
半
を
制
圧
し
て

 
西
根
に
要
害
を
構
え
て
い
た
。
北
奥
の
軍
勢
が
南
下
す
る
準
備
が
進
ん
で
い
た
の
を
受
け

 

て
、
顕
信
は
政
長
に
、
明
春
に
は
和
賀·

雫
石
の
軍
勢
と
合
流
し
て
志
和
郡
を
制
圧
す
る

 

こ
と
を
命
じ
、
そ
の
時
に
は
葛
西
氏
が
和
賀·

稗
貫
郡
ま
で
北
上
す
る
手
は
ず
で
あ
る
と

 

告
げ
て
い
る
。
暦
応
四
年
（
興
国
二
年
）
九
月
八
日
付
の
御
教
書
で
、
顕
信
は
政
長
に
糠

 

部
の
状
況
を
問
い
合
わ
せ
る
と
と
も
に
早
く
近
郡
の
足
利
方
を
鎮
圧
す
る
こ
と
を
命
じ

 

た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
南
部
氏
は
国
府
奪
回
作
戦
に
参
加
で
き
な
か
っ
た
で
あ
る
こ
と
が

 

分
か
る
。
結
局
、
顕
信
は
葛
西
氏
ら
を
主
力
軍
と
し
て
、
九
月
か
ら
三
迫
を
中
心
と
す
る

 

地
域
で
石
塔
義
房
率
い
る
足
利
方
と
激
戦
を
く
り
広
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
顕
信·

義
房

 

自
身
が
先
陣
に
立
つ
ほ
ど
の
戦
い
で
、
顕
信
が
優
勢
の
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
最
後
は
諸
方

 

か
ら
の
援
軍
を
得
た
義
房
が
翌
康
永
元
年(

興
国
三
年)

十
月
末
に
南
朝
方
の
津
久
裳
橋

 

城
を
落
と
し
て
勝
利
し
た
。 

④ 

暦
応
二
年
（
延
元
四
年
）
三
月
十
七
日
か
ら
貞
和
二
年
（
正
平
元
年
）
十
二
月
九
日
ま

 

で
、
北
朝
の
足
利
方
か
ら
南
部
政
長
へ
の
降
伏
の
誘
い
が
あ
っ
た
。
そ
の
降
伏
勧
告
を
受

 

け
入
れ
る
時
間
は
貞
和
二
年
十
二
月
九
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
と
推
定
で
き
る
。 

⑤ 

政
長
は
足
利
方
に
降
伏
し
た
後
も
北
畠
顕
信
と
連
絡
を
取
り
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
彼
の

 

立
場
は
安
定
し
な
か
っ
た
こ
と
と
み
ら
れ
る
。
政
長
の
降
伏
の
真
偽
に
つ
い
て
は
疑
わ
し

 

い
。
正
平
五
年
（
観
応
元
年
）
八
月
没
す
る
間
際
、
八
戸
を
孫
の
信
光
に
、
七
戸
郷
を
先

 

だ
っ
て
死
去
し
た
嫡
男
信
政
の
後
家
に
割
譲
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
南
部
政
光
は
成
人
の

 

後
、
七
戸
の
半
分
を
与
え
ら
れ
る
約
束
が
あ
る
。 

む
す
び 

  

以
上
、
鎌
倉
期
の
南
部
氏
の
始
ま
り
か
ら
、
南
北
朝
期
八
戸
南
部
氏
の
文
献
検
討
を
通
じ
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て
、
南
部
氏
一
族
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。 

 
第
一
章
で
は
、
糠
部
南
部
氏
の
由
来
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
ま
た
鎌
倉
期
の
南
部
氏
に
つ

い
て
、
個
々
の
史
料
を
検
討
し
、
鎌
倉
時
代
の
南
部
氏
一
族
が
御
家
人
と
し
て
活
動
し
て
い

た
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
「
南
部
氏
文
書
」
の
性
格
に
つ
い
て
、
根
城
南
部
氏
の
家
伝
文

書
で
、
現
在
に
は
奥
州
北
部
の
中
世
の
歴
史
を
具
体
的
に
示
し
て
史
料
的
な
価
値
が
高
い
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。 

 

第
二
章
で
は
、
第
一
節
と
し
て
、
代
表
的
な
先
行
研
究
で
あ
る
佐
藤
進
一
氏
の
『
南
北
朝

の
動
乱
』
、
ま
た
こ
の
時
期
の
陸
奥
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
奥
州
小
幕
府
を
紹
介
す
る
遠
藤
巌

氏
の
「
建
武
政
権
下
の
陸
奥
国
府
に
関
す
る
一
考
察
」
、
「
南
北
朝
内
乱
の
中
で
」
の
内
容

を
、
本
稿
の
問
題
関
心
に
か
か
わ
る
範
囲
で
紹
介
し
た
。 

 

第
二
節
で
は
、
南
部
師
行
の
糠
部
郡
奉
行
と
し
て
の
諸
側
面
に
つ
い
て
、
糠
部
郡
奉
行
と

は
い
っ
て
も
南
部
師
行
の
管
轄
地
域
は
糠
部
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

比
内
・
鹿
角
・
久
慈
・
閉
伊
の
諸
郡
及
び
遠
野
保
で
の
任
務
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
の
伊
達
氏
は
、
義
良
親
王
を
奉
じ
て
奥
州
鎮
定
の
た
め
に
下
向

し
た
北
畠
顕
家
に
属
し
、
式
評
定
衆
と
な
っ
た
。
北
条
氏
残
党
の
乱
で
は
、
連
動
し
て
蜂
起

し
た
北
条
方
の
与
党
を
討
っ
た
。
伊
達
氏
一
族
こ
の
時
期
の
拠
点
は
、
陸
奥
国
伊
達
郡(

現

在
の
福
島
県
伊
達
市
地
域)

で
あ
る
。
も
と
も
と
糠
部
郡
の
領
主
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
た

が
っ
て
こ
の
打
渡
は
、
単
純
な
新
恩
の
給
付
の
結
果
と
い
え
る
。 

鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
時
点

で
、
横
溝
一
族
が
分
裂
し
た
。
北
条
氏
残
党
に
味
方
を
し
て
い
た
の
は
、
横
溝
浄
円
、
孫
二

郎
入
道
と
横
溝
六
郎
三
郎
入
道
で
あ
る
。
新
政
府
に
協
力
し
た
の
は
、
横
溝
孫
六
重
頼
と
横

溝
彦
三
郎
祐
貞
で
あ
る
。
鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
時
点
で
、
工
藤
一
族
も
分
裂
し
た
。
北
条
氏
残

党
に
見
方
を
し
て
い
た
の
は
八
戸
工
藤
左
衛
門
次
郎
と
工
藤
右
近
将
監
で
あ
る
。
新
政
府
に
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協
力
し
た
の
は
、
工
藤
景
資
で
あ
る
。
糠
部
郡
内
の
闕
所
地
は
、
郡
外
の
武
士
伊
達
氏
一
族
、

郡
奉
行
の
中
条
時
長
及
び
郡
内
の
武
士
横
溝
氏·

工
藤
氏
一
族
に
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
こ
と
は
国
府
の
糠
部
郡
内
勢
力
の
牽
制
の
政
策
の
一
つ
と
み
ら
れ
る
。 

 

第
三
節
で
は
、
北
畠
顕
家
の
第
１
回
と
第
２
回
遠
征
の
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
北
畠
顕
家

と
南
部
師
行
の
死
後
、
後
継
者
の
北
畠
顕
信
と
南
部
政
長
は
国
府
奪
回
作
戦
を
確
立
し
た
。

結
局
、
顕
信
が
優
勢
の
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
最
後
は
諸
方
か
ら
の
援
軍
を
得
た
義
房
が
翌
康

永
元
年(

興
国
三
年)

十
月
末
に
南
朝
方
の
津
久
裳
橋
城
を
落
と
し
て
勝
利
し
た
。
暦
応
二
年

（
延
元
四
年
）
三
月
十
七
日
か
ら
貞
和
二
年
（
正
平
元
年
）
十
二
月
九
日
ま
で
、
北
朝
の
足

利
方
か
ら
南
部
政
長
へ
の
降
伏
の
誘
い
が
あ
っ
た
。
そ
の
降
伏
勧
告
を
受
け
入
れ
る
時
間
は

貞
和
二
年
十
二
月
九
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
と
推
定
で
き
る
。
政
長
は
足
利
方
に
降
伏
し
た

後
も
北
畠
顕
信
と
連
絡
を
取
り
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
彼
の
立
場
は
安
定
し
な
か
っ
た
こ
と
と

み
ら
れ
る
。
政
長
の
降
伏
の
真
偽
に
つ
い
て
は
疑
わ
し
い
。
正
平
五
年
（
観
応
元
年
）
八
月

没
す
る
間
際
、
八
戸
を
孫
の
信
光
に
、
七
戸
郷
を
先
だ
っ
て
死
去
し
た
嫡
男
信
政
の
後
家
に

割
譲
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
南
部
政
光
は
成
人
の
後
、
七
戸
の
半
分
を
与
え
ら
れ
る
約
束
が

あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。 

 

以
上
を
通
じ
て
、
糠
部
南
部
氏
の
由
来
と
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
糠
部
郡
奉
行
の
南
部
氏

の
活
動
を
確
認
で
き
た
。
八
戸
南
部
氏
は
陸
奥
国
府
の
現
地
奉
行
と
し
て
、
治
安
維
持
、
所

領
打
渡
、
合
戦
の
従
軍
な
ど
の
義
務
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
た
だ
し
、
本
稿
で
述
べ
た

こ
と
か
ら
は
、
『
八
戸
市
史
通
史
編
』
で
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
を
史
料
に

即
し
て
確
認
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
と
は
言
え
、
左
の
点
に
は
独
自
の

考
察
を
試
み
た
つ
も
り
で
あ
る
。 

① 

８
１
番
の
「
鹿
角
郡
闕
所
少
々
、
所
被
宛
行
地
頭
等
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
打
渡
文
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書
を
発
給
す
る
際
、
完
全
的
な
指
定
制
で
は
な
く
、
後
で
郡
奉
行
に
任
す
、
分
け
る
場 

 
合
も
あ
る
。 

② 

１
０
７
番
の
「
若
又
有
申
異
儀
之
輩
者
、
可
被
注
進
交
名
者
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
南

 

部
師
行
の
役
割
は
治
安
維
持
で
あ
る
が
、
不
当
行
為
を
働
い
た
人
び
と
に
対
す
る
処
置
の

 

決
定
権
は
有
さ
ず
、
最
終
的
な
決
定
は
国
衙
が
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

③ 

糠
部
郡
内
の
所
領
打
渡
に
つ
い
て
、
横
溝
一
族
の
闕
所
地
は
、
大
体
そ
の
一
族
内
の
新

 

政
府
協
力
者
に
打
渡
し
た
。
こ
れ
は
新
政
府
の
招
降
政
策
の
一
つ
と
見
ら
れ
る
方
が
い
い

 

と
思
う
。 

④ 

一
面
、
横
溝
一
族
の
闕
所
地
は
、
糠
部
郡
外
の
伊
達
氏
に
も
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
点
か

 

ら
見
る
と
、
国
府
は
新
政
府
に
協
力
し
た
重
頼
・
祐
貞
に
対
し
て
、
そ
ん
な
に
信
用
で
は

 

な
い
、
む
し
ろ
、
闕
所
地
の
打
渡
を
通
じ
、
横
溝
一
族
の
勢
力
を
削
減
す
る
意
が
あ
る
。 

⑤ 

工
藤
一
族
の
闕
所
地
は
、
伊
達
一
族
に
あ
げ
ら
れ
た
。
ま
た
新
政
府
に
協
力
し
た
工
藤

 

景
資
の
方
は
、
別
の
闕
所
地
を
得
た
。
こ
れ
は
国
府
が
勢
力
バ
ラ
ン
ス
た
め
、
闕
所
地
を

 

再
配
分
の
措
置
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。 

⑥ 

貞
和
二
年
（
正
平
元
年
）
四
月
十
一
日
足
利
直
義
御
判
御
教
書
（
盛
岡
南
部
文
書
）
の

 

中
で
は
、
「
南
部
遠
江
権
守
（
政
長
）
殿
」
の
宛
先
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
、
足
利
方
は

 

南
部
政
長
へ
の
態
度
は
変
わ
っ
て
、
彼
の
官
職
を
承
認
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

⑦ 

政
長
は
足
利
方
に
降
伏
し
た
後
も
北
畠
顕
信
と
連
絡
を
取
り
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
彼
の

 

立
場
は
安
定
し
な
か
っ
た
こ
と
と
み
ら
れ
る
。
政
長
の
降
伏
の
真
偽
に
つ
い
て
は
疑
わ
し

 

い
。 

 

史
料
は
『
八
戸
市
史
史
料
編
』
所
載
の
も
の
に
限
定
さ
れ
、
し
か
も
南
部
家
文
書
を
中
心

に
検
討
し
た
。
だ
た
し
、
当
該
期
の
奥
羽
北
部
全
体
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
で
は
不
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十
分
で
あ
り
、
様
々
な
合
戦
記
、
地
方
史
等
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

                                    

修
士
論
文 

註 

(

１)  

『
八
戸
市
史
』 

通
史
編 

原
始·

古
代·

中
世 

(

二
○
一
五)

 

２
８
７
～
２

 
 
 
 
 

８
８
頁 
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(

２)  

『
新
訂
増
補
国
史
大
系 

尊
卑
分
脈
』(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四)

 

(
３)  
『
八
戸
市
史
』 

通
史
編 

原
始·

古
代·

中
世 

(

二
○
一
五)

 

３
２
０
頁 

(

４)  
『
新
編
八
戸
市
史
』
中
世
資
料
編 

編
年
資
料 

(

二
○
一
五)

 

４
５
４
頁 

(

５)  

『
新
訂
増
補
国
史
大
系 

吾
妻
鏡
』(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八)

 

(

６)  

『
大
日
本
古
文
書
』(

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
二
○
一
六)

 

(

７)  

『
新
編
八
戸
市
史
』
中
世
資
料
編 

編
年
資
料 

(

二
○
一
五)

 

４
６
０
頁 

(

８)  

佐
藤
進
一
『
日
本
の
歴
史
９ 
南
北
朝
の
動
乱
』(

中
央
公
論
新
社
、
一
九
七
四)

 

(

９)  

田
中
健
夫
『
中
世
対
外
関
係
史
』(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五)

 

(

１
０)  

佐
藤
和
彦
『
南
北
朝
内
乱
史
論
』(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九)

 

(

１
１)  

森
茂
暁
『
南
北
朝
期 

公
武
関
係
史
の
研
究
』(
文
献
出
版
、
一
九
八
四)

 

(

１
２)  

遠
藤
巌
「
建
武
政
権
下
の
陸
奥
国
府
に
関
す
る
一
考
察
」(

『
日
本
古
代·

中

 
 
 
 

世
史
の
地
方
的
展
開
』 

一
九
七
三)

 

(

１
３)  

永
原
慶
二
「
北
畠
親
房
」(

『
日
本
人
物
史
大
系
』
２
中
世 

一
九
五
九)

 

(

１
４)  

『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
七(

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
二
○
一
六)

 

(

１
５)  

遠
藤
巌
「
奥
州
管
領
お
ぼ
え
書
き
」(

『
歴
史
』
三
八 

一
九
六
九)

 

(

１
６)  

遠
藤
巌
「
南
北
朝
内
乱
の
中
で
」(

小
林
清
治·

大
石
直
正
編
『
中
世
奥
羽
の

 
 
 
 

世
界
』 

一
九
七
八)
 

(

１
７)  

『
太
平
記
』(

岩
波
書
店
、
二
○
一
七)

 

(

１
８)  

『
保
暦
間
記
』(

和
泉
書
院
、
一
九
九
九)

 

(

１
９)  

『
八
戸
市
史
』 

通
史
編 

原
始·

古
代·

中
世 

(

二
○
一
五)

 

３
０
１

頁 

 
(

２
０)

『
八
戸
市
史
』 

通
史
編 

原
始·

古
代·

中
世 

(

二
○
一
五)

 

２
９
６
～
２
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９
７
頁 

 
(

２
１)

『
八
戸
市
史
』 

通
史
編 

原
始·

古
代·

中
世 

(

二
○
一
五)

 

６
１
１
頁 

 
(

２
２)
『
八
戸
市
史
』 

通
史
編 

原
始·

古
代·

中
世 

(

二
○
一
五)

 

６
１
０
頁 

 
(

２
３)

『
八
戸
市
史
』 

通
史
編 

原
始·

古
代·

中
世 

(

二
○
一
五)

 

３
１
０
頁 

 
(

２
４)

『
八
戸
市
史
』 

通
史
編 

原
始·

古
代·

中
世 

(

二
○
一
五)

 

３
１
２
頁 

 
(

２
５)

『
八
戸
市
史
』 

通
史
編 

原
始·

古
代·

中
世 

(

二
○
一
五)

 

３
１
２
頁 

 
 

                            

附
録 
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南
部
文
書
現
代
語
訳 

①
７
０
番 

 
 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
三
節 

Ｐ
３
１
９ 

重
泰
召
文
案(
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

時
長·

師
行
、
政
長
ら
が
申
す
、
甲
斐
国
南
部
鄕
内
の
村
以
下
地
頭
職
の
こ
と
に
つ
い
て
、

成
行
を
呼
び
出
す
、
急
ぎ
探
し
調
べ
る
よ
う
に
な
り
、
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
。 

十
月
廿
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重
泰 

②
７
１
番 

 
 
 
 

北
畠
顕
家
下
文(

結
城
神
社
所
蔵
結
城
小
峯
文
書)

 

(

北
畠
顕
家 

花
押)

 

下
す 

糠
部
郡 

結
城
親
朝
は
早
く
糠
部
郡
九
戸
の
土
地(

右
馬
権
頭
茂
時
跡)

を
領
知
す
る
こ
と
を
命
令
し

た
。 

右
の
人
、
九
戸
を
領
知
す
る
こ
と
を
命
令
し
た
。
貢
馬
以
下
の
者
、
懈
怠
し
な
い
よ
う
に
取

り
計
ら
う
。
命
じ
ら
れ
た
こ
と
は
こ
の
と
お
り
で
す
。 

元
弘
三
年
十
二
月
十
八
日 

③
７
５
番 

 
 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
三
節 

Ｐ
３
０
０ 

南
部
師
行
寄
進
状(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

「
師
行
よ
り
た
て
の
聖
に
与
ふ
る
判
物
」 

早
稲
田
の
水
口
の
二
反
の
圡
地
の
寄
付
を
す
る
。
ひ
沙
門
堂
の
土
地
の
こ
と
、
大
昔
の
う
ち
、

や
す
か
二
郎
内
屋
敷
。
ま
た
そ
の
前
寄
進
し
た
畠
、
一
緒
に
差
し
上
げ
る
。
謹
ん
で
申
し
上

げ
ま
す
。 

二
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

師
行(

花
押)
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た
て
の
聖
の
御
房 

④
８
０
番 

 

陸
奥
国
宣(
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 
 

(

北
畠
顕
家 

花
押)

 

閉
伊
郡
内
大
澤
村
の
牧
場
な
ら
び
に
殺
害
追
捕
な
ど
乱
暴
な
こ
と
、
石
見
左
近
大
夫
有
資
の

申
状
二
つ
が
あ
り(

守
常
解
状
等
付
け)

、
こ
の
よ
う
で
あ
る
。
具
体
的
の
内
容
は
状
に
見
え

る
。
山
田
六
郎
の
所
行
は
、
調
査
す
る
よ
う
に
。
実
正
に
任
せ
注
進
す
る
よ
う
に
。
国
宣
は

こ
の
と
お
り
で
す
。
そ
こ
で
伝
え
ま
す
。 

建
武
元
年
三
月
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高 

奉 

南
部
又
次
郎(

師
行)

殿 

⑤
８
１
番 

陸
奥
国
宣(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

(

北
畠
顕
家 

花
押)

 

鹿
角
郡
い
く
つ
か
の
没
収
地
は
、
地
頭
な
ど
に
あ
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
出
し
た
下
文
に
従

っ
て
、
処
理
す
る
こ
と
を
命
じ
る
。
よ
っ
て
国
宣
伝
え
ま
す
。 

建
武
元
年
三
月
二
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高 

奉 

南
部
又
次
郎(

師
行)

殿 

⑥
８
３
番 

 
 
 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
三
節 

Ｐ
２
９
４ 

 

陸
奥
国
宣(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

(

北
畠
顕
家 

花
押)

 

多
田
木
工
助
貞
綱
を
津
軽
に
下
向
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
ま
ず
糠
部
に
打
ち
向
か
い
、
あ
な

た(

師
行)

達
と
一
緒
に
相
談
し
て
捜
査
す
る
よ
う
に
。
顕
家
が
命
じ
た
。
急
ぎ
貞
綱
と
会
合
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し
て
、
糠
部
郡
内
を
静
謐
に
す
る
よ
う
に
処
理
し
な
さ
い
。
よ
っ
て
国
宣
伝
え
ま
す
。 

建
武
元
年
四
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高 

奉 

南
部
又
次
郎(
師
行)

殿 

⑦
８
５
番 

 
 
 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
三
節 

Ｐ
２
９
４ 

多
田
貞
綱
書
状(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

(

包
み
紙
上
書
き)

 

「
師
行 

建
武
元
年
四
月
三
十
日
多
田
木
工
助
貞
綱
師
行
に
寄
す
る
状
」 

糠
部
郡
没
収
地
の
こ
と 

一
戸
、
工
藤
次
郎
左
衛
門
入
道
の
没
収
地 

ま
た
そ
の
子
息
左
衛
門
次
郎(

義
村)

の
没
収
地 

八
戸
、
工
藤
三
郎
兵
衛
尉
の
没
収
地 

三
戸
、
横
溝
新
五
郎
入
道
の
没
収
地 

南
部
又
次
郎(

師
行)·

戸
貫
出
羽
前
司
殿(

中
条
時
長)·

河
村
又
二
郎
入
道
殿
、
三
人
に
あ

ず
け
ま
す
。
よ
く
よ
く
郡
内
警
備
し
な
さ
い
。
諸
事
は
相
談
あ
れ
ば
い
い
で
す
ね
。
謹
ん
で

申
し
上
げ
ま
す
。 

建
武
元
年
四
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

源
貞
綱(

花
押)

 

南
部
又
次
郎(

師
行)

殿 

⑧
８
６
番 

後
醍
醐
天
皇
綸
旨(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

甲
斐
国
倉
見
山
在
家
三
宇·

畠
地·

町
屋
等
、
南
部
六
郎(

政
長)

が
知
行
す
る
こ
と
を
命
じ

た
。 

天
皇
の
お
気
持
ち
は
こ
の
と
お
り
で
す
、
状
を
も
っ
て
通
知
す
る 

建
武
元
年
五
月
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左
衛
門
権
佐(

岡
崎
範
國)

(

花
押)

 



 116 

⑨
８
７
番 

左
衛
門
尉
施
行
状
案(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

(

包
み
紙
上
書
き)

 

「
政
長
」 

当
国
倉
見
山
在
家
三
宇·
畠
地·

町
屋
等
の
こ
と
、
安
堵
の
綸
旨
の
通
り
に
せ
よ
。
存
知
状

は
件
の
よ
う
に
。 

五
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左
衛
門
尉 

在
判 

甲
斐
国 

小
目
代
殿 

⑩
９
０
番 

 
 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
二
節 

Ｐ
２
８
０ 

陸
奥
国
宣(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

(

北
畠
顕
家 

花
押)

 

伊
達
五
郎
入
道
善
惠
が
申
す
、
糠
部
郡
南
門
内
横
溝
六
郎
三
郎
入
道
浄
円
の
土
地
の
こ
と
、

下
文
に
従
っ
て
、
そ
の
場
所
に
行
き
、
善
惠
の
代
官
に
処
理
す
べ
き
、
た
と
え
本
主
と
称
し

て
、
関
東
の
下
知
状
を
捧
げ
、
申
す
も
の
は
言
っ
て
も
、
綸
旨·

国
宣
を
持
た
な
い
な
ら
ば
、

許
容
し
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た(

師
行)

遅
れ
る
場
合
は
、
咎
め
が
あ
る
。
よ
っ
て
国
宣
伝

え
ま
す
。 

建
武
元
年
七
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高 

奉 

南
部
又
次
郎(

師
行)

殿 

⑪
９
１
番 

 
 
 
 

陸
奥
国
宣(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

(

北
畠
顕
家 

花
押)

 

伊
達
大
炊
助
三
郎
次
郎
光
助
が
申
す
、
八
戸
工
藤
左
衛
門
次
郎(

義
村)

の
土
地
、
下
文
に
従
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っ
て
、
光
助
の
代
官
に
渡
せ
。
た
と
え
本
主
と
称
し
て
、
関
東
の
下
知
状
な
ど
の
証
文
を
捧

げ
て
、
申
す
も
の
は
言
っ
て
も
、
綸
旨·

国
宣
を
持
た
な
い
な
ら
ば
、
許
容
し
て
は
な
ら
な

い
。
あ
な
た(
師
行)

遅
れ
る
場
合
は
、
咎
め
が
あ
る
。
よ
っ
て
国
宣
伝
え
ま
す
。 

建
武
元
年
七
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高 

奉 

南
部
又
次
郎(

師
行)

殿 

⑫
９
２
番 

 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
四
節 

Ｐ
３
２
８ 

陸
奥
国
宣(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

(

北
畠
顕
家 

花
押)

 

糠
部
郡
七
戸
の
内
、
工
藤
右
近
将
監
の
没
収
地
の
こ
と
、
伊
達
左
近
大
夫
将
監
行
朝
に
与
え

た
。
行
朝
の
代
官
に
任
せ
処
理
す
る
。
よ
っ
て
国
宣
伝
え
ま
す
。 

建
武
元
年
七
月
二
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高 

奉 

南
部
又
次
郎(

師
行)

殿 

⑬
９
３
番 

陸
奥
国
宣(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

(

北
畠
顕
家 

花
押)

 

津
軽
に
下
向
す
る
道
、
糠
部
郡
内
の
宿
々
の
雑
事
を
用
意
す
る
こ
と
、
宿
泊
並
び
に
人
数
は

以
下
の
一
通
の
注
文
を
遣
わ
す
。
早
く
工
藤
右
衛
門
入
道
と
相
談
し
て
、
厳
密
に
処
理
す
る

よ
う
に
と
言
っ
て
き
ま
し
た
。
よ
っ
て
国
宣
伝
え
ま
す
。 

建
武
元
年
八
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高 

奉 

南
部
又
次
郎(

師
行)

殿 

⑭
９
４
番 

陸
奥
国
宣(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)
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(
北
畠
顕
家 

花
押)

 
阿
曽
沼
下
野
権
守
朝
綱
の
代
官
朝
兼
が
申
し
て
い
る
遠
野
保
の
こ
と
、
申
状
は
こ
の
よ
う
で

あ
る
。
具
体
的
の
内
容
は
状
に
見
え
る
。
そ
れ
で
は
不
日
面
懸
左
衛
門
尉
ら
を
追
放
し
て
、

そ
の
処
理
は
朝
兼
に
任
せ
る
。
あ
な
た(

師
行)

遅
れ
る
場
合
は
、
そ
の
咎
め
が
あ
る
。
よ
っ

て
国
宣
伝
え
ま
す
。 

建
武
元
年
八
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高 

奉 

南
部
又
次
郎(

師
行)

殿 

⑮
１
０
０
番 

陸
奥
国
宣(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 
 

(

北
畠
顕
家 

花
押)

 

工
藤
三
郎
景
資
が
申
す
糠
部
郡
三
戸
内
会
田
四
郎
三
郎
没
収
地
の
こ
と
、
早
く
下
文
に
従
っ

て
、
景
資
に
打
ち
渡
せ
、
師
行
も
し
遅
引
し
た
な
ら
ば
、
咎
め
が
あ
る
。
国
宣
は
こ
の
と
お

り
で
す
。
そ
こ
で
伝
え
ま
す
。 

建
武
元
年
九
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高 
奉 

南
部
又
次
郎(

師
行)

殿 

⑯
１
０
１
番 

陸
奥
国
宣(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)
 
 

(

北
畠
顕
家 

花
押)

 

横
溝
孫
六
重
瀬
は
、
そ
の
一
族
の
仲
間
入
り
を
し
な
く
て
、
そ
し
て
孫
二
郎
入
道
等
の
陰
謀

の
詳
し
い
状
況
を
訴
え
申
す
の
間
、
忠
節
が
あ
る
仁
で
あ
る
。
因
っ
て
六
郎
三
郎
入
道
の
没

収
地
は
、
重
頼
あ
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
早
く
そ
の
地
を
打
ち
渡
せ
。
凶
徒
の
居
場
所
を
尋

ね
捜
し
て
、
い
よ
い
よ
忠
を
致
す
よ
う
に
、
言
い
聞
か
せ
た
。
そ
の
旨
を
存
じ
、
相
談
し
な
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さ
い
。
よ
っ
て
国
宣
伝
え
ま
す
。 

建
武
元
年
九
月
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高 

奉 

南
部
又
次
郎(
師
行)

殿 

⑰
１
０
２
番 

陸
奥
国
宣(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

(

包
み
紙
上
書
き)

 

「
御
文
書
の
表
面 

師
行 

建
武
元
年
九
月
二
十
八
日
、
こ
の
一
章
家
系
に
は
載
せ
て
い
な

い
か
、
そ
れ
で
文
書
を
う
か
が
う
」 

(

北
畠
顕
家 

花
押)

 

伊
達
大
夫
将
監
行
朝
が
糠
部
郡
七
戸
の
こ
と
を
申
し
て
、
下
文
に
従
っ
て
、
そ
の
場
所
に
行

き
、
行
朝
の
代
官
に
打
ち
渡
せ
。
た
と
え
元
の
持
主
と
称
す
る
こ
と
が
言
っ
て
、
子
孫
は
支

え
申
す
と
い
え
ど
も
、
許
容
し
て
は
な
ら
な
い
。
師
行
打
渡
し
行
為
遅
れ
た
ら
、
咎
め
が
あ

る
。
よ
っ
て
国
宣
伝
え
ま
す
。 

建
武
元
年
九
月
十
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高 
奉 

南
部
又
次
郎(

師
行)

殿 

⑱
１
０
５
番 

陸
奥
国
宣(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)
 
 

(

北
畠
顕
家 

花
押)

 

佐
々
木
五
郎
泰
綱
は
横
溝
孫
二
郎
子
息
亀
一
丸
、
同
じ
く
六
郎
子
息
虎
熊
丸
を
捕
ま
え
る
こ

と
、
し
ば
ら
く
召
し
取
っ
て
拘
置
し
な
さ
い
。
六
郎
以
下
の
も
の
た
ち
、
見
つ
か
っ
て
か
ら

考
え
が
あ
る
べ
き
。
そ
れ
と
と
も
に
、
罪
の
程
度
に
よ
っ
て
、
処
理
し
な
さ
い
。
六
郎
妻
女

の
こ
と
を
聞
い
た
。
同
じ
く
召
し
取
っ
て
拘
置
す
る
よ
う
に
、
命
じ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
伝
え
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ま
す
。 

建
武
元
年
十
二
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高 

奉 

南
部
又
次
郎(
師
行)

殿 

⑲
１
０
７
番 

陸
奥
国
宣(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 
 

(

北
畠
顕
家 

花
押)

 

糠
部
郡
七
戸
牧
場
の
馬
の
こ
と
、
方
々
に
追
い
越
す
こ
と
は
事
実
な
ら
ば
、
と
ん
で
も
な
い

こ
と
で
あ
る
。
早
く
こ
れ
を
捜
し
尋
ね
、
本
牧
に
返
せ
。
も
し
ま
た
異
議
を
申
す
者
い
れ
ば
、

そ
の
名
前
を
記
し
て
注
進
し
な
さ
い
。
よ
っ
て
国
宣
伝
え
ま
す
。 

建
武
元
年
十
二
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高 

奉 

南
部
又
次
郎(

師
行)

殿 

⑳
１
１
０
番 

 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
二
節 

Ｐ
２
８
０ 

陸
奥
国
宣(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 
 

(

北
畠
顕
家 

花
押)

 

横
溝
彦
三
郎
祐
貞
が
申
す
、
糠
部
郡
南
門
内
横
溝
弥
五
郎
入
道
の
没
収
地
の
こ
と
、
早
く
下

文
に
従
っ
て
、
す
ぐ
に
そ
の
地
を
祐
貞
に
打
ち
渡
せ
、
師
行
が
遅
れ
る
場
合
は
、
咎
め
る
こ

と
が
あ
る
。
よ
っ
て
国
宣
伝
え
ま
す
。 

建
武
二
年
二
月
二
十
一
日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高 

奉 

南
部
又
次
郎(

師
行)

殿 

㉑
１
１
１
番 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
四
節 

Ｐ
３
２
８ 

陸
奥
国
宣(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 
 

(

包
み
紙
上
書
き)
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「
御
書
上 

師
行 

建
武
二
年
二
月
三
十
日
」 

(

北
畠
顕
家 

花
押)

 

伊
達
五
郎
宗
政
が
申
す
、
糠
部
郡
七
戸
内
の
野
辺
地
の
こ
と
、
早
く
下
文
に
従
っ
て
、
そ
の

場
所
に
行
き
、
そ
の
地
を
宗
政
に
打
ち
渡
せ
、
師
行
が
緩
怠
な
場
合
は
、
咎
め
が
あ
る
。
よ

っ
て
国
宣
伝
え
ま
す
。 

建
武
二
年
二
月
卅
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高 

奉 

南
部
又
次
郎(

師
行)

殿 

㉒
１
１
２
番 

 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
三
節 

Ｐ
２
９
９ 

北
畠
顕
家
袖
判
御
教
書(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

「
師
行 

建
武
二
年
三
月
十
日
御
教
書
」 

(

北
畠
顕
家 

花
押)

 

外
浜
、
内
摩
部
鄕
並
び
に
未
給
の
村
々
、
泉
田
、
湖
方
、
中
澤
、
真
板
、
佐
比
内
、
中
目
等

の
村
、
南
部
師
行
及
び
そ
の
一
族
に
与
え
、
打
ち
渡
す
よ
う
に
、
政
所
に
命
じ
ら
れ
た
。
然

れ
ば
同
じ
く
そ
の
場
所
に
行
く
、
無
事
で
あ
る
よ
う
に
打
ち
渡
せ
、
よ
っ
て
伝
え
ま
す
、 

建
武
二
年
三
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高 

奉 

尾
張
正
左
衛
門
尉
殿 

㉓
１
１
３
番 

 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
三
節 

Ｐ
２
９
９ 

北
畠
顕
家
袖
判
下
文(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

(

北
畠
顕
家 

花
押)
 

下
し 

糠
部
郡 

南
部
政
長
は
早
く
土
地
を
領
有
し
て
支
配
す
る
こ
と
を
命
令
し
た
。
当
郡
七
戸
結
城
朝
祐
の

相
続
人
不
明
。 
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右
の
人
、
勲
功
の
賞
と
し
て
土
地
を
与
え
る
。
早
く
先
例
の
通
り
に
、
そ
れ
を
実
施
し
な
さ

い
。
命
じ
ら
れ
こ
と
は
こ
の
と
お
り
で
す
。 

建
武
二
年
三
月
十
日 

㉔
１
１
４
番 

陸
奥
国
宣(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 
 

「
師
行
建
武
二
年
三
月
廿
三
日
御
教
書
」 

(

北
畠
顕
家 

花
押)

 

津
軽
中
の
こ
と
、
調
査
の
た
め
、
南
部
師
行
を
津
軽
に
派
遣
す
る
。
催
促
に
応
じ
、
郡
内
の

軍
勢
を
集
め
て
、
忠
義
を
尽
く
し
な
さ
い
。
も
し
緩
怠
な
行
為
が
あ
る
者
い
れ
ば
、
罰
に
処

す
る
。
そ
し
て
状
況
に
よ
っ
て
、
処
理
す
る
よ
う
、
師
行
に
命
じ
た
。
殊
に
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
理
解
せ
よ
。
よ
っ
て
国
宣
伝
え
ま
す
。 

建
武
二
年
三
月
廿
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
蔵
権
少
輔
清
高 

奉 

山
辺
郡
政
所 

㉕
１
１
５
番 

 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
三
節 

Ｐ
２
９
６
、
Ｐ
３
０
０ 

南
部
師
行
請
文
案(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

今
年
二
月
三
十
日
、
国
宣
に
従
っ
て
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
伊
達
五
郎
宗
政
が
申
す
、
糠
部

郡
七
戸
内
の
野
辺
地
の
こ
と
、
国
府
か
ら
の
下
文
に
従
っ
て
、
そ
の
場
所
を
宗
政
代
官
に
打

ち
渡
し
た
。
以
上
の
こ
と
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
。 

建
武
二
年
三
月
二
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

源
師
行 

進
上 

御
奉
行
所 

㉖
１
１
７
番 

 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
三
節 

Ｐ
２
９
９ 

北
畠
顕
家
御
教
書
写(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)
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下
向
以
降
の
合
戦
、
忠
義
を
尽
く
し
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
ま
す
。
今
度
の
山
辺
合
戦
ま
た

も
っ
て
大
将
と
し
て
軍
功
を
た
て
た
等
。
返
す
返
す
感
心
し
て
い
る
。
凶
徒
さ
ら
に
天
罰
か

ら
逃
れ
ら
れ
な
い
か
ら
、
い
よ
い
よ
勇
者
に
な
り
、
忠
義
を
尽
し
ま
し
ょ
う
。
以
上
伝
え
ま

す
。 

建
武
二
年
九
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

修
理(

広
橋)

亮 

経
泰 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沙
弥
宗
哲 

判 

南
部
六
郎
殿(

政
長)

 

㉗
１
１
８
番 

 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 
中
世
第
二
節 

Ｐ
２
８
０ 

北
畠
顕
家
御
教
書(

盛
岡
南
部
家
文
書)

 

横
溝
重
頼
が
申
す
、
糠
部
南
門
内
横
溝
六
郎
三
郎
入
道
の
没
収
地
中
里
村
の
こ
と
。
伊
達
彦

五
郎
の
辞
退
地
な
の
で
、
注
進
状
に
載
せ
て
い
る
の
で
、
先
日
重
頼
に
与
え
る
は
ず
、
役
人

達
忘
れ
て
、
あ
や
ま
っ
て
彦
三
郎
に
あ
げ
ち
ゃ
っ
た
。
申
す
と
こ
ろ
定
め
て
か
わ
い
そ
う
、

よ
っ
て
彦
三
郎
に
お
い
て
は
、
ほ
か
の
場
所
を
あ
げ
ら
れ
る
。
元
の
ご
と
く
重
頼
に
返
し
た

ま
う
所
な
り
、
早
く
打
ち
渡
し
な
さ
い
。
そ
も
そ
も
申
す
状
は
葛
巻
村
の
で
、
こ
れ
を
載
せ

ら
れ
る
。
重
頼
の
状
は
中
里
村
で
二
通
食
い
違
う
。
け
れ
ど
も
重
頼
の
申
し
状
に
従
っ
て
、

そ
の
旨
を
了
解
せ
よ
。
以
上
伝
え
ま
す
。 

建
武
二
年
九
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

修
理
亮 

南
部
又
次
郎
殿(

師
行)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沙
弥(

花
押)

 

㉘
１
２
０
番 

 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
三
節 

Ｐ
３
０
２ 

陸
奥
国
宣(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 
 

(

北
畠
顕
家 

花
押)

 

成
田
泰
次
を
も
っ
て
命
令
の
子
細
、
相
共
に
相
談
し
て
処
理
し
な
さ
い
、
国
宣
は
こ
の
と
お
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り
で
す
。
そ
こ
で
伝
え
ま
す
。 

建
武
二
年
十
月
二
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
近
将
監
清
高 

奉 

南
部
又
二
郎(
師
行)

殿 

㉙
１
２
４
番 

 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
三
節 

Ｐ
３
０
４ 

北
畠
顕
家
袖
判
御
教
書(
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

(

北
畠
顕
家 

花
押)

 

尊
氏
・
直
義
等
、
五
月
京
都
に
乱
入
し
た
け
れ
ど
、
官
軍
の
防
戦
を
致
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

尊
氏
以
下
の
数
十
人
、
七
月
十
五
日
自
殺
し
た
。
こ
こ
に
当
国
一
、
二
、
三
迫
の
凶
徒
ら
襲

来
の
旨
、
そ
の
よ
う
な
情
報
が
あ
る
の
で
、
軍
勢
を
派
遣
し
た
。
き
っ
と
早
く
穏
や
か
に
な

る
。
糠
部
の
軍
勢
来
な
く
て
大
丈
夫
で
す
。
そ
し
て
郡
内
を
靜
謐
す
る
よ
う
に
し
な
さ
い
、

鎮
守
府
大
将
軍
の
命
令
伝
え
ま
す
。
よ
っ
て
伝
え
ま
す
。 

延
元
元
年
八
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

軍
監
有
実 

奉 

南
部
六
郎(

政
長)

殿 
 
 

㉚
１
２
６
番 

陸
奥
国
宣(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 
 

(

北
畠
顕
家 

花
押)

 

京
都
の
こ
と
に
つ
い
て
噂
話
あ
り
と
い
え
ど
も
、
国
府
で
は
特
別
な
こ
と
が
な
い
、
南
部
師

行
が
下
向
す
る
ま
で
の
間
、
領
有
の
郡
内
を
警
護
し
な
さ
い
。
国
宣
は
こ
の
と
お
り
で
す
。

そ
こ
で
伝
え
ま
す
。 

延
元
元
年
十
一
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鎮
守
軍
監
有
実 

奉 

南
部
六
郎(

政
長)

殿 

㉛
１
３
９
番 

 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
三
節 

Ｐ
３
０
９ 
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足
利
直
義
御
判
御
教
書(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 
味
方
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
定
め
ら
れ
て
い
る
規
則
に
従
っ
て
、
そ
の
上
本
領
の
こ
と
を
沙
汰

め
ら
れ
て
い
る
、
ご
褒
美
あ
げ
ま
す
。
こ
の
と
お
り
で
す
。 

暦
応
二
年
三
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

足
利
直
義)

 
(

花
押)

 

南
部
六
郎(

政
長)

殿 

㉜
１
４
８
番 

 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
三
節 

Ｐ
３
１
１ 

北
畠
顕
信
御
教
書(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

「
南
部
遠
江
守
殿 

右
近
将
監
清
顕 

奉
」 

 
(

北
畠
顕
信)

 
(

花
押)

 

そ
の
堺
の
こ
と
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
こ
と
あ
り
ま
し
た
か
、
諸
方
合
戦
の
最
中
と
い
う
こ

と
を
申
し
て
い
る
の
で
、
新
し
い
指
示
が
来
る
ま
で
、
当
国
の
事
、
方
々
に
誘
い
命
令
の
子

細
な
り
、
近
日
即
ち
合
戦
は
じ
め
て
く
だ
さ
い
。
あ
な
た
は
先
ず
先
ず
命
令
に
従
っ
て
、
急

ぎ
近
隣
を
退
治
せ
ら
れ
、
顕
信
の
当
方
の
合
力
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
細
の
こ
と
、

森
四
郎
左
衛
門
尉
に
伝
え
た
。
そ
こ
で
伝
え
ま
す
。 

九
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
近
将
監
清
顕 

奉 

南
部
遠
江
守(

政
長)

殿 

㉝
１
５
６
番 

 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
三
節 

Ｐ
３
１
２ 

北
畠
顕
信
袖
判
下
文(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

(

北
畠
顕
信)

 
(

花
押)

 

早
く
南
部
遠
江
守
源
朝
臣
政
長
に
陸
奥
國
甘
美
郡
の
没
収
地
を
領
知
す
る
よ
う
に
。 

右
の
土
地
、
勲
功
の
賞
と
し
て
与
え
る
。
早
く
先
例
の
通
り
に
、
沙
汰
せ
よ
。
以
上
の
よ
う

に
命
じ
る
。 
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興
国
六
年
二
月
十
八
日 

㉞
１
５
７
番 

 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
三
節 

Ｐ
３
１
２ 

北
畠
顕
信
御
教
書(

盛
岡
南
部
家
文
書)

 

何
度
も
合
戦
忠
節
を
尽
く
す
な
ど
の
こ
と
を
承
知
し
た
。
感
心
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。

今
後
い
よ
い
よ
無
二
の
忠
を
尽
く
し
な
さ
い
。
あ
と
か
ら
賞
が
あ
る
こ
と
、
将
軍
が
お
っ
し

ゃ
た
。
よ
っ
て
伝
え
ま
す
。 

興
国
六
年
三
月
廿
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

民
部
権
少
輔
清
顕 

奉 

南
部
左
近
将
監
殿(

信
政)

 

㉟
１
６
４
番 

 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
三
節 

Ｐ
３
１
３ 

足
利
直
義
御
判
御
教
書(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

味
方
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
今
奥
州
の
凶
徒
を
退
治
す
れ
ば
、
所
領
の
こ
と
、
あ
な
た
の
申
請

に
任
せ
て
、
沙
汰
す
る
。
こ
の
と
お
り
で
す
。 

貞
和
二
年
十
二
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

足
利
直
義)

 
(

花
押)

 

南
部
六
郎(

政
長)

殿 

㊱
１
７
２
番 

 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
三
節 

Ｐ
３
１
４ 

北
畠
顕
信
書
状(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)
 

そ
の
後
特
に
用
が
な
い
な
の
で
、
連
絡
し
な
か
っ
た
。
ま
た
上
田
城
の
こ
と
、
和
議
が
成
立

し
た
の
で
、
こ
っ
ち
の
使
者
を
遣
わ
し
て
、
御
方
を
間
違
い
な
い
や
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て

は
こ
の
人
物
を
以
て
子
細
を
伝
え
な
り
、
考
え
ら
れ
な
り
、
あ
な
た
の
判
断
を
聞
き
た
い
、

こ
の
と
お
り
で
す
。 

六
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北
畠
顕
信(

花
押)

 

㊲
１
８
６
番 

 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
四
節 

Ｐ
３
３
３ 
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北
畠
顕
信
袖
判
御
教
書(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 
「
信
光 

正
平
十
五
年
六
月
五
日
」 

(

北
畠
顕
信 
花
押)

 

陸
奥
国
津
軽
田
舎
郡
及
び
鼻
和
郡
目
谷
鄕
な
ど
の
こ
と
、
代
々
相
続
の
土
地
を
認
め
る
。
そ

の
土
地
を
我
が
物
と
し
て
相
違
し
な
い
こ
と
、
よ
っ
て
伝
え
ま
す
。 

正
平
十
五
年
六
月
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前
右
馬
権
頭
清
顕(

五
辻)

 

奉 

南
部
薩
摩
守
殿(

信
光)

 

㊳
１
８
７
番 

 
 
 
 

北
畠
顕
信
袖
判
御
教
書(

盛
岡
南
部
家
文
書)

 

(

北
畠
顕
信 

花
押)

 

陸
奥
国
津
軽
田
舎
郡
冬
井·

日
野
間
の
二
鄕
及
び
外
浜
野
尻
鄕
な
ど
の
こ
と
、
先
祖
代
々
の

慣
習
に
従
い
、
そ
の
土
地
を
我
が
物
と
し
て
相
違
し
な
い
こ
と
、
よ
っ
て
伝
え
ま
す
。 

正
平
十
五
年
六
月
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前
右
馬
権
頭
清
顕(
五
辻)

 

奉 

南
部
雅
楽
助
殿 

㊴
１
８
９
番 

 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
三
節 

Ｐ
３
１
８ 

後
村
上
天
皇
綸
旨(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

「
南
部
薩
摩
守
館 

左
中
将 

(

花
押)

」 

今
度
の
合
戦
の
中
で
、
忠
節
を
尽
く
す
こ
と
を
承
知
し
た
。
い
か
に
も
結
構
で
あ
り
ま
す
。

感
心
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
天
皇
の
考
え
は
こ
の
と
お
り
で
す
、
状
を
も
っ
て
通
知
す

る
。 

正
平
十
六
年
十
一
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左
中
将(

花
押)

 

南
部
左
馬
助
館(

新
田
政
持)
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㊵
１
９
６
番 

 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
四
節 

Ｐ
３
６
６ 

四
戸
八
幡
宮
神
役
注
文
案(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

「
四
戸
八
幡
宮
神
役
注
文
案
」 

決
定 

四
戸
八
幡
宮
毎
年
御
放
生
会
流
鏑
支
配
事 

一
番 

四
戸 

二
番 
八
戸 

三
番 

一
戸 

四
番 

二
戸 

五
番 

三
戸 

六
番 

五

戸 

七
番 

六
戸 

八
番 
七
戸 

九
番 

九
戸 

十
番 

東
門 

十
一
番 

西
門 

十

二
番 

南
門 

十
三
番 

北
門 

十
四
番 

四
戸 

十
五
番 

八
戸 

 

右
、
配
分
で
旨
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
仕
え
な
さ
い
。
も
し
命
令
に
怠
慢
す
る
人
い
れ
ば
、
前

の
規
定
は
七
十
五
貫
文
だ
け
ど
、
寛
宥
の
心
を
も
っ
て
、
並
び
に
流
鏑
五
貫
文·

相
撲
三
貫

文·

十
烈
子
一
貫
文
の
罰
金
を
払
う
。
社
家
に
進
ず
る
臨
時
の
御
祈
祷
の
お
金
に
備
え
足
る
。

な
お
命
令
に
背
く
人
、
罪
科
の
局
面
に
至
る
場
合
は
、
追
加
の
処
分
が
あ
り
ま
す
。
状
は
こ

の
と
お
り
で
す
。 

正
平
廿
一
年
八
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
膳
権
大
夫(

南
部
守
行)

在
判 

㊶
１
９
８
番 

 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
三
節 

Ｐ
３
１
８ 

後
村
上
天
皇
綸
旨(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

「
南
部
薩
摩
守
館 

右
大
弁 

(

花
押)

」 

長
年
の
間
で
の
軍
忠
な
ど
に
つ
い
て
、
天
皇
が
感
謝
し
ま
す
。
特
に
忠
節
を
尽
く
す
人
。
天

皇
の
お
気
持
ち
は
こ
の
と
お
り
で
す
、
状
を
も
っ
て
通
知
す
る
。 

正
平
廿
二
年
六
月
廿
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
大
弁(

花
押)

 

南
部
薩
摩
守
館(

信
光)

 

㊷
１
９
９
番 

 
 
 
 
 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
四
節 

Ｐ
３
３
８ 

後
村
上
天
皇
綸
旨(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)
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「
南
部
薩
摩
守
館 

右
大
弁 

(

花
押)

」 
甲
斐
国
の
神
鄕
の
半
分
、
知
行
し
な
さ
い
。
天
皇
の
お
気
持
ち
は
こ
の
と
お
り
で
す
、
状
を

も
っ
て
通
知
す
る
。 

正
平
廿
二
年
六
月
廿
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
大
弁(

花
押)

 

南
部
薩
摩
守
館(

信
光)

 

㊸
２
１
２
番 

 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
三
節 

Ｐ
３
２
３ 

沙
弥
道
重
一
揆
契
状(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

「
沙
弥
道
重
契
約
状
」 

一
揆
契
約
状
の
事 

右
の
意
趣
を
含
む
者
、
南
部
政
光
と
道
重
と
契
約
を
結
ん
だ
、
大
小
事
に
関
し
て
、
お
互
い

に
援
助
す
る
、
援
助
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
こ
の
条
は
不
実
な
ら
ば
、
八
幡
大
菩
薩
、

諏
訪
上
下
大
明
神
か
ら
の
罰
を
蒙
る
。
契
状
は
こ
の
と
お
り
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沙
弥
道
重(
花
押)

 

弘
和
二
年
卯
月
三
日 

㊹
２
１
３
番 

 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
三
節 

Ｐ
３
２
３ 

藤
原
守
綱
一
揆
契
状(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

一
揆
契
約 

今
後
右
の
人
、
大
小
事
に
関
し
て
、
お
互
い
に
援
助
す
る
、
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
悪

い
出
来
事
が
あ
れ
ば
、
お
互
い
に
知
ら
せ
ま
す
。
二
人
は
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
ら
、
相
談
し

て
、
理
屈
に
よ
っ
て
決
断
し
ま
し
ょ
う
。
も
し
こ
の
約
束
を
破
っ
た
ら
、
日
本
国
内
、
す
べ

て
の
神
様
、
特
に
八
幡
大
菩
薩·

天
満
大
自
在
天
神
か
ら
の
罰
を
蒙
る
。
契
状
の
起
請
文
は

こ
の
と
お
り
で
す
。 
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永
徳
四
年
八
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤
原
守
綱(

花
押)

 
七
戸
殿(

南
部
政
光)

 

㊺
２
１
４
番 

 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
三
節 

Ｐ
３
２
３ 

前
信
濃
守
清
継
一
揆
契
状(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

一
揆
契
約
を
結
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て 

右
の
条
は
、
南
部
長
経
と
清
継
と
契
約
を
結
ん
だ
。
大
小
事
に
関
し
て
、
お
互
い
に
援
助
す

る
、
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
も
し
こ
の
約
束
を
破
っ
た
ら
、
日
本
国
内
、
す
べ
て
の
神

様
、
特
に
八
幡
大
菩
薩·

香
取
大
明
神
か
ら
の
罰
を
蒙
っ
て
も
良
い
。
契
状
は
こ
の
と
お
り

で
す
。 

至
徳
四
年
三
月
廿
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前
信
濃
守
清
継(

花
押)

 

㊻
２
１
５
番 

 
 
 

八
戸
市
史
通
史
編 

中
世
第
三
節 

Ｐ
３
２
３ 

近
江
守
清
長
一
揆
契
状(

南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書)

 

一
揆
契
約 

右
は
、
南
部
長
経
と
清
長
と
契
約
を
結
ん
だ
。
今
後
、
お
互
い
に
援
助
す
る
、
さ
れ
る
こ
と

が
決
ま
っ
た
。
も
し
こ
の
約
束
を
破
っ
た
ら
、
日
本
国
内
、
す
べ
て
の
神
様
、
特
に
八
幡
大

菩
薩·

諏
訪
大
明
神
か
ら
の
罰
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
起
請
文
は
こ
の
と
お
り
で
す
。 

至
徳
四
年
三
月
晦
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

近
江
守
清
長(

花
押)
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南
部
文
書
中
国
語
訳 

①
７
０
号 

 
 
 
 
     

八
户
市
史
通
史
编 

中
世
第
三
节 

Ｐ
３
１
９ 

重
泰
召
唤
状
方
案(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

时
长
、
师
行
和
政
长
提
到
的
，
关
于
甲
斐
国
南
部
乡
村
子
管
理
人
的
事
、
召
唤
成
行
、
命
其

迅
速
调
查
、
敬
请
您
注
意
。 

十
月
二
十
六
日                                           

重
泰 

②

７
１
号 

 
 
 
 

北
畠
显
家
命
令
文
书(

结
城
神
社
所
藏
结
城
小
峰
文
书) 

(

北
畠
显
家 

印
章) 

下
达
糠
部
郡 

命
令
结
城
亲
朝
早
日
领
有
糠
部
郡
九
户
的
土
地(

从
右
马
权
头
茂
时
的
没
收
土
地)

。 

命
令
右
边
的
人
，
领
有
九
户
的
土
地
。
贡
马
之
类
的
东
西
、
不
要
懈
怠
好
好
处
理
。
以
上
就

是
命
令
的
内
容
。 

元
弘
三
年
十
二
月
十
八
日 

③

７
５
号 

 
 
 
 
     

八
户
市
史
通
史
编 

中
世
第
三
节 

Ｐ
３
０
０ 

南
部
师
行
捐
献
文
书(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

「
师
行
按
给
纵
圣
的
印
章
」 

捐
赠
早
稻
田
水
口
两
千
平
米
的
土
地
。
比
沙
门
堂
的
土
地
、
很
早
之
前
是
安
田
二
郎
的
房
产
。

还
有
之
前
捐
赠
的
土
地
，
也
一
同
献
上
。
敬
请
您
注
意
。 

二
月
二
日                                         

师
行(

印
章) 

纵
圣
高
僧 

④

８
０
号 

 



 132 

陆
奥
国
宣
旨(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

 

(

北
畠
显
家 

印
章) 

闭
伊
郡
内
大
泽
村
的
国
家
牧
场
以
及
杀
害
追
捕
等
等
的
暴
乱
之
事
、
这
里
有
两
封
石
见
左
近

大
夫
有
资
的
申
告
状(

附
有
守
常
告
状
文
书)

。
具
体
内
容
请
看
申
告
状
。
山
田
六
郎
的
所
作

所
为
，
请
调
查
。
查
明
后
紧
急
报
告
。
以
上
就
是
下
达
的
国
家
宣
旨
的
内
容
。 

建
武
元
年
三
月
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
藏
权
少
辅
清
高   

草
拟 

南
部
又
次
郎(

师
行) 

⑤

８
１
号 

陆
奥
国
宣
旨(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

(

北
畠
显
家 

印
章) 

鹿
角
郡
的
几
个
没
收
土
地
、
决
定
给
领
主
他
们
。
令
你
遵
从
下
达
的
文
书
处
理
。
以
上
就
是

国
家
宣
旨
的
内
容
。 

建
武
元
年
三
月
二
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

大
藏
权
少
辅
清
高   

草
拟 

南
部
又
次
郎(

师
行) 

⑥

８
３
号 

 
 
 
 
 
   

八
户
市
史
通
史
编 

中
世
第
三
节 

Ｐ
２
９
４ 

 

陆
奥
国
宣
旨(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

(

北
畠
显
家 

印
章) 

命
令
多
田
木
工
助
貞
纲
去
往
津
轻
。
显
家
命
令
他
首
先
进
军
糠
部
、
和
师
行
你
一
起
商
量
搜

查
。
迅
速
和
贞
纲
会
合
、
维
护
好
糠
部
郡
内
的
治
安
。
以
上
就
是
国
家
宣
旨
的
内
容
。 

建
武
元
年
四
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
藏
权
少
辅
清
高   

草
拟 

南
部
又
次
郎(

师
行) 

⑦

８
５
号 

 
 
 
 
 
   

八
戸
市
史
通
史
编 

中
世
第
三
节 

Ｐ
２
９
４ 
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多
田
貞
纲
文
书(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

「
師
行 

建
武
元
年
四
月
三
十
日
多
田
木
工
助
貞
纲
给
师
行
的
书
状
」 

糠
部
郡
没
收
土
地
的
事 

一
戸
、
工
藤
次
郎
左
卫
门
入
道
の
没
収
土
地 

以
及
他
的
儿
子
左
卫
门
次
郎(

义
村)

的
没
收

土
地 

八
戸
、
工
藤
三
郎
兵
卫
尉
的
没
收
土
地 

三
戸
、
横
沟
新
五
郎
入
道
的
没
收
土
地 

给
南
部
又
次
郎(

师
行)

·
戸
贯
出
羽
前
司(
中
条
时
长)

·
河
村
又
二
郎
三
人
。
请
仔
细
警
戒

郡
内
。
所
有
的
事
情
一
起
商
量
。
敬
请
注
意
。 

建
武
元
年
四
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

源
贞
纲(

印
章) 

南
部
又
次
郎(

师
行) 

⑧

８
６
番 

后
醍
醐
天
皇
圣
旨(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

甲
斐
国
仓
见
山
的
三
宇
·
畠
地
·
町
屋
等
土
地
、
命
令
南
部
六
郎(

政
长)

领
有
。
以
上
就
是

天
皇
的
命
令
、
特
此
通
知
。 

建
武
元
年
五
月
三
日 

 
 
 
 
 
 
 

左
卫
門
权
佐(

冈
崎
范
国)(

印
章) 

⑨

８
７
号 

左
卫
门
尉
施
行
状
方
案(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

「
政
长
」 

甲
斐
国
仓
见
山
的
三
宇
·
畠
地
·
町
屋
等
土
地
之
事
、
按
照
领
有
的
圣
旨
进
行
。
以
上
就
是

存
知
状
。 

五
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

左
卫
门
尉 

印
章 
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甲
斐
国 

小
目
代 

⑩
９
０
号 

 
 
 
 
     

八
戸
市
史
通
史
编 

中
世
第
二
节 

Ｐ
２
８
０ 

陆
奥
国
宣
旨(
南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

(

北
畠
显
家 

印
章) 

伊
达
五
郎
善
惠
提
到
、
关
于
糠
部
郡
南
门
内
横
沟
六
郎
三
郎
净
圆
的
土
地
、
根
据
下
达
的
文

书
、
去
那
个
地
方
、
让
善
惠
的
代
理
人
处
理
、
即
使
拿
着
镰
仓
幕
府
的
书
状
来
主
张
自
己
是

原
来
的
主
人
、
不
带
圣
旨
和
国
家
的
宣
旨
、
也
不
能
饶
恕
。
你
若
做
事
拖
延
会
有
惩
罚
。
以

上
就
是
国
宣
的
内
容
。 

建
武
元
年
七
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
藏
权
少
辅
清
高   

草
拟 

南
部
又
次
郎(

师
行) 

⑪
９
１
号 

 
 
 

陆
奥
国
宣
旨(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

(

北
畠
显
家 

印
章) 

伊
达
大
炊
助
三
郎
次
郎
光
助
提
到
、
八
戸
工
藤
左
卫
门
次
郎(

义
村)

的
土
地
、
根
据
下
达
的

文
书
给
光
助
的
代
理
人
。
即
使
拿
着
镰
仓
幕
府
的
书
状
来
主
张
自
己
是
原
来
的
主
人
、
不
带

圣
旨
和
国
家
的
宣
旨
、
也
不
能
饶
恕
。
你
若
做
事
拖
延
会
有
惩
罚
。
以
上
就
是
国
宣
的
内
容
。 

建
武
元
年
七
月
二
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

大
藏
权
少
辅
清
高   

草
拟 

南
部
又
次
郎(

师
行) 

⑫
９
２
号 

 
 
 
       

八
戸
市
史
通
史
编 

中
世
第
四
节 

Ｐ
３
２
８ 

陆
奥
国
宣
旨(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

(

北
畠
显
家 

印
章) 

糠
部
郡
七
戸
之
中
、
工
藤
右
近
将
监
的
没
收
土
地
、
给
伊
达
左
近
大
夫
将
监
行
朝
。
交
给
行
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朝
的
代
理
人
处
理
。
以
上
就
是
国
家
宣
旨
的
内
容
。 

建
武
元
年
七
月
二
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

大
藏
权
少
辅
清
高   

草
拟 

南
部
又
次
郎(
师
行) 

⑬
９
３
号 

陆
奥
国
宣
旨(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

(

北
畠
显
家 

印
章) 

大
军
去
往
津
轻
的
途
中
、
在
糠
部
郡
内
住
宿
的
事
、
住
宿
时
间
以
及
人
数
在
下
面
的
文
件
里

写
着
。
早
点
和
工
藤
右
卫
门
商
量
、
谨
慎
处
理
。
以
上
就
是
国
家
宣
旨
的
内
容
。 

建
武
元
年
八
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
藏
权
少
辅
清
高   

草
拟 

南
部
又
次
郎(

师
行) 

⑭
９
４
号 

陆
奥
国
宣
旨(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

(

北
畠
显
家 

印
章) 

阿
曾
沼
下
野
权
守
朝
纲
的
代
官
朝
兼
提
到
的
远
野
保
的
事
、
这
是
申
告
状
。
具
体
内
容
请
看

申
告
状
。
因
此
，
尽
快
流
放
面
悬
左
卫
門
尉
他
们
、
这
件
事
的
处
理
交
给
朝
兼
。
你
若
做
事

拖
延
会
有
惩
罚
。
以
上
就
是
国
宣
的
内
容
。 

建
武
元
年
八
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
藏
权
少
辅
清
高   

草
拟 

南
部
又
次
郎(

师
行) 

⑮
１
０
０
号 

陆
奥
国
宣
旨(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

(

北
畠
显
家 

印
章) 

工
藤
三
郎
景
资
提
到
的
糠
部
郡
三
戸
内
会
田
四
郎
三
郎
没
收
土
地
的
事
、
早
日
遵
从
下
达
文
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书
、
让
景
资
领
有
、
你
若
做
事
拖
延
会
有
惩
罚
。
以
上
就
是
国
宣
的
内
容
。 

建
武
元
年
九
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
藏
权
少
辅
清
高   

草
拟 

南
部
又
次
郎(
师
行) 

⑯
１
０
１
号 

陆
奥
国
宣
旨(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

(

北
畠
显
家 

印
章) 

横
沟
孙
六
重
濑
、
不
同
其
一
族
媾
和
、
并
且
将
孙
二
郎
等
人
阴
谋
的
详
细
状
况
告
知
国
府
、

很
有
忠
节
。
因
此
将
六
郎
三
郎
的
没
收
土
地
给
与
重
濑
、
迅
速
领
有
此
地
。
找
寻
凶
徒
们
的

藏
匿
之
所
、
细
致
的
尽
忠
。
知
晓
此
事
，
一
同
商
谈
。
以
上
就
是
国
宣
的
内
容
。 

建
武
元
年
九
月
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
藏
权
少
辅
清
高   

草
拟 

南
部
又
次
郎(

师
行) 

⑰
１
０
２
番 

陆
奥
国
宣
旨(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

「
文
书
的
表
面 

师
行 

建
武
元
年
九
月
二
十
八
日
、
这
一
章
家
系
没
有
提
到
、
因
此
从
文

书
上
查
阅
」 

(

北
畠
显
家 

印
章) 

伊
达
大
夫
将
监
行
朝
提
到
糠
部
郡
七
戸
的
事
、
根
据
下
达
的
文
书
、
去
那
个
地
方
、
让
行
朝

的
代
理
人
领
有
。
即
使
说
是
原
先
的
主
人
的
子
孙
、
也
不
能
饶
恕
。
你
若
做
事
拖
延
会
有
惩

罚
。
以
上
就
是
国
宣
的
内
容
。 

建
武
元
年
九
月
十
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
藏
权
少
辅
清
高   

草
拟 

南
部
又
次
郎(

师
行) 

⑱
１
０
５
番 
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陆
奥
国
宣
旨(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

(

北
畠
显
家 

印
章) 

佐
佐
木
五
郎
泰
纲
将
横
沟
孙
二
郎
的
儿
子
龟
一
丸
、
以
及
六
郎
的
儿
子
虎
熊
丸
逮
捕
之
事
、

令
将
他
们
暂
时
囚
禁
。
将
六
郎
捉
住
之
后
再
重
新
考
虑
。
同
时
根
据
罪
的
轻
重
程
度
来
处
理
。

也
听
说
了
六
郎
妻
子
的
事
。
也
同
样
令
将
他
们
囚
禁
。
以
上
就
是
国
家
宣
旨
的
内
容
。 

建
武
元
年
十
二
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
藏
权
少
辅
清
高   

草
拟 

南
部
又
次
郎(

师
行) 

⑲
１
０
７
号 

陆
奥
国
宣
旨(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

(

北
畠
显
家 

印
章) 

糠
部
郡
七
戸
国
府
牧
场
马
的
事
情
、
到
处
乱
跑
的
事
情
是
事
实
的
话
、
是
太
了
不
得
的
事
了
。

赶
快
将
其
搜
寻
，
返
还
给
本
来
的
牧
场
。
如
有
异
议
，
记
下
名
字
紧
急
报
告
。
以
上
就
是
国

家
宣
旨
的
内
容
。 

建
武
元
年
十
二
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

大
藏
权
少
辅
清
高   

草
拟 

南
部
又
次
郎(

师
行) 

⑳
１
１
０
号 

 
 
 
     

八
戸
市
史
通
史
编 

中
世
第
二
节 

Ｐ
２
８
０ 

陆
奥
国
宣
旨(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

(

北
畠
显
家 

印
章) 

横
沟
彦
三
郎
祐
贞
提
到
、
糠
部
郡
南
门
内
横
沟
弥
五
郎
没
收
土
地
的
事
、
尽
快
遵
从
下
达
文

书
、
马
上
将
土
地
交
给
祐
贞
、
你
若
做
事
拖
延
会
有
惩
罚
。
以
上
就
是
国
宣
的
内
容
。 

建
武
二
年
二
月
二
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

大
藏
权
少
辅
清
高   

草
拟 

南
部
又
次
郎(

师
行) 
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㉑

１
１
１
号 

 
 
       

八
戸
市
史
通
史
编 

中
世
第
四
节 

Ｐ
３
２
８ 

陆
奥
国
宣
旨(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

「
師
行 
建
武
二
年
二
月
三
十
日
」 

(

北
畠
显
家 

印
章) 

伊
达
五
郎
宗
政
提
到
、
糠
部
郡
七
戸
内
野
边
地
的
事
、
尽
快
遵
从
下
达
文
书
、
去
那
个
地
方
、

让
宗
政
领
有
。
你
若
做
事
拖
延
会
有
惩
罚
。
以
上
就
是
国
宣
的
内
容
。 

建
武
二
年
二
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
藏
权
少
辅
清
高   

草
拟 

南
部
又
次
郎(

师
行) 

㉑

１
１
２
号 

 
 
       

八
戸
市
史
通
史
编 
中
世
第
三
节 

Ｐ
２
９
９ 

北
畠
显
家
印
章
命
令
书(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

「
师
行 

建
武
二
年
三
月
十
日
命
令
书
」 

(

北
畠
显
家 

印
章) 

外
浜
、
内
摩
部
乡
以
及
无
主
的
村
庄
、
泉
田
、
湖
方
、
中
泽
、
真
板
、
佐
比
内
、
中
目
等
等

的
村
子
、
命
令
事
务
管
理
处
给
与
南
部
师
行
和
他
们
一
族
、
。
然
后
去
那
些
场
所
、
让
他
们

顺
利
领
有
，
以
上
就
是
国
宣
的
内
容
。 

建
武
二
年
三
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
藏
权
少
辅
清
高   

草
拟
尾
张
正
左
卫

門
尉 

㉑

１
１
３
号 

 
 
       

八
戸
市
史
通
史
编 

中
世
第
三
节 

Ｐ
２
９
９ 

北
畠
顕
家
印
章
下
达
文
书(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

(

北
畠
显
家 

印
章) 

下
达
糠
部
郡 

命
令
南
部
政
长
尽
早
领
有
土
地
。
糠
部
郡
七
戸
结
城
朝
祐
的
继
承
人
不
明
。 
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右
边
的
人
、
因
立
有
战
功
得
到
土
地
。
尽
快
按
照
之
前
的
惯
例
将
土
地
交
给
他
。
以
上
就
是

命
令
的
内
容
。 

建
武
二
年
三
月
十
日 

㉑

１
１
４
号 

陆
奥
国
宣
旨(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

「
師
行
建
武
二
年
三
月
二
十
三
日
命
令
文
书
」 

(

北
畠
显
家 

印
章) 

津
軽
的
事
、
为
了
调
查
、
将
南
部
师
行
派
往
津
轻
。
根
据
军
事
催
促
、
将
郡
内
的
军
势
集
结

以
尽
忠
义
。
如
有
缓
怠
将
有
处
罚
。
并
且
命
令
师
行
根
据
具
体
状
况
处
理
。
这
件
事
请
特
别

理
解
。
以
上
就
是
国
家
宣
旨
的
内
容
。 

建
武
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

大
藏
权
少
辅
清
高   

草
拟 

山
边
郡
事
务
管
理
处 

㉑

１
１
５
号 

 

八
戸
市
史
通
史
编 

中
世
第
三
节 

Ｐ
２
９
６
、
Ｐ
３
０
０ 

南
部
师
行
请
文
方
案(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

今
年
二
月
三
十
日
、
根
据
国
宣
、
伊
达
五
郎
宗
政
提
到
、
糠
部
郡
七
戸
内
野
边
地
的
事
、
根

据
国
府
的
下
达
文
书
、
将
此
地
给
与
宗
政
代
官
。
以
上
之
事
请
知
晓
。
敬
请
注
意
。 

建
武
二
年
三
月
二
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

源
师
行 

奉
上 

敬
奉
行
所 

㉑

１
１
７
号 

 
 
       

八
戸
市
史
通
史
编 

中
世
第
三
节 

Ｐ
２
９
９ 

北
畠
显
家
命
令
文
书
复
印
件(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

去
向
津
轻
之
后
的
合
战
、
尽
忠
义
之
事
已
然
知
晓
。
这
次
的
山
边
合
战
又
作
为
大
将
立
了
军

功
。
着
实
特
别
欣
慰
。
因
为
凶
徒
们
难
逃
上
天
惩
罚
、
请
变
成
更
厉
害
的
勇
者
、
为
国
尽
忠
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吧
。 

建
武
二
年
九
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

修
理(

广
桥)

亮 

经
泰 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沙
弥
宗
哲 

印
章 

南
部
六
郎(

政
长) 

㉑

１
１
８
号 

 
 
 
     

八
戸
市
史
通
史
编 

中
世
第
二
节 

Ｐ
２
８
０ 

北
畠
顕
家
命
令
文
书(

盛
冈
南
部
家
文
书) 

横
溝
沟
重
赖
提
到
、
糠
部
南
门
内
横
沟
六
郎
三
郎
的
没
收
土
地
中
里
村
的
事
。
因
为
是
伊
达

彦
五
郎
返
还
的
土
地
、
报
告
书
上
写
着
、
前
些
日
子
本
应
该
给
重
赖
、
执
行
的
人
忘
却
了
、

错
给
了
彦
三
郎
。
地
方
确
定
了
再
被
提
到
错
给
很
可
怜
、
因
此
给
彦
三
郎
其
他
的
地
方
。
中

里
村
的
话
，
就
像
之
前
通
知
的
那
样
尽
快
给
重
赖
领
有
。
本
来
申
请
状
是
葛
卷
村
，
就
写
了

它
。
在
中
里
村
重
赖
的
两
封
申
请
状
很
不
一
样
。
不
过
遵
从
他
的
申
请
状
，
请
理
解
。
以
上

就
是
命
令
的
内
容
。 

建
武
二
年
九
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

修
理
亮 

 
 
 

南
部
又
次
郎(

师
行) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沙
弥(

印
章) 

 
 
   

㉑

１
２
０
号 

 
 
       

八
戸
市
史
通
史
编 

中
世
第
三
节 

Ｐ
３
０
２ 

陆
奥
国
宣
旨(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

(

北
畠
显
家 

印
章) 

命
令
成
田
泰
次
与
你
一
同
商
谈
，
以
上
就
是
国
家
宣
旨
的
内
容
。 

建
武
二
年
十
月
二
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
近
将
监
清
高 

草
拟 

南
部
又
二
郎(

师
行) 

㉑

１
２
４
号 

 
 
       

八
戸
市
史
通
史
编 

中
世
第
三
节 

Ｐ
３
０
４ 

北
畠
顕
家
印
章
下
达
文
书(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 
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(
北
畠
显
家 

印
章) 

尊
氏
・

直
义
等
人
、
五
月
虽
然
乱
入
京
都
、
因
为
官
军
的
保
卫
战
、
尊
氏
等
等
十
几
个
人
十

月
十
五
日
自
杀
了
。
这
里
提
到
本
国
一
、
二
、
三
迫
的
凶
徒
们
袭
来
的
情
况
、
因
为
有
那
样

的
情
报
，
所
以
派
遣
大
军
。
必
定
很
快
就
会
稳
定
。
糠
部
的
大
军
不
来
也
没
有
关
系
。
并
且

要
像
镇
守
府
将
军
命
令
的
那
样
维
护
好
郡
内
的
治
安
。
以
上
就
是
命
令
的
内
容
。 

延
元
元
年
八
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

军
监
有
实 

草
拟 

南
部
六
郎(

政
长) 

 

㉑

１
２
６
号 

陆
奥
国
宣
旨(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

(

北
畠
显
家 

印
章) 

关
于
京
都
的
事
虽
然
有
谣
言
、
国
府
没
有
特
别
的
事
、
到
南
部
师
行
去
往
津
轻
的
途
中
、
维

护
郡
内
的
治
安
。
以
上
就
是
国
宣
的
内
容
。 

延
元
元
年
十
一
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

镇
守
軍
监
有
实 

草
拟 

南
部
六
郎(

政
长) 

㉑

１
３
９
号 

 
 
 
     

八
戸
市
史
通
史
编 

中
世
第
三
节 

Ｐ
３
０
９ 

足
利
直
义
印
章
命
令
文
书(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

变
成
伙
伴
的
话
、
遵
守
定
下
的
规
则
、
之
后
处
理
本
地
领
土
的
事
、
给
予
赞
美
。
以
上
就
是

文
书
的
内
容
。 

历
应
二
年
三
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

足
利
直
义) 

(

印
章) 

南
部
六
郎(

政
长) 

㉑

１
４
８
号 

 
 
 
     

八
戸
市
史
通
史
编 

中
世
第
三
节 

Ｐ
３
１
１ 

北
畠
显
信
命
令
文
书(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 
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「
南
部
远
江
守 

右
近
将
监
清
显 

草
拟
」 

 
(

北
畠
显
信) 

(

花
押) 

关
于
那
个
地
界
、
之
后
发
生
了
什
么
、
因
为
说
到
各
方
激
战
正
酣
、
在
新
的
指
示
到
来
之
前
、

本
国
之
事
、
将
各
方
聚
集
于
此
、
近
日
即
开
始
合
战
。
你
首
先
遵
循
命
令
、
迅
速
打
败
近
邻
、

这
样
也
就
能
够
成
为
我
们
的
帮
手
。
详
细
内
容
、
我
告
诉
了
森
四
郎
左
卫
门
尉
。
以
上
就
是

文
书
的
内
容 

九
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
近
将
监
清
显 

草
拟 

南
部
远
江
守(

政
长) 

㉑

１
５
６
号 

 
 
 
     

八
戸
市
史
通
史
编 
中
世
第
三
节 

Ｐ
３
１
２ 

北
畠
显
信
印
章
下
达
文
书(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

(

北
畠
显
信) 

(

印
章) 

尽
快
将
陆
奥
国
甘
美
郡
的
没
收
土
地
给
与
南
部
政
长
。 

右
边
的
土
地
、
因
军
功
赏
与
。
尽
早
按
照
之
前
的
惯
例
处
理
。
以
上
就
是
命
令
的
内
容
。 

兴
国
六
年
二
月
十
八
日 

㉑

１
５
７
号 

 
 
 
     

八
戸
市
史
通
史
编 

中
世
第
三
节 

Ｐ
３
１
２ 

北
畠
显
信
命
令
文
书(

盛
冈
南
部
家
文
书) 

在
几
次
合
战
里
面
都
极
力
尽
忠
之
事
已
然
知
晓
。
特
别
值
得
赞
美
。
今
后
请
更
加
努
力
为
国

尽
忠
。
将
军
说
之
后
会
给
与
你
赏
赐
。
以
上
就
是
命
令
的
内
容
。 

兴
国
六
年
三
月
二
十
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

民
部
权
少
辅
清
显 

草
拟 

南
部
左
近
将
监(

信
政) 

㉑

１
６
４
号 

 
 
 
     

八
戸
市
史
通
史
编 

中
世
第
三
节 

Ｐ
３
１
３ 

足
利
直
义
印
章
命
令
文
书(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 
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变
成
伙
伴
的
话
、
现
在
打
退
奥
州
的
凶
徒
、
所
属
领
地
的
事
、
按
照
你
的
申
请
处
理
。
以
上

就
是
命
令
的
内
容
。 

贞
和
二
年
十
二
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

足
利
直
义) 

(

印
章) 

南
部
六
郎(

政
长) 

㉑

１
７
２
号 

 
 
 
     

八
戸
市
史
通
史
编 

中
世
第
三
节 

Ｐ
３
１
４ 

北
畠
显
信
书
状(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

那
之
后
没
有
特
别
之
事
、
因
此
没
有
联
络
。
并
且
关
于
上
田
城
的
事
、
因
为
合
约
成
立
、
我

们
这
边
派
遣
了
使
者
，
为
了
让
您
这
边
的
事
平
稳
进
行
、
将
事
情
的
详
细
内
容
传
达
给
了
这

位
使
者
、
请
让
我
听
听
您
深
思
熟
虑
之
后
的
想
法
，
以
上
就
是
书
状
的
内
容
。 

六
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北
畠
显
信(

印
章) 

㉑

１
８
６
号 

 
 
 
     

八
戸
市
史
通
史
编 

中
世
第
四
节 
Ｐ
３
３
３ 

北
畠
显
信
印
章
命
令
文
书(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

「
信
光 

正
平
十
五
年
六
月
五
日
」 

(

北
畠
显
信) 

(

印
章) 

陆
奥
国
津
轻
田
舍
郡
以
及
鼻
和
郡
目
谷
乡
等
等
的
事
、
各
代
继
承
的
土
地
给
予
认
可
。
那
片

土
地
是
我
的
东
西
毫
无
疑
问
、
以
上
就
是
命
令
的
内
容
。 

正
平
十
五
年
六
月
五
日 

 
 
 
 
 
 
 

前
右
马
权
头
清
显(

五
辻) 

草
拟 

南
部
萨
摩
守(

信
光) 

㉑

１
８
７
号 

 
 
 
 

北
畠
显
信
印
章
命
令
文
书(

盛
冈
南
部
家
文
书) 

(

北
畠
显
信 

印
章) 

陆
奥
国
津
轻
田
舍
郡
冬
井
·
日
野
两
个
村
子
以
及
外
浜
野
尻
乡
等
等
的
事
、
遵
从
祖
先
各
代
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的
惯
例
、
那
片
土
地
是
我
的
东
西
毫
无
疑
问
、
以
上
就
是
命
令
的
内
容
。 

正
平
十
五
年
六
月
五
日 

 
 
 
 
 
 

前
右
马
权
头
清
显(

五
辻) 

草
拟 

南
部
雅
乐
助 

㉑

１
８
９
号 

 
 
 
     

八
戸
市
史
通
史
编 

中
世
第
三
节 

Ｐ
３
１
８ 

后
村
上
天
皇
圣
旨(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

「
南
部
萨
摩
守 

左
中
将 

(
印
章)

」 

这
次
合
战
之
中
，
尽
忠
之
事
已
然
知
晓
。
怎
样
处
理
都
无
所
谓
。
很
值
得
赞
美
。
以
上
就
是

天
皇
的
命
令
，
特
此
通
知
。 

正
平
十
六
年
十
一
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左
中
将(

印
章) 

南
部
左
马
助(

新
田
政
持) 

㉑

１
９
６
号 

 
 
 
     

八
戸
市
史
通
史
编 

中
世
第
四
节 
Ｐ
３
６
６ 

四
戸
八
幡
宫
神
职
予
定
方
案(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

「
四
戸
八
幡
宫
神
职
予
定
方
案
」 

決
定 

四
戸
八
幡
宫
每
年
放
生
会
流
镝
统
筹
之
事 

一
号 

四
戸 

二
号 

八
戸 

三
号 

一
戸 

四
号 

二
戸 

五
号 

三
戸 

六
号 

五

戸 

七
号 

六
戸 

八
号 

七
戸 

九
号 

九
戸 

十
号 

东
门 

十
一
号 

西
门 

十

二
号 

南
门 

十
三
号 

北
门 

十
四
号 

四
戸 

十
五
号 

八
戸 

 

右
边
的
分
配
额
度
，
各
自
统
筹
谋
划
。
如
有
怠
慢
命
令
之
人
、
之
前
的
规
定
是
七
十
五
贯
、

从
宽
处
理
、
处
以
流
镝
五
贯
·
相
扑
三
贯
·
十
烈
子
一
贯
的
罚
金
。
进
奉
给
社
家
，
备
足
临

时
进
奉
的
资
金
。
违
反
命
令
之
人
、
有
罪
的
情
况
下
，
还
有
追
加
的
惩
罚
。
以
上
就
是
书
状

的
内
容
。 

正
平
二
十
一
年
八
月
十
五
日 

 
 
 
 
 

大
膳
权
大
夫(

南
部
守
行)

印
章 
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㉑

１
９
８
号 

 
 
 
     

八
戸
市
史
通
史
编 

中
世
第
三
节 

Ｐ
３
１
８ 

后
村
上
天
皇
圣
旨(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

「
南
部
萨
摩
守 

右
大
辩 

(

印
章)

」 

天
皇
十
分
感
谢
你
长
年
以
来
的
尽
忠
。
特
别
是
尽
忠
之
人
。
以
上
就
是
天
皇
的
命
令
，
特
此

通
知
。 

正
平
二
十
二
年
六
月
二
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
大
辩(

印
章) 

南
部
萨
摩
守(

信
光) 

㉑

１
９
９
号             

八
戸
市
史
通
史
编 

中
世
第
四
节 

Ｐ
３
３
８ 

后
村
上
天
皇
圣
旨(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

「
南
部
萨
摩
守 

右
大
辩 

(

印
章)

」 

请
领
有
甲
斐
国
神
乡
的
一
半
。
以
上
就
是
天
皇
的
命
令
，
特
此
通
知
。 

正
平
二
十
二
年
六
月
二
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
大
辩(
印
章) 

南
部
萨
摩
守(

信
光) 

㉑

２
１
２
号 

 
 
 
     

八
戸
市
史
通
史
编 

中
世
第
三
节 

Ｐ
３
２
３ 

沙
弥
道
重
结
盟
书
状(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

「
沙
弥
道
重
结
盟
状
」 

结
盟
书
状
之
事 

右
边
有
志
向
的
两
位
、
南
部
政
光
和
道
重
结
成
盟
约
、
有
事
无
论
大
小
互
相
援
助
。
如
有
违

背
、
请
八
幡
大
菩
萨
、
诹
访
上
下
大
明
神
降
下
惩
罚
。
以
上
就
是
结
盟
状
的
内
容
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沙
弥
道
重(

印
章) 

弘
和
二
年
四
月
三
日 

㉑

２
１
３
号 

 
 
 
     

八
戸
市
史
通
史
编 

中
世
第
三
节 

Ｐ
３
２
３ 
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藤
原
守
纲
结
盟
书
状(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

结
盟
书
状 

今
后
右
边
的
人
、
决
心
有
事
无
论
大
小
互
相
援
助
。
有
不
好
的
事
相
互
通
知
。
两
人
如
有
冲

突
，
细
心
商
量
，
根
据
道
理
做
出
决
断
。
如
果
违
反
了
这
个
誓
言
、
日
本
国
内
、
所
有
的
神

明
，
特
别
是
要
承
受
八
幡
大
菩
萨
·
天
满
大
自
在
天
神
降
下
的
惩
罚
。
以
上
就
是
结
盟
状
的

内
容
。 

永
德
四
年
八
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤
原
守
纲(

印
章) 

七
戸(

南
部
政
光) 

㉑

２
１
４
番 

 
 
 
     

八
戸
市
史
通
史
编 
中
世
第
三
节 

Ｐ
３
２
３ 

前
信
浓
守
清
继
结
盟
书
状(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

关
于
结
盟
书
状 

右
边
是
南
部
长
经
和
清
继
结
成
的
契
约
。
从
今
以
后
，
无
论
大
小
之
事
相
互
援
助
。
如
若
违

背
誓
言
、
日
本
国
内
、
所
有
的
神
明
、
即
使
是
承
受
八
幡
大
菩
萨
·
香
取
大
明
神
降
下
的
惩

罚
也
是
罪
有
应
得
。
以
上
就
是
结
盟
状
的
内
容
。 

至
德
四
年
三
月
二
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前
信
浓
守
清
继(

印
章) 

㉑

２
１
５
号 

 
 
 
     

八
戸
市
史
通
史
编 

中
世
第
三
节 

Ｐ
３
２
３ 

近
江
守
清
长
结
盟
书
状(

南
部
光
徹
氏
所
藏
文
书) 

结
盟
书
状 

右
边
是
南
部
长
经
和
清
长
结
成
的
契
约
。
今
后
互
相
帮
助
。
如
若
破
坏
这
个
誓
言
、
日
本
国

内
、
所
有
的
神
明
，
特
别
是
要
承
受
八
幡
大
菩
萨
·
诹
访
大
明
神
降
下
的
惩
罚
。
以
上
就
是

结
盟
书
状
的
内
容
。 

至
德
四
年
三
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

近
江
守
清
长(

印
章) 
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